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『地球規模生物多様性概況第 4 版』（GBO-4）の起
草を開始したのは 2010 年であり、生物多様性条約
第 10 回締約国会議（COP10）終了後のことであ
る。GBO-4 は第 1 ～ 3 版と同じく、本条約に基づ
くプロセスの成果である。各締約国や、その他の政
府及びオブザーバー団体は、様々な会議での貢献や、
GBO-4 の初期の草稿に対する意見や助言を通して、
本書の作成を支援してくれた。

GBO-4 の起草は、生物多様性条約事務局（以下、
「事務局」）が、GBO-4 諮問グループや科学技術助
言補助機関会合（SBSTTA）事務局の支援を受け、
GBO-4 の起草のために時間とエネルギーと専門知
識を惜しみなく提供して下さった多数のパートナー
である団体のほか、政府や非政府組織（NGO）や
科学的ネットワークの方々と共同で行った。従って、
GBO-4 はこうした方々による共同努力の成果であ
る。非常に多くの団体や個人の方々に貢献していた
だいたため、すべての名前を挙げてお礼を申し上げ
るのは難しく、書き漏らしてしまうこともあろうか
と思われる。記載漏れがあった方々には心よりお詫
び申し上げる。

各締約国から提出された第 5 回国別報告書は、
GBO-4 を起草する上で重要な情報源となった。こ
れらの報告書は、GBO-4 全体に影響を与えた。事
務局は、GBO-4 が完成する前に第 5 回国別報告書
を提出してくれた各締約国に感謝を申し上げたい。

GBO-4 は、CBD テクニカルシリーズ 78（CBD 
Technical Series 78）として発行された技術報
告書を根拠としている。これには、GBO-4 に用
いられた科学的・技術的な知見及び方法論に関す
る情報が盛り込まれている。この技術報告書は、
DIVERSITAS, UNEP-WCMC, PBL-Netherlands, 
the University of British Colombia Fisheries 
Centre,  Faculty of Science, Lisbon and the 

German Centre for Integrative Biodiversity 
Research (iDIV) を中心とするパートナーの連合体
によって作成された。事務局は、この報告書の作成
を取り仕切った Paul Leadley のほか、携わった以
下の主執筆者にも感謝を申し上げたい。

Rob Alkemade, Patricia Balvanera, Céline 
Bellard Ben ten Brink, Neil Burgess, Silvia 
Ceausu, William Cheung, Villy Christensen, 
Franck Courchamp, Barbara Gonçalves, 
Stephanie Januchowski-Hartley, Marcel Kok, 
Jennifer van Kolck, Cornelia Krug, Paul Lucas 
Alexandra Marques, Peter Mumby, Laetitia 
Navarro, Tim Newbold, Henrique Pereira, 
Eugenie Regan, Carlo Rondinini, Louise Teh, 
Derek Tittensor, U. Rashid Sumaila, Peter 
Verburg, Piero Visconti, Matt Walpole

GBO-4 の起草にあたっては、生物多様性の保全
及び持続可能な利用に対して各部門ができる貢献に
ついて、オランダ環境評価庁（PBL）が整えた情報
やシナリオも活用した。この技術報告書の作成は、
Marcel Kok と Rob Alkemade が主導し、CBD テ
クニカルシリーズ 79（CBD Technical Series 79）
として公開されている。

また、GBO-4 における評価は、生物多様性指標
パートナーシップが提供したデータや分析をもとに
行っている。生物多様性指標パートナーシップは、
愛知目標に向けた進捗を追跡するために、各団体が
協力して生物多様性に関してできうる限り最新の情
報を提供するためのネットワークである。UNEP-
WCMC が調整を行っており、以下の団体が指標パ
ートナーとして加盟している。

Biod i ve r s i t y  In te rna t iona l ,  B i rdL i f e 
International, Cardiff University, Convention 

謝 辞
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on International Trade in Endangered Species, 
Food and Agricultural Organisation of the 
United Nations, Forest Peoples Programme, 
Forest Stewardship Council, Global Biodiversity 
Information Facility, Global Footprint Network, 
International Nitrogen Initiative, IUCN, IUCN 
SSC Invasive Species Specialist Group, 
University of Auckland, Marine Stewardship 
Council, McGill University, National Centre 
for Ecological  Analysis and Synthesis, 
Organisation for Economic Co-operation, 
TEAM Network,  Terral ingua,  TRAFFIC 
International, UBC Fisheries Centre (University 
of British Columbia), UNEP GEMS Water 
Programme, Union for Ethical BioTrade, United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, University of Queensland, 
Australia, WWF

GBO-4 の起草は、GBO-4 諮問グループの監修を
受けた。事務局は、そのメンバーである下記の各氏
の指導や支援に感謝している。

Adjima Thombiano, Risa Smith, Haigen 
Xu, Teresita Borges Hernández, Jan Plesnik, 
Moustafa Mokhtar Ali Fouda, Anne Teller, 
Asghar Mohammadi Fazel, Tohru Nakashizuka, 
Roxana Solis Ortiz, Yvonne Vizina, Joji Carino, 
David Morgan, Linda Collette, Tim Hirsch, 
Thomas Lovejoy, Stuart Butchart, Matt 
Walpole

ま た、 本 書 の 起 草 は、SBSTTA 事 務 局 及 び
SBSTTA の Gemedo Dalle Tussie 議長の指導の下
で行われた。

GBO-4 の草稿及び土台となる技術研究は、専門
家に査読していただいた。本書の草稿は、この専門
家による査読プロセス中に得られたコメントによっ
て大いに質が高まった。

GBO-4 は、Tim Hirsch, Kieran Mooney, 

Robert Höft, David Cooper に よ っ て 執 筆・ 編
集され、Braulio F. de Souza Dias の指導を受け
た。GBO-4 の 制 作 管 理 は、Robert Höft, Kieran 
Mooney, David Cooper, David Ainsworth が 担
当した。さらに、下に記した事務局の多くの職員や
インターン、コンサルタントが、GBO-4 に関する
意見や感想を提供し、また、土台となる技術研究の
準備に参加した。

Joseph Appiott, Didier Babin, Jennifer 
Bansard, Katherine Blackwood, Mateusz 
Banski, Charles Besancon, Catherine Bloom, 
Lijie Cai, Adam Charette Castonguay, Monique 
Chiasson, Annie Cung, David Coates, Edwin 
Correa, Gilles Couturier, Olivier de Munck, 
Matthew Dias, David Duthie, Joshua Dutton, 
Amy Fraenkel, Kathryn Garforth, Sarat Babu 
Gidda, Beatriz Gómez-Castro, Julie Freeman, 
Jennifer Gobby, Jacquie Grekin, Oliver Hillel, 
Lisa Janishevski, Elena Kennedy, Sakhile 
Koketso Kerri Landry, Jihyun Lee, Markus 
Lehmann, Andre Mader, Manoela Pessoa de 
Miranda, Ian Martin, Johany Martinez, Praem 
Mehta, Leah Mohammed, Brianne Miller, 
Jessica Pawly, Aliya Rashid, Chantal Robichaud, 
Cristina Romanelli, Nadine Saad, Atena Sadegh, 
Djeneba Sako, Catalina Santamaria, Simone 
Schiele, John Scott, Mitchell Seider, Junko 
Shimura, David Steuerman, Andrew Stevenson, 
Gisela Talamas, Tristan Tyrrell, Ardeshir 
Vafadari, Paige Yang, Atsuhiro Yoshinaka, Yibin 
Xiang, Tatiana Zavarzina

GBO-4 の記述がすべて信用に足る科学的証拠に
裏付けられるように十分留意したが、本書に記載漏
れ・誤字・脱字があれば、その責任はすべて事務局
が負う。

GBO-4 の制作は、カナダ、欧州連合（EU）、ドイツ、
日本、オランダ、韓国、スイス、英国（グレートブ
リテン及び北アイルランド連合王国）による資金援
助及び現物寄付のおかげで実現した。
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国際社会は、生物多様性と持続可能な開発とのつ
ながりについて一層認識を深めている。この地球上
の生きものの多様性や地球の生態系、そしてその生
態系の及ぼす影響が、私たちの共有する豊かさや健
康、福利の基盤となることを、ますます多くの人が
理解している。

貧困層に最大の影響を及ぼし、最終的にはすべて
の社会・経済に影響を与える生物多様性の損失に関
する憂慮すべき証拠に立ち向かう私たちの取組の
一環として、この前向きな傾向を拡大させなければ
ならない。

2011 ～ 2020 年の「国連生物多様性の 10 年」
の最初の数年間、生物多様性条約の締約国は、損失
への対応において大きな前進を遂げた。それでもな
お、愛知目標の達成には、さらに多くの行動が求め
られている。

本書『地球規模生物多様性概況第 4 版』（以下、
GBO-4）は、あらゆるレベルで協調的な取組を行
えば、私たちが、戦略計画 2011-2020 の戦略目
標と愛知目標を達成できることを明らかにしてい
る。これに成功すれば、貧困をなくし、保健衛生を
向上させ、すべての人々にエネルギーや食料、清浄
な水を供給するという、より広範な世界の優先事項
に大きく貢献するだろう。

私は、加盟国及び世界各地のステークホルダーに
対して、自らの計画立案において GBO-4 の結論を
考慮に入れ、私たちの直面する持続可能な開発の課
題の解決に生物多様性が貢献することを認識し、私
たちの共通の目標の達成に向けて一層努力するよ
う強く求める。

こ の こ と は、 世 界 が、 ミ レ ニ ア ム 開 発 目 標
（MDGs）の達成、その後継となる持続可能な開発
に関するアジェンダの策定、気候変動に関する有意
義な法的合意の採択を、すべて 2015 年までに実
現させるべく行動を強化しているこの大事な時期
において、なお一層重要である。

生物多様性の損失を止め、世界を私たちの望む未
来への軌道に乗せる行動指向的アプローチに関心
を寄せるすべての人に、本書を薦める。 

国連事務総長
潘基文

まえがき
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私たちの地球の生物多様性に対する責任ある管
理を動機づけているのは、将来世代への責任感の
共有だけではない。政策立案者に生物多様性の保
全を促す要因は、ますます経済的な性質を帯びて
きている。

生物多様性は、先進国経済及び途上国経済の基盤
である。生物多様性の健全な集積がなければ、暮ら
し、生態系サービス、自然生息地、食料安全保障は
ひどく損なわれる恐れがある。

森林伐採を例にとろう。森林伐採を止めることは、
農業や伐木の機会が失われるという点で損失を伴う
かもしれないが、森林がもたらす生態系サービスの
価値は、これらをはるかに上回る。GBO-4 は、森
林伐採の速度を低下させると、生態系サービスとい
う形で年間 1,830 億米ドルの利益をもたらすと推
定されたことを明らかにしている。加えて、とりわ
けアジアにおける途上国の多くの家庭が、年間世帯
収入の実に 50 ～ 80％を非木材林産物から得てい
る。

生物多様性への悪影響を減らす行動は、広範な社
会的利益を支え、より持続可能で包括的な開発モデ
ルに向けて社会経済の移行の土台を築くことができ
る。このモデルの下では、生物多様性の経済的価値
はそのまま計上され、そのため政策立案者に対して、
森林や海洋、河川、そしてそこに生息する種の豊か
な多様性を責任ある形で確実に管理する非常に現実
的な奨励措置となる。

GBO-4 は私たちに、自らの進捗を評価し、生態
系を劣化や搾取の危険な限界値から引き戻すために
再び全力で取り組む機会を提供する。それには、私

たちの政策決定システムや財務会計、生産消費パタ
ーンの中に往々にして深く根付いている生物多様性
損失の要因を取り除くことが必要とされる。

20 の愛知目標は、最終的には、生物多様性の損
失や生態系の劣化のない世界を築くという 2050
年までの長期目標（ビジョン）の達成を目指す。愛
知目標は、戦略計画 2011-2020 の一環として、国
連生物多様性の 10 年の残りの期間における、困難
ではあるが達成可能なロードマップの土台となる。
すべての人々の利益のために、社会のすべての部門
が生物多様性を尊重し、保全し、賢く利用する世界
的な取組を進めることを可能にするのである。 

国連事務次長兼
国連環境計画（UNEP）事務局長
アヒム・シュタイナー
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国際社会は 2010 年に愛知県名古屋市で、将来
世代に約束を行い、戦略計画 2011-2020 及び 20
の愛知目標を採択した。生物多様性は解決すべき
問題ではなく、持続可能な開発にとって不可欠で
あり、かつ人類の福利の基盤であることを認識し
たことで、これは重要な分岐点となった。

あれから 4 年が経ち、国連生物多様性の 10 年
の中間地点が近づく中、GBO-4 は、私たちの進捗
状況を測る重要なものさしを提供する。締約国が
前進を続け、愛知目標の実施に向けて具体的なコ
ミットメントを行っているというのが朗報である。

しかしながら、GBO-4 は、戦略計画 2011-2020
を実施して愛知目標を達成させるのであれば、この
ような取組の強化が必要であることも示している。
私たちの地球の生命維持システムには、人口増大や
気候変動、土地の劣化によって更なる圧力がかかる
だろう。締約国はこれらを克服する取組を行う必要
がある。

GBO-4 は、「特効薬」となる解決策からではなく、
生物多様性損失の複数の要因に同時に取り組むよ
うな戦略から、行動が生まれることを示している。
必要とされる行動は多岐にわたる。すなわち、政
策への生物多様性の価値の統合、経済的奨励措置
の変革、規則や規制の執行、先住民及び地域の社
会とステークホルダーや企業の関与、脅威にさら
されている種や生態系の保全である。私たちの取
組は、生物多様性と持続可能な開発との間の重要
なつながりを理解することで強化でき、また、そ
うしなければならない。愛知目標の達成に必要と
される措置は、食料安全保障の強化や人々の健康

の向上、すべての人にとっての清浄な水や持続可
能なエネルギーへのアクセスの向上、といった目
標を支援することにもなる。戦略計画 2011-2020
は、持続可能な開発のための戦略である。私たちは、
戦略計画の短期目標（ミッション）の達成だけで
なく、持続可能な開発の社会・経済・環境面での
目標や、自然と共生する人類の福利の実現に向け
た取組も続けなければならないのである。

生物多様性条約事務局長
ブラウリオ・フェレイラ・デ・ソウザ・ジアス



要 旨
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背 景
戦略計画 2011-2020 のほぼ中間点で発行され

る地球規模生物多様性概況第４版（GBO-4）は、
20 の愛知目標達成に向けた進捗及び進捗を加速
するための行動の候補、「自然との共生」を掲げる
2050 年までの長期目標（ビジョン）の達成に向け
た展望、21 世紀における持続可能な人間開発のた
めの広範な目標の達成における生物多様性の重要
性について、時宜にかなった報告を行う。

主要メッセージ
大部分の愛知目標について、いくつかの構成要

素の達成に向けた大きな進展があった。陸域及び
陸水域の少なくとも 17% を保全するといった、愛
知目標のいくつかの構成要素は達成に向けて順調
に進捗している。

しかしながら、多くの場合、この進展は 2020
年に向けて設定された目標を達成するためには不
十分であり、戦略計画 2011-2020 を軌道に乗せ
るためには、追加的な行動が必要である。各目標
に向けた進捗を加速化するために重要となる行動
の候補を以下に記載する。

広範な指標からの推測によれば、現在の傾向に
基づくと、生物多様性に対する圧力は少なくとも
2020 年まで増大を続け、生物多様性の状況は悪化
を続ける。生物多様性の損失への社会による対応
が劇的に強化され、計画期間となっている 10 年間
の残り期間で、各国の計画やコミットメントから
そうした対応が引き続き強化されることが見込ま
れているにもかかわらず、このような結果となっ
ている。これは、部分的には、前向きな行動をと
ることと、前向きな成果が認識できるようになる
までの間に時間差が存在することが原因かもしれ
ない。しかし同時に、圧力に対して対応が不十分
であるためとも考えられ、生物多様性損失の要因
がもたらしている悪影響を克服できないかもしれ
ない。

一部の愛知目標は、達成されようとしている他
の目標に強く依存しているため、個々の目標に個
別に取り組むことはできない。特定の目標に向け
た行動が残りの目標の達成に特に強く影響する。

特に、生物多様性損失の根本要因への対処（通常、
戦略目標 A の下にある目標）、愛知目標実施に向け
た国家戦略の策定（目標 17）、資金的な資源動員（目
標 20）が関連している。

愛知目標の達成は、2015 年以降の開発アジェ
ンダによって対処されるより広範な世界的優先事
項、すなわち、飢餓や貧困の削減、保健衛生の向
上、エネルギー、食料及び清浄な水の持続可能な
供給の確保に大きく寄与する。現在議論されてい
る、持続可能な開発目標の中に生物多様性目標を
組み込むことは、意思決定の主流の中に生物多様
性を組み込む機会を提供する。

主要な人間開発目標、2℃の上昇までの気候変動
の抑制、砂漠化や土地劣化への対処とともに、生
物多様性の損失を止めるという 2050 年のビジョ
ンを達成するための現実的な道筋が存在する。し
かしながら、これらの目標をすべて達成するため
には、土地、水、エネルギー及び原材料の利用に
おける大幅な効率化や、消費習慣の再考、特に食
料システムの大規模な変革、といった社会の変化
が必要になる。

主要な一次産業に関する分析から、予測される
陸域の生物多様性の損失の 70% は農業関連の要因
によるものであることが示唆されている。このた
め、食料システムにおける動向に対処することは、
戦略計画 2011-2020 の成否を決めるために極め
て重要である。持続可能な農業と食料システムを
達成するための解決策には、農業景観における生
態系サービスの回復、サプライチェーンにおける
無駄や損失の削減、消費行動の変化への対処によ
る持続可能な生産性の向上が含まれる。



戦略計画 2011-2020 に係る進捗と主要な行動の概要
以下は GBO-4 の結論を要約したものであり、戦

略計画 2011-2020 の 5 つの上位目標とこれらに
対応する愛知目標に関する最近の動向や現状及び
2020 年までの予測を含むほか、より広範に適用さ
れた場合に、目標に向けた進捗を加速化させる主
要な行動の候補を特定している。

本報告は、幅広い情報源から得られた複数の根
拠資料をまとめている。本報告書は生物多様性国
家戦略及び行動計画（NBSAP）や国別報告書の中

で報告されている各国の目標、コミットメント及
び活動、愛知目標に向けた進捗に関する締約国に
よる独自の評価を活用している。本報告書は、締
約国や学術文献により報告されている生物多様性
の状況や動向に関する情報を考慮しているほか、
指標に基づく 2020 年までの統計的な推測やより
長期的なモデルに基づくシナリオを活用している。
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最近の傾向、現状及び予測
入手可能な限られた証拠に基づくと、生物多様

性とその重要性に関する市民の意識は、先進国、
途上国の双方で向上しているが、一部の国では依
然として低い（目標 1）。生物多様性の価値を貧困
削減のための計画プロセスや戦略に組み込むこと
について、重要な進捗が見られた。また、自然資
本の国家勘定への統合についても進捗があった。
各国の間で大きな差はあるが、国際的なイニシア
ティブがその差を縮める手助けをしている（目標
2）。各政府は生物多様性にとって有害な補助金の
提供を継続しているほか、農業関係の補助金につ
いては生物多様性の保全に役立つ奨励措置に転換
されてきているが、こうした奨励措置がその目的
を達成するかどうかについて結論は出ていない（目
標 3）。財とサービスを生産するために自然資源は
より効率的に使用されるようになっているが、こ
の進展は、消費水準の大幅な上昇に比べると小さ
く、現在の消費行動を踏まえると、生態学的に安
全な範囲内に生態系がとどまることは不可能であ
ろう（目標 4）。

より広範に適用された場合に、目標に向け
た進捗を加速させうる主要な行動の候補
 • 生物多様性とその価値及びその保全や持続可能
な利用を支援するための方法に関する意識を向
上させるための、一貫性があり、戦略的で、持
続的なコミュニケーションの取組、戦略及びキ
ャンペーン。

 • コミュニケーションや参画のためのキャンペー
ンや関連政策の構想を改善するため、行動や要
因間の相互作用を促す社会的、経済的及び文化
的な要因の理解を含む社会科学のより良い利用。

 • 環境統計の更なるとりまとめと、生物多様性に
関係する自然資源のストック（森林や水等）に
関する国家勘定の開発と維持、及び可能な場合
には、これらの国の財務会計への取り込み等に
よる環境統計のさらなる取りまとめと環境経済
会計の構築。

 • 撤廃の対象とすべき補助金や奨励措置が既知の
場合に、時宜にかなった行動をとり、有害な補
助金の撤廃、段階的廃止及び改革に向けた政策
計画を、優先度や時間枠を含め、策定し実施す
ること。

 • 望ましい生物多様性上の成果に向け、農業環境
制度や他の政策措置における目標の改善と統合。

 • 生物多様性に係る持続可能な慣行を推進するた
め、説明責任と透明性がある形での、企業や業
界団体、市民社会及び政府機関の間のパートナ
ーシップの強化。

戦略目標 A 
各政府と各社会において生物多様性を主流化すること
により、生物多様性の損失の根本原因に対処する
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最近の傾向、現状及び予測
ブラジルのアマゾン等の一部地域における森林

生息地の損失は大きく鈍化した。しかしながら、
世界の他の多くの熱帯地域における森林伐採は依
然として増加しているほか、草地、湿地及び河川
系を含むあらゆる種類の生息地の分断化や劣化が
引き続き進行している（目標 5）。魚の乱獲は引き
続き大きな問題であり、過剰利用、枯渇、崩壊に
直面している漁業資源の割合が増加を続けている
ほか、不適切な漁業が生息環境や非漁業対象種に
損害を与えている。他方で、先進国に集中してい
るものの、持続可能な認証を受けている漁業の数
も増加している（目標 6）。寒帯及び温帯地域にお
ける認証を受けた林業の増加や、よい農業慣行の
選択の増加は、より持続的な生産を物語っている。
しかしながら、農業、水産養殖業、林業における
持続可能でない慣行が、依然として重大な環境の
劣化や生物多様性の損失を引き起こしている（目
標 7）。欧州や北米における富栄養化は安定化した
が、他の地域では増加が見込まれており、依然と
して水域及び陸域の生物多様性に対する深刻な脅
威となっている。化学物質や農薬、プラスチック
といった他の形態の汚染も増加している（目標 8）。
各国政府は、侵略的な外来種の防除と根絶のため
の措置を強化している。たとえば、特に島嶼部に
おける根絶事例の増加は、侵略的な外来種による
脅威を逆転させることが可能であり、効果的であ
ることを示している。しかしながら、全体的な侵
入の速度には鈍化の兆しは見えず、多大な経済的
及び生態学的コストを伴っている。予防措置をと
っている国は限られている（目標 9）。大規模なサ
ンゴ地域の一部は海洋保護区に組み込まれている
ものの、サンゴ礁に対する陸域及び海域からの複
数の圧力は引き続き増大している。雲霧林やパラ
モス（熱帯アメリカ地域の高地ツンドラ）等の山
地生態系や海水面上昇に脆弱な低地生態系を含む
他の生態系、特に気候変動に脆弱な生態系の動向
に関する情報は少ない（目標 10）。

より広範に適用された場合に、目標に向け
た進捗を加速させうる主要な行動の候補
 • 生息地の損失や劣化に対処するための、正負の
奨励措置も含む統合的な政策の策定。業界グル
ープ、先住民及び地域社会、土地所有者、他の
ステークホルダー及び一般市民の関与。効果的
な保護地域ネットワーク及び他の地域ベースの
保全措置。関連法規制の執行。

 • 過剰な漁獲能力に関与する補助金の撤廃、段階
的廃止もしくは改革や、破壊的な漁業慣行の段
階的廃止、及び海洋保護区ネットワークの更な
る発展と組み合わせた、漁業資源の長期的な健
全性について、漁業者や地域社会により大きな
利害関係を持たせる、コミュニティーの共同管
理等の革新的な漁業管理制度の更なる活用。

 • 肥料、農薬及び水利用の使用目的の改善や効率
化、収穫後の損失の削減や食品廃棄物の最小限
化、持続可能な食習慣の推進を通じた、農業の
効率化。

 • 環境への流出を削減するための農業での栄養塩
の利用効率の改善、下水及び産業排水の処理と
再利用の強化、洗剤からのリン酸の除去、及び
湿地の保全と再生による富栄養化の低減。

 • 侵略的な外来種となりうる種が導入される可能
性を低減させるための国境管理又は検疫措置の
策定等による、種の侵入の原因となっている主
要経路の特定及び制御のための取組強化、及び
リスク分析と国際基準の完全な活用。

 • 脆弱な生態系の脅威となる汚染やその他の陸域
の活動を低減するための、沿岸域及び陸域の流
域の統合的な管理と組み合わせた、サンゴ礁や
密接に関連する生態系における漁業の持続可能
な形での管理。

戦略目標 B
生物多様性への直接的な圧力を減少させ、持続可能な
利用を促進する



最近の傾向、現状及び予測
現在の各国のコミットメントを考慮すれば、目

標 11 の要素である、2020 年までに陸域の 17%
を保全するという目標は世界的に達成される見込
みである。しかしながら、保護地域のネットワー
クは依然として生態学的な代表性を欠いているほ
か、生物多様性にとって極めて重要な場所の多く
も適切に保全されていない。沿岸及び海洋の領域
の 10% を保護するという要素については、沿岸域
については達成に向けた軌道に乗っているが、公
海を含む外洋や深海の領域は十分に網羅されてい
ない。保護地域の不適切な管理も広がっている。
個々の成功事例にもかかわらず、鳥類、哺乳類及
び両生類の平均的な絶滅リスクは依然として高ま
っている（目標 12）。家畜の遺伝的多様性の喪失
も進んでおり、5 分の 1 以上の品種が絶滅の危機
にあるほか、作物の野生近縁種については生育地
の分断化や気候変動による脅威にますますさらさ
れるようになっている（目標 13）。

より広範に適用された場合に、目標に向け
た進捗を加速させうる主要な行動の候補
 • 地球のエコリージョン（Ecological Regions）、
海洋及び沿岸の領域（深海及び海洋生息地を含
む）、陸水、及び固有性の高い絶滅危惧種の個体

群が存在する場所等、生物多様性にとって特に
重要な領域をよりよく代表するよう、保護地域
ネットワークやその他の効果的な地域ベースの
保全措置を拡大。

 • 保護地域や他の地域ベースの保全措置の管理の
有効性や衡平性の向上、定期的な評価。

 • 特定の絶滅危惧種を直接の対象とする種の行動
計画の策定。

 • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引
に関する条約（ワシントン条約）の下で同意さ
れた活動によるものを含め、いかなる種も国内
もしくは国際的取引のための持続可能でない利
用に供されないことの確保。

 • 先住民、地域社会及び農業者との協力の強化や、
これらの人々が遺伝的多様性を本来の場所で維
持することにおいて果たす役割の認識を通じ、
生産システムにおける作物の地方品種や在来品
種を維持するような公共政策や奨励措置の推進。

 • 作物や家畜の野生近縁種の保全の保護地域管理
計画への組み込み。野生近縁種の分布調査の実
施。保護地域ネットワークの拡大や発展のため
の計画への、当該情報の組み込み。

戦略目標 C
生態系、種及び遺伝子の多様性を保護することにより、
生物多様性の状況を改善する



最近の傾向、現状及び予測
湿地や森林といった生態系サービスにとって重

要な生息地の損失や劣化が継続している（目標
14）。しかしながら、枯渇もしくは劣化した生態系
の一部、特に湿地や森林については、中国の様に
時には大がかりな規模で自然再生が行われている。
多くの国、組織そして企業が大規模な自然再生を
約束している。欧州、北米及び東アジアを含む一
部の地域では、耕作地の放棄により大規模な「受
動的な自然再生」が可能になっている（目標 15）。
遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利
益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書は
2014 年 10 月 12 日に発効することから、遺伝
資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分
のための新たな機会が開かれることになる（目標
16）。

より広範に適用された場合に、目標に向け
た進捗を加速させうる主要な行動の候補
 • 社会的弱者がその健康や栄養、福利や生計全般
を直接依存している生態系や、災害リスクの低
減に役立つ生態系に特に注意を払いつつ、関連
ステークホルダーの関与を得て、生態系サービ
スの提供に特に重要な生態系を国レベルで特定。

 • 重要なサービスを提供している生態系（例えば、
湿地、サンゴ礁、河川、及び「給水塔」として
の森林や山地等）に対する圧力の低減とともに、
必要なところでは、その保護や回復の強化。

 • 劣化の激しい生態系、生態系サービスや生態学
的なつながりにとって特に重要な場所、農地利
用やその他の人的利用の放棄が進んでいる場所
を含めた、自然回復のための機会や優先地域の
特定。

 • 可能な場合には、雇用や所得の創出を再生活動
と組み合わせることによる、経済的に存続可能
な自然再生の活動。

 • 2015 年までに、名古屋議定書を実施するための
法的、行政的もしくは政策上の措置や制度的組
織の導入。先住民及び地域社会並びに民間セク
ターとの協働等により、啓発や能力構築のため
の活動の実施。

戦略目標 D
生物多様性及び生態系サービスから得られるすべての
人のための恩恵を強化する
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最近の傾向、現状及び予測
多くの締約国において、2015 年までに生物多

様性国家戦略及び行動計画が整備され（目標 17）、
戦略計画 2011-2020 の目標を国内での行動に移
す手助けになっていることが期待される。言語の
多様性の消滅や先住民及び地域社会の大規模な移
動によって示されている様に、伝統的知識の減少
は続いているが、この傾向は、伝統的な文化に対
する関心の増大や保護地域の管理における地域社
会の関与を通じ、一部の場所では反転している（目
標 18）。生物多様性に関するデータや情報は、市
民科学ネットワークを含む、自然史収集物や観測
のデジタル記録に対する自由で開かれたアクセス
を普及し促進するイニシアティブを通じ、より広
く共有されるようになっている。しかしながら、
多くのデータや情報は依然としてアクセスに制限
があり、多くの国ではこれらの活用に向けて準備
するための能力が欠如している（目標 19）。あら
ゆる資金源からの資金の動員に向けた進捗につい
て、信頼できる報告を行うためのデータが不足し
ている。しかしながら、入手可能なデータに基づ
けば、戦略計画 2011-2020 の効果的な実施のた
めには、あらゆる資金源からの資金を著しく増加
させるための、さらなる努力が必要となる。

より広範に適用された場合に、目標に向け
た進捗を加速させうる主要な行動の候補
 • あらゆるステークホルダーの参加を得て、対応
する指標やモニタリングのためのメカニズムと
ともに国内目標を設定する等して、生物多様性
国家戦略及び行動計画が戦略計画 2011-2020
と愛知目標に沿った最新のものであることを確
保。

 • 先住民の言語を学び話す機会や、コミュニティ
ーに基づく手法を用いた研究プロジェクトやデ
ータ収集を強化し、保護地域の創設、管理、ガ
バナンス及び運営に地域や先住民の社会を関与
させることで、生物多様性に関する伝統的知識
や地域の知識を支援し、持続可能な慣習的利用
を推進するような、伝統的な健康管理の取組等
のイニシアティブを推進。

 • 共通の情報科学の基準やプロトコルの使用の奨
励、データ共有の文化の推進、自然史収集物の
デジタル化への投資、生物多様性観測主体に対
する「市民科学者」の貢献の推進等により、デ
ータの更なる準備と取得の機会の強化及び推進。

 • 特に生物多様性の変化の「ホットスポット」に
ついて、可能なところではほぼリアルタイムの
情報を提供するような、土地利用の変化のモニ
タリングを含むモニタリング事業の確立もしく
は強化。

 • 生物多様性国家戦略及び行動計画の一環として、
可能な場合には、国の単年度及び複数年度の財
政計画周期に合わせた、生物多様性のための国
の資金計画の策定。

 • 幅広い資金源が必要になることを認識しつつ、
補助金の改革や生態系サービスへの支払い制度
といった革新的資金メカニズムを追求すること
による、生物多様性に関する資金源の拡大、生
物多様性のための国内及び国際的な資源のフロ
ーの増加。

戦略目標 E
参加型計画立案、知識管理及び能力構築を通じて実施
を強化する
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今後にむけて
戦略計画 2011-2020 に関するこの中間報告は、

たとえ困難でも、その目標の多くは依然として達成
可能であることを示唆している。これらの目標の達
成には、残りの期間において、多くの分野における
革新的で大胆な行動と、幅広い政策分野において生
物多様性を重視し続けることが必要である。成功事
例は、生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた
道筋が他にも多くある中で、モニタリングとデータ
の解析、経済的奨励措置の変革、市場の圧力の活用、
規則や規制の執行、先住民及び地域社会やステーク
ホルダーの関与、脅威にさらされている種や生態系
の保全の目標設定を通じて、生物多様性損失の複数
の要因に同時に取り組むことから、効果的な行動が
生まれることを示唆している。

愛知目標の達成に必要とされる多くの措置は、更
なる食料安全保障やより健全な人口、すべての人に
とっての清浄な水や持続可能なエネルギーへのア
クセスの向上、といった目標を支援することにもな
る。つまり、戦略計画 2011-2020 は持続可能な
開発に関するアジェンダの一部である。自然と共生
する機会を捉えるためには、我々の行動を加速させ
る必要がある。
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愛知目標の要素 状 況 コメント

愛
知

目
標

１

生物多様性の価値を人々が認識する

3

指標がカバーする地理的範囲が限られている。
地域差が大きい。

生物多様性を保全し持続可能に利用するために取り
うる行動を人々が認識する

3

行動に関する知識は増加しているが、どの行
動がプラスの影響をもたらすかについての理
解が限られる。

愛
知

目
標

２

生物多様性の価値が国と地方の開発及び貧困削減の
ための戦略に統合される

3

地域差がある。証拠（評価に利用した文献）
のほとんどは貧困削減戦略に基づくもの。

生物多様性の価値が国と地方の計画プロセスに統合さ
れる

3

地域差がある。生物多様性が実際に考慮され
ているのか不明。

生物多様性の価値が適切な場合には国家勘定に組み
込まれる

3

WAVES 等のイニシアティブが、組み込みに
向けた進展の傾向を示している。

生物多様性の価値が報告制度に組み込まれる

3

会計処理の改善により、報告の改善が示唆さ
れている。

愛
知

目
標

３

補助金を含む生物多様性に有害な奨励措置が撤廃さ
れ、あるいは段階的に廃止され、又は改革される

2

前進と後退があり、全体として大きな進展は
ない。有害な補助金についての認識は増加し
たものの、行動が伴わない。

生物多様性の保全及び持続可能な利用のための正の
奨励措置が策定され、適用される

3

良好な進展はあるが対象選定の改善が必要。
規模が小さく、負の奨励措置が勝る。

目標「ダッシュボード」
愛知目標に向けた進捗の要素ごとの概要

以下の表は、各愛知目標に向けて達成された進展についての評価とその評価に関する信頼性（★★★）を、
入手可能な証拠に基づいて示すものである。この表の目的は、我々が愛知目標の達成に向けた軌道に乗っ
ているかどうかについての情報を提供することである。評価は 5 段階で行う。

目標を超えて達成する
見込み（期限より前に
達成する見込み）

目標を達成する見込み
（このまま進めば2020

年までに目標を達成す
る見込み）

進展しているがその速
度は不十分（努力を強
化しない限り目標年ま
でに目標を達成できない）

全体としては大きな進
捗なし（全体として、
目標に近づいても遠ざ
かってもいない）

目標から遠ざかっている
（向上ではなくむしろ悪
化している）

34 125
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愛知目標の要素 状 況 コメント

愛
知

目
標

４
政府、ビジネス及びあらゆるレベルの関係者が、持
続可能な生産及び消費のための計画を達成するため
の行動を行い、又はそのための計画を実施している

3

持続可能な生産と消費関連の計画は多く存在
するが、依然として規模が限定的。

自然資源の利用の影響を生態学的限界の十分安全な
範囲内に抑えている

2

あらゆる測定値が、自然資源の利用増加を示
している。

愛
知

目
標

５

森林の損失の速度が少なくとも半減し、また可能な
場合にはゼロに近づく

3

森林伐採の速度は一部の熱帯地域で著しく低
下したが、非常に大きな地域差がある。

すべての自然生息地の損失の速度が少なくとも半減
し、また可能な場合にはゼロに近づく

2

生息地の種類によって異なる。一部のバイオ
ームについてはデータが不足。

劣化と分断が顕著に減少する
1

森林、草地、湿地、河川系を含むあらゆる種
類の生息地について、分断化と劣化が継続。

愛
知

目
標

６

すべての魚類と無脊椎動物の資源及び水生植物が持
続的かつ合法的かつ生態系を基盤とするアプローチ
を適用して管理、収穫される

3

大きな地域差があるが、一部の国で進展。多
くの途上国ではデータが限られる。

枯渇したすべての種に対して回復計画や対策が実施
される

3

一部の地域で進展はあるが、程度は様々。

絶滅危惧種や脆弱な生態系に対する漁業の深刻な影
響をなくす

2

マグロ延縄漁等で若干の進展はあるが、依然
として脆弱な生態系へ影響を及ぼしている。

過剰漁獲を避け、資源、種、生態系への漁業の影響
が生態学的に安全な範囲内に抑えられる

2

乱獲は依然として世界的な課題だが、地域差
がある。

愛
知

目
標

７

農業が行われる地域が、生物多様性の保全を確保す
るよう持続的に管理される

3

有機認証や保全農業に基づく持続可能な管理
下にある面積が増加。栄養塩の利用は世界的
に横ばい。不耕起栽培技術が拡大中。

水産養殖業が行われる地域が、生物多様性の保全を
確保するよう持続的に管理される

3

持続可能性の基準は導入されつつあるが、養
殖は急速に拡大中。淡水養殖業の拡大には、
持続可能性の点で疑問。

林業が行われる地域が、生物多様性の保全を確保す
るよう持続的に管理される

3

森林認証や判定基準の指標は増加。認証され
た森林はほとんどが北方の国々のものであ
り、熱帯諸国の進展は非常に遅い。
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愛知目標の要素 状 況 コメント

愛
知

目
標

８
（あらゆる種類の）汚染が、生態系機能と生物多様性
に有害とならない水準まで抑えられる

明確な
評価なし 汚染物質によって大きく異なる。

過剰栄養による汚染が、生態系機能と生物多様性に
有害とならない水準まで抑えられる 1

栄養塩の利用は欧州、北米等一部地域で横ば
いだが、依然として生物多様性に有害な水準。
他の地域では上昇している。大きな地域差が
ある。

愛
知

目
標

９

侵略的な外来種が特定され、優先順位付けられる

3

侵略的な外来種のリスト作成のための措置が、
多くの国で講じられている。

定着経路が特定され、優先順位付けられる

3  

主要な経路は特定されているが、世界規模で
は効率的には防除されていない。

優先度の高い種が制御又は根絶される

3

一部で防除及び根絶が行われているが、デー
タが限られている。

侵略的な外来種の導入及び定着が防止される
2

措置はとられているが、侵略的な外来種の大
規模な増加を阻止するには不十分。

愛
知

目
標

10

サンゴ礁への複合的な人為的圧力が最小化され、そ
の健全性と機能が維持される 1

新たな海洋保護区により一部のサンゴ礁地域
での乱獲は緩和。陸上からの汚染や未統制の
観光事業の圧力は依然増大。

気候変動又は海洋酸性化により影響を受けるその他
の脆弱な生態系への複合的な人為的圧力が最小化さ
れ、その健全性と機能が維持される

未評価 海草生息地、マングローブ、山地等の脆弱な
生態系についての評価に必要な情報が不十分。

愛
知

目
標

11

少なくとも陸域及び陸水域の 17％が保全される
4

保護地域の指定に関する現在のコミットメン
トが実施されれば、目標は達成される見込み。
陸水域の保護は別個の問題。

少なくとも沿岸域及び海域の 10％が保全される

3

海洋保護区は増加しているが、目標は達成さ
れないと予測される。現在のコミットメント
に基づけば、達成は領海のみであり、排他的
経済水域や公海では達成されない。

生物多様性と生態系サービスにとって特別に重要な
地域が保全される

3

生物多様性
生態系サービス 生物多様性重要地域（KBA）の保護は進んで

いるが、依然として重要な欠落がある。生態
系サービスに関する独自の措置はとられてい
ない。

保護地域が生態学的な代表性を示す

陸域・海域
陸水

3

進展があり、新規の保護地域が代表性を示せ
ば、陸域生態系について目標達成の可能性が
ある。海域、淡水域にも進展はあるが、まだ
まだ不十分。



21地球規模生物多様性概況第４版

愛知目標の要素 状 況 コメント

愛
知

目
標

11
保護地域が効果的、衡平に管理される

3

有効性の改善に関する合理的な証拠はあるが、
サンプル数が少ない。コミュニティーの保護
への参加が増加傾向。地域、場所に大きく依
存する。

保護地域が良く連結され、より広域の陸上景観や海
洋景観に統合される

3

回廊や国境をまたぐ公園のためのイニシアテ
ィブは存在するが、つながりは不十分。淡水
の保護地域はほとんど分断されたまま。

愛
知

目
標

12

既知の絶滅危惧種の絶滅が防止される
2

2020 年までに、両生類と魚類等で、更なる
絶滅が起こる見込み。鳥類と哺乳類について
は、絶滅が防止された例あり。

最も減少している種の保全状況が改善され、維持さ
れる 1

レッドリスト指数は依然として低下。全体と
して、全ての種群にわたり絶滅リスク低下の
兆候はない。地域差が大きい。

愛
知

目
標

13

栽培植物の遺伝的多様性が維持される

3

ギャップはあるが、植物遺伝資源の生息域外
での収集は引き続き向上。農業慣行や市場の
嗜好の変化に直面し、地方品種の長期的保全
確保のための支援は限定的。

家畜動物の遺伝的多様性が維持される

3

試験管内保存を含む、生産環境やジーンバン
クでの保全活動は増加しているが、現時点で
は不十分。

野生近縁種の遺伝的多様性が維持される
2

作物の野生近縁種の生息域外施設での保全は
漸増したものの、保護地域管理計画中での対
応はほとんどなく、野生下での保全は依然非
常に不安定。

社会経済的、文化的に貴重な種の遺伝的多様性が維持
される 未評価 評価に必要なデータが不十分。

遺伝的侵食を最小化し、遺伝的多様性を保護するた
めの戦略が策定され、実施される

3

動植物の遺伝資源に関する FAO の行動計画
が、国や国際的な戦略や行動計画を策定する
ための枠組みを提供。

愛
知

目
標

14

水に関連するサービス等、不可欠なサービスを提供
し、人の健康、生活、福利に貢献する生態系が回復
され、保護される

2

生態系やサービスの間での差が大きい。湿地
やサンゴ礁等サービスの提供に特に重要な生
態系は依然として減少。

女性、先住民及び地域社会、貧困層及び弱者のニー
ズが考慮される 1

特に貧困層と女性が、生態系サービスの損失
継続による影響を受けている。

愛
知

目
標

15

保全と回復を通じて、生態系の回復力と炭素貯蔵に
対する生物多様性の貢献が強化される

2

回復や保全の努力にもかかわらず、世界にと
って重要な二酸化炭素の貯蔵源である森林の
純減が継続。
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愛知目標の要素 状 況 コメント

愛
知

目
標

15
劣化した生態系の少なくとも 15％が回復され、気候
変動の緩和と適応及び砂漠化対処に貢献する

3

多くの回復のための活動が進行中だが、これ
らの活動は劣化した生態系の 15％を回復させ
るかどうかを評価することは難しい。

愛
知

目
標

16

名古屋議定書が施行される

55

設定された目標よりも早く 2014 年 10 月 12
日に発効。

名古屋議定書が国内法制度に従って運用される
4

これまでの進展から、批准国において 2015
年までに運用される見込み。

愛
知

目
標

17

2015 年（末）までに事務局へ生物多様性国家戦略・
行動計画（NBSAP）が提出されている

4

情報のある締約国について、約 40％が 2014
年 10 月までに、約 90％が 2015 年末までに
NBSAP を完成させる見込み。

効果的な政策手段として NBSAP が採用されている

3

改定済み NBSAP が、COP のガイダンスに従
っているかという点での妥当性は様々。

NBSAP が実施されている

3

改定された NBSAP の実施の程度は様々。

愛
知

目
標

18

先住民及び地域社会の伝統的知識、工夫、慣行が尊
重される

3

国際的にまた多くの国において、伝統的知識
と持続可能な慣習的利用の尊重、認識、推進
を強化するためのプロセスが進行中。

伝統的知識、工夫、慣行が条約の実施に完全に組み
入れられ、反映される

3

伝統的知識と持続可能な慣習的利用は、条約
下のすべての関連活動でさらに統合される必
要がある。

先住民及び地域社会の完全かつ効果的な参加を得る

3

地方、国、国際レベルでの関連プロセスへの
有意義な参加に必要な能力の強化に向けた取
組は継続しているものの、限られた資金と能
力が依然として障害。

愛
知

目
標

19

生物多様性とその価値、機能、状況や傾向、その損
失による影響に関する知識、科学的基盤及び技術が
向上する

4

意思決定に関係する情報や知識の伝達のため
に多大な努力が払われているほか、関連する
プロセスや機関が存在。

生物多様性に関する知識、科学的基礎、技術が広く
共有され、移転され、適用される

3

様々な収集・観測システムから得られるデー
タの解析・解釈が向上。こうして得られた知
識を機能的な応用システムに統合するモデル
や技術を保証するための連携については改善
が必要。

愛
知

目
標

20 戦略計画 2011-2020 実施のために、あらゆる資金源
からの資金の動員が、2010 年の水準から著しく増加
している

3

国内資金、革新的資金メカニズム、民間部門
を含む多くの資金源に関する情報が限定的。
二国間の ODA は 2006-2010 年の基準値に
比べ、全般的に増加。
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第一部
序　論

本書『地球規模生物多様性概況第 4 版』（GBO-4）は、
生物多様性条約事務局が生物多様性の状況について
地球規模で一連の評価を行い作成してきた概況の 4
冊目にあたる（BOX 0.1）。2010 年に発表された『地
球規模生物多様性概況第 3 版』（GBO-3）は国際社会
に向けて明瞭なメッセージを発した 1。
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GBO-3 の中核を成したのは、2002 年に各国が
採択した、2010 年までに生物多様性の損失速度
を大幅に減少させるという目標の達成に失敗した、
という結論であった。

GBO-3 は、生物多様性に対する以下のような主
要圧力のすべてが増大していることを見いだした。

 • 自然生息地の損失、劣化、分断

 • 生物資源の過剰利用

 • 汚染、特に環境中における窒素とリンの蓄積等

 • 生態系と生態系が人々に提供するサービスに及
ぼす侵略的な外来種の影響

 • 温室効果ガスの大気中濃度の増加に伴う、気候
変動と海洋酸性化

また、GBO-3 は、一部の生態系は危機的な閾値
もしくは転換点に向けて追いやられているという
警告も発した。閾値を超えてしまうと、生物多様
性の劇的な損失と、人々がその生計や福利を依存
している広範なサービスの低下が起こるという現
実的なリスクがあった。貧困層が最初に、そして
最も深刻に影響を受けるが、最終的にはすべての
社会や経済が影響を被る。

しかし、GBO-3 の結論としては、各政府と社

会が数多くのレベルで連携して行動すれば、生物
多様性の損失を減速、もしくはいずれ停止させる
ことさえできるとされた。これはすなわち、意思
決定や財政的奨励措置、生産消費パターンといっ
た我々のシステムに深く根差していることの多い、
生物多様性の損失の根本的な原因や要因に対処す
るということである。また、生物多様性や生態系
に対する圧力を理解し最小限化すること、そして、
種の生存と重要なサービスの提供に不可欠な生態
系の保全や再生を直接対象とした措置を取ること
も意味した。

生物多様性戦略計画2011-2020と愛知目標
GBO-3 の結論が、2010 年に名古屋で開催され

た生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）
で採択された戦略計画 2011-2020 の背景となっ
ている 3。

戦略計画の基本は、数多くのレベルで連携の取
れた対応を同時に取ることによってのみ、生物多
様性の損失に効果的に対応できる、ということに
ある。その一つひとつが、持続的な効果を得て、
人間社会を地球の生物資源の限度内にとどめて持
続可能な道筋をたどるために必要不可欠なもので
ある。戦略計画は、ほとんどが 2020 年までの達
成を目指す野心的だが実現可能な 20 の個別目標

（愛知目標）を含んでおり、最終的には「生物多様
性が評価され、保全され、回復され、そして賢明
に利用され、そのことによって生態系サービスが
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保持され、健全な地球が維持され、すべての人々
に不可欠な恩恵が与えられる」世界という 2050
年ビジョンの達成を目指している（図 0.1）。

戦略計画は、以下に対処するための、相互に依
存する 5 つの戦略目標を有している。

 • 生物多様性の損失の根本原因あるいは間接的要
因：生物多様性とその価値に関する認識不足、
その価値の国家勘定及び経済開発・計画の決定
への組み込み、生物多様性に影響する決定に対
して影響を及ぼすような補助金及び財政的奨励
措置、我々の日々の生活様式の需要を満たすた
めに天然資源をどう利用するかを決定づける生
産消費パターン等

 • 生物多様性への圧力あるいは直接的な要因：生
息地の損失・劣化・分断、生物資源の過剰利用（特
に乱獲が強調される）、農業や水産養殖業や林業
等の主要活動における持続可能でない生産様式、
汚染（特に栄養塩類の蓄積が重視される）、侵略
的な外来種の導入及び定着、気候変動の影響に
特に脆弱なサンゴ礁等の生態系に対する複数の
圧力等）

• 生態系、種及び遺伝子の多様性を保全するため
の行動：陸域・陸水・海洋生態系における保護
地域や、地域ベースの他の保全措置の面積や有
効性や代表性の向上といった直接的な措置、特
に絶滅の危機にある種を対象とした措置、特に
作物や家畜として利用される動植物種及びその
野生近縁種の遺伝的多様性の維持。

 • 人間社会が生物多様性及び生態系サービスから
得られる恩恵の保全と強化：淡水に関するもの
や健康と生計に貢献するもの等不可欠なサービ
スの提供に特に重要な生態系の保全と再生、気
候変動の適応と緩和に重要な生態系の回復力の
強化と再生、生物多様性から得られた医薬品そ
の他の製品の商品化等遺伝資源の取得の機会と
利用から生じる利益の衡平な配分という世界的
に合意された規範の実施。

 • 戦略計画の他のすべての目標の実施を強化す
る 手 段： 生 物 多 様 性 国 家 戦 略 及 び 行 動 計 画

（NBSAP）の策定と適用、伝統的知識の尊重と
地域社会や先住民社会の関与、生物多様性に関
するデータや情報や知識の効果的な共有と適用、
計画実施に必要な行動を支援するための適切な
資源の手当て。

BOX 0.1. 生物多様性条約（CBD）

生物多様性条約は、1992 年にリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議」（通称「地球サ
ミット」）で生まれた 3 つの「リオ条約」の一つである。1993 年末に発効し、次の目的が掲げられている。「生
物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を
この条約の関係規定に従って実現することを目的とする。この目的は、特に、遺伝資源の取得の適当な機会の提
供及び関連のある技術の適当な移転（これらの提供及び移転は、当該遺伝資源及び当該関連のある技術について
のすべての権利を考慮して行う。）並びに適当な資金供与の方法により達成する。」現在の条約締約国は 194 に
上る（193 カ国と欧州連合）2。
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戦略計画 2011-2020 は現在、生物多様性に関
する取組の上位の枠組みとして受け入れられてい
るほか、国連総会も 2011 ～ 2020 年を「国連生
物多様性の 10 年」と定めている。2012 年に国連
総会はすべての締約国、ステークホルダー、機関、
組織に対し、持続可能な開発における社会、経済、
環境という柱を考慮に入れ、戦略計画とその目標
を 2015 年以降の国連開発アジェンダを検討する
際に考慮するよう奨励した 4。

戦略計画の重要性を認識している生物多様性関
連の他の条約としては、絶滅のおそれのある野生
動植物の種の国際取引に関する条約（ワシントン
条約）、移動性野生動物種の保全に関する条約（ボ
ン条約）、特に水鳥の生息地として国際的に重要な
湿地に関する条約（ラムサール条約）、食料及び農
業のための植物遺伝資源に関する国際条約、世界
遺産条約がある 5。

GBO-4 について
地球規模生物多様性概況第 4 版（GBO-4）は、

ほとんどの愛知目標で設定されている 2020 年と
いう期限までのほぼ中間点で発行された。従って、
戦略計画の目標に向けた進捗を点検し、集団とし
て 2010 年に約束した目標達成のために各国の政
府が取らなければならないかもしれない更なる措
置について評価する適切な機会となる。

GBO-4 は、2050 年ビジョンに向けてとりうる
道筋や、また今後の持続可能な開発目標に対する
妥当性も含め、戦略計画の達成に関し、幅広い疑
問に対処する。

本書では、以下のような 20 の愛知目標それぞれ
の進捗状況についても取り上げる。

 • 目標の各構成要素を達成する見込みについて、
現状に基づいた全体的な評価

 • 目標に関する最近の傾向、現状、将来の見込み
の概要

戦略目標A 戦略目標B
 
 

戦略目標C
 

戦略目標D
 

戦略目標E
参加型計画立案、知識管理及び能力構築を通じて実施を強化する。

実施支援メカニズム

短期目標（ミッション）
生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する……

長期目標（ビジョン）
2050年までに、生物多様性が評価され、保全され、回復され、そして賢明に利用され、そのことによって

生態系サービスが保持され、健全な地球が維持され、全ての人々に不可欠な恩恵が与えられる

各政府と各社会において生
物多様性を主流化すること
により、生物多様性の損失
の根本原因に対処する。

生物多様性への直接的な圧
力を減少させ、持続可能な
利用を促進する。

生態系、種及び遺伝子の多
様性を保護することにより、
生物多様性の状況を改善す
る。

生物多様性及び生態系サー
ビスから得られるすべての
人のための恩恵を強化する。

図 0.1. この図は、戦略計画 2011-2020 の構造を示している。2050 年ビジョンに向けた進展は、2020 年ミッションを通じて達成される。一方
で 2020 年ミッションは、5 つの戦略目標にグループ化された 20 の愛知目標を通じて対応され、実施メカニズムの支援を受ける。戦略計画は各国
及び地域の目標の設定のための柔軟な枠組みとして機能し、生物多様性条約の 3 つの目標の一貫性のある効果的な実施を促進する。
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 • 実現した進捗といまだ直面する課題の双方につ
いての理解を助ける、行動や問題の例

 • 各目標を達成する助けとなる、政府が講じるこ
とができる主要な行動。当該行動が複数の目標
の達成に寄与する場合には、その旨も記載。

GBO-4 は、幅広い情報源から得られた複数の根
拠資料をまとめている（BOX 0.2 参照）。NBSAP
や国別報告書の中で報告されている各国の目標、
コミットメント及び活動や、愛知目標に向けた進
捗に関する締約国による独自の評価を活用してい
る。締約国や学術文献により報告されている生物
多様性の状況や動向に関する情報を考慮している
ほか、指標に基づく統計的な 2020 年までの推測
やより長期的なモデルに基づくシナリオを利用し
ている。GBO-4 は、国際専門家集団による詳細な
評価と、様々な経済セクターに関するシナリオ評
価に支えられており、そのどちらも GBO-4 に付随
する技術版に取りまとめてある 6。また、GBO-4 は、
戦略計画実施のための資源の地球規模評価に関す
るハイレベルパネルの結果も考慮している 7。

GBO-3 が戦略計画や愛知目標の策定に大きな役
割を果たしたのと同様、GBO-4 は、各政府や国際
社会、すべてのステークホルダーに、戦略計画の
目標を達成するための新たな取組を促す根拠を提
供する。GBO-4 の結論は、次回会合で、CBD に

今後数年でとるべき新たな行動をどのように計画
するかについて情報を提供できるだけでなく、今
後数十年にわたり、その成功が生物多様性と生態
系サービスに大きく依存する、2015 年以降の開発
アジェンダ及び持続可能な開発目標の策定に取り
組んでいる各国の政府に対しても、情報を提供で
きる。
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BOX 0.2. GBO-4 の情報源

GBO-4 とその基礎となる技術報告書 8 は複数の情報源を活用しており、それによって進捗の評価と進捗を加
速させる行動の特定について複数の根拠を提供している。

生物多様性国家戦略及び行動計画（NBSAP） 生物多様性条約を国レベルで実施する主要な手段である。条約は、
各国が生物多様性国家戦略や同等の文書を作成し、好影響であろうと悪影響であろうと生物多様性に影響をもた
らしうる活動を行うすべての部門の計画や活動において、その戦略を主流化させることを求めている（更なる情
報は、目標 17 の評価を参照）。NBSAP は、国内目標やコミットメント及びそれを達成するために計画された活
動について、重要な情報を提供する。GBO-4 は 2010 年以降更新された 26 の NBSAP で提供された情報を活
用している。

国別報告書 条約締約国が提出する定期報告書である。国レベルの生物多様性の状況や傾向、NBSAP の実施状
況、生物多様性の主流化、成功と直面する課題といった多くの事項を扱う。2014 年が期限である第 5 回報告書
は、戦略計画の実施に向けた進捗評価に特に重点が置かれている。各国の生物多様性の状況や傾向のほか、事例
研究を含め進行中・計画中の活動に関する情報を提供する。多くの締約国が愛知目標に向けた進捗の自己評価を
提供している（GBO-4 の第三部を参照）。NBSAP 未改定の国において、国別報告書は策定中の国内目標及びコ
ミットメントについて重要な情報を提供する。

最近及び現在の傾向から、指標に基づく 2020 年までの推測 GBO-4 における愛知目標の進捗評価は、55 の
生物多様性関連指標における最近の傾向と、それを基にした統計的な 2020 年までの推測の情報を用いている。
これらの指標は、条約で特定されたもの 9 を含め 170 以上の候補指標から、妥当性や科学的信頼性、時間的・
地理的範囲の基準で選定された。

モデルに基づく 2050 年までのシナリオ 2050 年ビジョンに向けた進展見込みの評価に情報を与えるため、
2050 年もしくはそれ以降までの社会経済シナリオを数多く検証した。これらのシナリオはまた、愛知目標を達
成するための行動に加え、食料安全保障や気候緩和、生産部門における生物多様性の考慮の主流化等、他の社会
経済目標を同時に達成する可能性を特定する上でも役立った。

学術文献やその他の報告書 GBO-4 は、現在の傾向と将来の展望の評価や、愛知目標達成に有望な行動の特定
に情報を与えるため、発表・査読済みの学術文献も広く点検して活用している。



第二部
戦略計画

2011-2020と 
愛知目標に向けた

進捗の評価



各政府と各社会において生物多様性を主流化
することにより、生物多様性の損失の根本原因
に対処する。

戦略目標A

愛知目標



本戦略目標の達成は、戦略計画の他のすべての戦略目標にとって極めて重要である。政策の一貫性と、
あらゆるレベルの意思決定に生物多様性を統合することが求められる。生物多様性の損失の根本原因に対
処し損なえば、保全や持続可能な利用を直接対象とした政策から生まれる多くの前向きな行動も成果が損
なわれる恐れがある。GBO-4 は、本戦略目標中のいくつかの目標について重要な進捗を確認した（一部の
国での生物多様性に関する意識、国家勘定や計画策定の制度への生物多様性の統合、生物多様性と生態系
サービスの保護のための正の財政的奨励措置の創出等）。しかし、これらの進捗は国や地域によって大きな
差があるほか、依然として負の要因（生物多様性に有害な補助金の普及、持続可能でない生産消費パター
ンの継続等）で相殺されている。愛知目標を達成するためには、これら根本原因に対処する行動を強化す
ることが不可欠となろう。



目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

生物多様性の価値を人々が認識
する

3

生物多様性を保全し持続可能に
利用するために取りうる行動を、
人々が認識する

3

遅くとも 2020 年までに、生物多様性
の価値及びそれを保全し持続可能に利用
するために取りうる行動を、人々が認識
する。

目標の重要性 10

生物多様性の損失の直接要因及び間接要因に対
処するためには、個人、組織、政府による行動の
変化が必要となろう。生物多様性の多様な価値を
理解し、認識し、正しく評価することが、そのよ
うな変化を起こそうという個人の意思を支える助
けになる。市民の意識はまた、政府が行動を起こ
そうとする政治的な意思を支える。本目標を達成
するためには、人々が単に生物多様性の価値を漠
然と知っているだけでなく、生物多様性が具体的
にどのように生活に貢献しているのかや、生物多
様性を保全し持続可能に利用するために可能な行
動を知る必要がある。

生物多様性に関する意識の向上目標
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最近の傾向、現状及び将来の予測
地理的に限定された調査結果に基づくと、国に

よってかなり程度の差はあるものの、先進国及び
途上国双方において、生物多様性とその重要性に
関する人々の意識は向上しているようである。生
物多様性バロメータ（Box 1.1 参照）等の調査は、
生物多様性とその価値に関する人々の意識が国や
地域によって大きく異なることを示している。こ
のような調査から、人々は人類の福利に対する生
物多様性の重要性を認識しているものの、生物多
様性の保全が人類の福利に重要な貢献を行うとは
必ずしも考えていないことが示されている。国に
より大きな差はあるものの、調査回答者は、生物
多様性の損失を地球全体の問題と考えるが、地域
の重大な懸念事項とはみなしていない。人々はい
まだどの行動が生物多様性に負の影響を及ぼすか
について確信がなく、具体的な行動を生物多様性
の保護と結びつけられる人はさらに少ない 11。

CBD に提出された国別報告書の分析からは、大
多数の国が生物多様性に関し市民の意識の向上を
図る対策を講じていることがわかる。より少数と
なるが、生物多様性を保全し持続可能に利用する
ために個人がとれる行動に焦点をあてたプログラ
ムを提示している国もある。そのような行動を促
進するために各国が行った事例をいくつか Box 
1.2 に挙げる。

最近の傾向がわかる少数の国についてみると、
2020 年まで意識の向上は継続するものの、本目標
の達成とみなせるレベルには達しないだろうと予
測される（図 1.1 参照）。データが限られているた
めこの結論の確信度は低いが、生物多様性とその
価値に関する意識の向上のために更なる取組が必
要であることは、締約国間で広く合意されている。

図 1.1. 生物多様性の正しい定義を回答できる人の割合 A と生物多様性という言葉を聞いたことがある人の割合 B に関する、統計的な 2020 年
までの推測（「生物多様性バロメータ」）。いずれも 2010 年から 2020 年にかけて有意な増加傾向が見られる。この推測は、根本的なプロセスが不
変であることを前提とし、ドイツ、フランス、英国及び米国のデータに基づいている。実線はデータ取得期間に対応するモデルと推測（外挿）、点
はデータポイント、白い帯は 95％信頼区間を表す。
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目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 1 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 生物多様性のモニタリング（愛知目標 19）や保
全と持続可能な利用の促進（愛知目標 4、15）
といった活動を含む事項への市民の関与を促し
奨励する。

 • ソーシャル・マーケティングの知見を活用して、
対象層それぞれに合わせて最適化されたメッセ
ージや技術を用いて、一貫性があり、戦略的で、
持続的なコミュニケーションの取組、戦略、キ
ャンペーンを策定、実施し、生物多様性の重要
性に関し自国に関連が深い事例や事例研究を公
表する。

 • 持続可能な開発のための教育（ESD）のアプロ
ーチも考慮に入れ、人類の福利も含め、生物多
様性及びその価値を認識、理解するための国の
教育カリキュラムに統合する。

 • コミュニケーションや参画のためのキャンペー
ンや、関連政策の構想を改善するため、行動の
変化を促す社会的、経済的及び文化的な要因と
それらの相互作用についての理解増進を含め、
社会科学をより良く利用する（愛知目標 2、3、4）。

 • 対象をさらに絞った取組の根拠とするため、生
物多様性の保全及び持続可能な利用に向けての
意識、理解及び行動をとる意欲や、あらゆる望
ましい行動変化がどの程度達成されたかに関し、
定期的で一貫性があり比較できる評価を実施す
る。

BOX 1.1.  倫理的バイオトレード連合（UEBT）――2013 年の生物多様性バロメー
タ調査結果

2009 年の最初の「生物多様性バロメータ」以来、世界的研究機関 IPSOS は UEBT のために 11 カ国の 3 万
1,000 人の消費者に聞き取り調査を行ってきた。調査結果の重要なポイントをいくつか紹介する 12。

 • ブラジル 96％が生物多様性を認識している。生物多様性の正確な定義が言える人の割合はゆっくりと上昇
している。認識のきっかけは、ドキュメンタリー、学校、広告である。

 • 中国 生物多様性について聞いたことがあると答えた人は 94％で、64％が正確な定義を言えた。これは調査
したどの国よりも高い割合である。

 • フランス 95％が生物多様性について聞いたことがあると答えた。持続可能性の全体的な認識は高く、98％
が持続可能な開発、森林伐採、絶滅危惧種、フェアトレードを知っている。

 • ドイツ 生物多様性を認識する消費者の割合は、2009 年の 29％から 2013 年の 48％へと大幅に向上した結
果となっている。回答者の 91％が「生態系の保護」といった関連用語を知っている。

 • 英国 倫理と流通の認識は高い（80％超）が、環境用語の認識はそれよりわずかに低かった（約 70％）。

 • 米国 生物多様性の認識は消費者の間でゆっくりと高まっている（2009 年の 48％から 2013 年の 54％）。
正確な定義を言える人は 26％から 39％になった。
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BOX 1.2. 生物多様性に関する市民参加の国内アプローチの例

ベルギー 「地球に命をささげる」キャンペーンは、長期的な好影響をもたらすような小さな簡単なステップを
人々が踏むよう鼓舞することで、人々が生物多様性に関わるようになることを目的とする。同キャンペーンは、
過剰消費や過剰利用、生物多様性の価値の認識、侵略的な外来種といった問題に関して、1 年間毎日又は毎週と
る行動の候補に関してツールや情報を示すものである。2014 年までに、生物多様性に対する 8 万 7,000 以上
の行動について 2 万 4,000 人近くが参加を表明した。王立自然科学博物館、厚生・食品安全・環境省や、地域、
州、地方、NGO レベルの複数のパートナーが緊密に連携して実施している 13。

ベナン 環境省が「生物多様性のための 12 の行動」プロジェクトを開始した。同プロジェクトは、各月にとれ
る行動や重要な国際デーを紹介した壁掛けカレンダーや小冊子の形で情報を提供し、学校で活用されたり能力開
発活動と連携したりしている。SMS（ショート・メッセージ・サービス）と呼ばれるテキスト・メッセージ・サ
ービスや、その他ソーシャルネットワークを通じたメッセージの拡散方法も計画中である 14。

インド 「科学急行生物多様性特別号（SEBS）」は、国内の生物多様性やその他環境問題に関する意識啓発を目
的として特別に設計された移動展示列車である。SEBS の第 1 期は 2012 年 6 月 5 日の世界環境デーに始動し、
同国が 2012 年 10 月にハイデラバードで主催した CBD の COP11 でブランド・アンバサダーを務めた。第 1
期の 2012 年 6 ～ 12 月には 51 カ所を訪れ、7,000 校の生徒や教師等 230 万人の来訪を受けた。第 2 期では
2013 年 4 ～ 10 月にニューデリーを皮切りに 62 駅を訪れた 15。

日本 愛知目標達成に向けた行動を促進するため幅広いステークホルダーが 2011 年に設立した「国連生物多様
性の 10 年日本委員会（UNDB-J）」は、人々が自らと生物多様性との関わりを理解するのを助け、日々の生活
で前向きな行動をとってもらうように、「MY 行動宣言」プログラムを実施している。参加者は 5 つの行動の中
からできることを選んで宣言を行う。2012 年度には全国ミーティングや地域セミナー等 91 件のイベントで活
用され、参加者は約 2 万人にのぼった 16。



生物多様性の価値の統合

目標の重要性
生物多様性の保全と持続可能な利用を経済開発

及び貧困削減に関する意思決定時の重要な考慮事
項に含めることは、長年の課題の一つである。こ
のような「主流化」なくしては、開発行為が生息
地を脅かしたり生物多様性への他の圧力に加担し
たりしかねず、最善の保全措置も成果が損なわれ
うる。この課題に対処するための重要な一歩は、
従来の会計制度ではしばしば見落とされがちな生
物多様性の経済及び生計における価値が、開発に
係る意思決定の戦略及びプロセスの中に確実に組
み込まれるようにすることである。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

生物多様性の価値が国と地方の
開発及び貧困削減のための戦略
に統合される

3

生物多様性の価値が国と地方の
計画プロセスに統合される

3

生物多様性の価値が適切な場合
には国家勘定に組み込まれる

3

生物多様性の価値が報告制度に
組み込まれる

3

目標

遅くとも 2020 年までに、生物多様性
の価値が、国と地方の開発及び貧困削減
のための戦略や計画プロセスに統合され、
適切な場合には国家勘定や報告制度に組
み込まれている。
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最近の傾向、現状及び将来の予測
生物多様性の価値を貧困削減のための計画プロセ

ス及び戦略に組み込むこと、及び自然資本を国家勘
定に統合することについては、近年重要な進捗が見
られた。各国の間で大きな差が依然としてあるが、
国際的なイニシアティブがその差を縮める手助けを
している。

ある研究で54の貧困削減戦略を検討したところ、
3 分の 1 近く（30％）が開発戦略における生物多
様性の重要性について高い認識を示していた 17。別
の研究では、調査に回答した国の約半数が、環境と
環境及び経済の関係に関する統計を統合する枠組み
である環境経済会計制度を保有していた 18。世界銀
行の WAVES パートナーシップ加盟 8 カ国（Box 
2.1 参照）19 を含め、自然資本を会計制度に組み込
んでいる途上国の数は増加している。しかしながら、
生物多様性に貨幣価値を付与した研究の大半（88
％）は、高所得国又は高中所得国で実施されたもの
である 20。

CBD に提出された最新の国別報告書の約 70％
が、本目標について何らかの進捗を示す情報を示し
ている。例えば、土地利用及び空間計画、地方の開
発及び貧困削減計画において生物多様性を考慮に入
れる政策の策定等である。生物多様性を国家勘定及
び報告制度に統合することには、比較的注意が払わ
れていない。森林で提供される生態系サービスを計
上したケニアの会計の事例を Box 2.2 に示す。

これらすべての要素を合わせると、目標 2 のす
べての要素の達成に向けて重要な進捗が見られたも
のの、2020 年の期限までの達成にはかなりの追加
的な行動が必要であるというのが GBO-4 の結論で
ある。

Box 2.1. 世界銀行の WAVES パートナーシップ

2010 年に世界銀行は「生態系サービスの経済的価値評価（WAVES）」パートナーシップを開始した。主な
目的は「自然資源を開発計画や国民経済計算で主流化することにより持続可能な開発を促すこと」である。各
国が、環境経済勘定体系セントラルフレームワーク（SEEA-CF）を導入して実施し、生態系の勘定方法を開発
するよう支援する。2014 年までに 8 カ国が自然資本会計を実施すべく WAVES の支援を受けている。最初に
WAVES パートナーシップに参加したのがボツワナ、コロンビア、コスタリカ、マダガスカル、フィリピンで、
各国とも特定の部門及び経済指標に自然資本会計を適用している（表 2.1）21。グアテマラ、インドネシア、ル
ワンダは 2013 年に参加した。

表 2.1. WAVES パートナーが実施している会計
国名 会計項目 進捗

ボツワナ 水、土地・生態系、鉱物・エネルギー、持続可能な開発の
マクロ経済指標

詳細な水に関する会計（2010、2011 年度）

コロンビア 水、森林 水と森林に関する会計を開発

コスタリカ 水、森林 水と森林の両会計において技術作業部会を設置

マダガスカル 鉱業、水、森林／保護地域と沿岸 —

フィリピン 水、鉱物、マングローブ、土地・生態系（2 カ所）、持続
可能な開発のマクロ経済指標

土地被覆変化マトリックス（2 カ所）、水利用
の供給・使用表



未来のための主要な行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 2 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 政府全体で生物多様性に影響を及ぼす既存及び
計画中の政策の評価を行い、生物多様性上の懸
念に対処するための機会と選択肢を特定する。

 • 各部門にわたって意思決定時に生物多様性をさ
らに反映できるように、生物多様性及び関連の
生態系サービスの価値に関する情報を幅広く共
有する（目標 19）。

 • 生物多様性に関係する自然資源のストック（森
林や水等）に関する国家勘定の更なる開発と維
持、及び可能な場合には、これらの国の財務会
計への取り込み等により、環境統計をさらにと
りまとめ、環境経済会計を構築する（目標 5）。

 • 生物多様性及び関連の生態系サービスの地図化
等を通じて、空間計画や資源管理行為に生物多
様性の価値を反映させる（目標 5、6、7）。

 • 環境アセスメントのプロセスに生物多様性を統
合し、戦略的環境アセスメントの利用を拡大す
る（目標 4）。
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Box 2.2. ケニアの森林会計 22

ケニアで森林会計を構築するイニシアティブの主な目的の一つは、以下のような情報を得ることである。

 • 製造部門を通じて林産物に付加された価値

 • 自給自足の経済（非貨幣経済とも呼ばれる）への商品（木材・非木材）の提供

 • ケニアの住民及び訪問者への文化的サービスの提供

 • 生態学的プロセスを調整する生態系サービスの提供

初期評価において、ケニア経済における林業部門の価値連鎖の価値は、国家統計局（KNBS）による見積もり
の少なくとも 3 倍以上に相当し、国家経済のおよそ 3.6％を占めると結論づけられた。価値の過小評価は一部の
生態系サービスを考慮しなかったために発生した可能性が最も高い。

森林会計の実践から得られた主たる政策提言としては以下が挙げられる。

 • 生態系サービス、特に調整サービスの損失を減少させること。そうしなければ、森林伐採から得られる実際の
現金収入の 4.2 倍のコストが発生する。

 • 森林がもたらす様々な利益を完全に把握するため、十分に機能する森林資源会計をケニアで実施すること。

 • 生産、特に用材と木炭の生産を効率化するため、林業部門への投資を促すこと。

 • 収穫後の適切な森林再生と長期的な植林の増強、さらに規制機関・生産者・消費者の更なる連携を促すこと。

 • 生態系サービスへの支払いや、貿易と保険制度といった手段や奨励措置の利用を主流化すること。



目標の重要性
政府の規制や事業で生まれる奨励措置は、私人

から大企業に至るまで、生物多様性に影響を及ぼ
す行動に強い影響を与える。適切に設計された正
の奨励措置の制度は、陸地、陸水、海洋のより適
切な管理を奨励できるが、資源の過剰利用を後押
しするような奨励措置によって、最善の保全政策

も成果が簡単に損なわれうる。こうした奨励措置
の改革が、生物多様性の損失の根本原因に対処す
る上で必要不可欠である。

奨励措置の改革

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

補助金を含む生物多様性に有害
な奨励措置が撤廃され、あるい
は段階的に廃止され、又は改革
される

2

生物多様性の保全及び持続可能
な利用のための正の奨励措置が
策定され、適用される

3

目標

遅くとも 2020 年までに、条約その他
の国際的義務に整合し調和するかたちで、
国内の社会経済状況を考慮しつつ、負の
影響を最小化又は回避するために、補助
金を含む生物多様性に有害な奨励措置が
撤廃され、あるいは段階的に廃止され、
又は改革され、また、生物多様性の保全
及び持続可能な利用のための正の奨励措
置が策定され、適用される。
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最近の傾向、現状及び将来の予測
生物多様性に関連する奨励措置には数多くの形

態があるが、非金銭的な奨励措置に関する世界規
模の情報は限られている。このため、本目標の進
捗評価は、生物多様性に有害な補助金も生物多様
性に有益な行動に報いる正の奨励措置も含め、主
に財政的奨励措置に関する傾向に焦点を置く。

漁業部門の補助金、特に燃料補助金は過剰漁獲
を促し続けており、もしも改革、あるいは段階的
な廃止又は撤廃がなされなければ、海産魚類の個
体群及び生態系は減少し続けるだろう。また、漁
業補助金は貿易歪曲も生み出し、アフリカ等補助
金が比較的少額な地域の生計に悪影響を及ぼす 23。
すべての有害な漁業補助金を廃止又は改革すれば、
年間数十億ドルを節約し、長期的には漁獲の規模
と価値の双方を増大させることになるだろう 24。

農業補助金は、生産支援から環境保護型の農業
に報いる奨励措置へと次第に移行しつつあること
を示す証拠がいくつか見られる（図 3.1 参照）25。
しかしながら、農業環境制度は、生物多様性保全
の目的を達成する上で必ずしも効果的ではない 26。
バイオ燃料利用を奨励する補助金は、過去 10 年間
にバイオエタノール生産量を 4 倍に、バイオディ
ーゼル生産量を 10 倍に増加させ、生物多様性に対
し顕著な負の影響を及ぼした（Box 3.1 参照）27。

気候変動緩和のための森林減少・劣化からの温
室効果ガス排出削減（REDD）+ メカニズム 28 の
一環としてとられる行動は、生物多様性にかなり
の利益をもたらし、複数の愛知目標の達成に寄与
する潜在性を有している。しかしながら、生物多
様性を犠牲にして炭素貯蔵の最大化を図るならば、
望ましくない影響をもたらす可能性がある（Box 
3.2 参照）29。

CBD に提出された最新の国別報告書では、生物
多様性に有害な補助金を撤廃する動きはほとんど
見られない。生物多様性の保全及び持続可能な利
用のための正の奨励措置の方に、はるかに重きが
置かれている。例えば、公的に土地を保護する契
約上の取決めを結んだ土地所有者への税制上の優
遇措置（南アフリカ）、保全のために土地を寄贈す
る土地所有者に対する税制上の優遇（カナダ）、生

物多様性地域戦略を策定する地方自治体に対する
援助（日本）等である。インドにおける、より持
続可能な肥料の利用を促すための価格面での奨励
措置の事例を Box 3.3 に示す。

全体として、本目標達成に向けた進捗は非常に
複雑な状況である。有害な補助金の廃止の必要性
について認識が高まっている一方で、段階的廃止
に向けた措置は限られているほか、逆にそうした
補助金の新設といった後ろ向きの動きもいくらか
見られる。特に環境に配慮した農業の奨励措置等、
正の奨励措置の開発と適用は正しい方向を向いた
措置であるが、このまま進めば 2020 年までに目
標のこの要素を達成するには十分ではないと考え
られる。
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図 3.1. 世界貿易機関（WTO）の「緑の政策（グリーンボックス）」
支出に関する 2020 年までの統計的な推測。「緑の政策」とは、環境保
護や地域開発プログラムを含む農業補助金のうち、貿易歪曲性がなく価
格支持を伴わないもの。この推測は、根本的なプロセスが不変であるこ
とを前提としている。実線はデータ取得期間に対応するモデルと推測（外
挿）、点はデータポイント、白い帯は 95％信頼区間を表す 30。
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BOX 3.1. バイオ燃料生産量の増加

バイオ燃料生産の急速な増加を促してきたのは、化石燃料への依存を減らすという目標を達成するための補助
金である（図 3.2 参照）31。意図せぬ悪影響を及ぼさないようにするためには、温室効果ガスの排出、土地利用
の変化、生物多様性に対して、バイオ燃料作物が与える影響を十分に考慮するように、バイオ燃料関係の補助金
の廃止や改革を行うことが重要である。

BOX 3.2. REDD+ と生物多様性 32

REDD+ メカニズムは、2007 年に国連気候変動枠組条約（UNFCCC）が始めたもので、2013 年に方法論
がまとめられた。REDD+ の対象としては、森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減、森林による炭素貯蔵
の保全、森林の持続可能な管理、森林による炭素貯蔵の強化が挙げられる。

REDD+ の実施を支援するため、UN-REDD 等多くのイニシアティブが誕生している。UN-REDD を実施す
る国々への支援の総額は 2011 年末現在、1 億 810 万米ドルにのぼる。2014 年までに 18 カ国が UN-REDD
のパートナーとなって国内事業に対する支援を受けているほか、別の 31 カ国も支援を受けている。2011 ～
2015 年の UN-REDD の目的は、各国の REDD+ の準備を加速させるために、各国による REDD+ 戦略の
策定と実施を支援することである。その他のイニシアティブとしては、2013 年にワルシャワで開催された
UNFCCC の COP19 において「持続可能な森林景観のためのバイオ炭素基金イニシアティブ」が設置され、ノ
ルウェー、英国、米国、ドイツが資金提供を表明した。初年度の資金は 2 億 8,000 万米ドルを超える。

REDD+ という緩和メカニズムには、生物多様性にとって機会とリスクの双方が存在する。機会としては、生
息地の損失速度の減少（目標 5）や、劣化した森林生態系の回復（目標 15）等があり、リスクとしては、サバ
ンナや草地といった他の生態系に土地利用の変化が及ぶことや、非在来種を使用して新規植林や再植林を行った
り種の多様性が低い森林になったりすること等がある。
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図 3.2. 1991 ～ 2012 年の世界のエタノール生産量 A と、同時期における世界のバイオディーゼル生産量 B の推移



目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 3 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 撤廃、段階的廃止、改革の対象候補となる補助
金を含む奨励措置のほか、正の奨励措置の設計
と実施を促す機会を特定するため、国及び適切
な場合には地域レベルで分析研究を実施する（目
標 2）。

 • 補助金を含む有害な奨励措置の最終的な撤廃、
段階的廃止、改革や、生物多様性の保全及び持
続可能な利用のための正の奨励措置の導入や強
化につながるような、優先度や時間枠を伴う施
策リストを含む政策計画を策定する（目標 17）。

 • 撤廃、段階的廃止、改革の対象候補とすべき奨
励措置や補助金が既知の場合に、時宜にかなっ
た政策行動をとる（目標 6、7）。

 • 社会的な奨励措置（生物多様性に有益な行動を
促す賞や認定事業の設置等）をさらに活用する。

 • 望ましい生物多様性上の成果に向け、農業環境
制度や他の政策措置における目標の改善と統合
を行う（目標 4、7）。

BOX 3.3.  インドにおける肥料関連
助成金の改革

インド政府は、土壌生物多様性の維持と農業生
産性の維持・向上のため、調和のとれた肥料の使
用を促す措置を講じている。最近の肥料価格の改
定により、カリウムとリン酸の価格が自由化され
た一方、尿素の価格は 10％上昇した。これは、カ
リウムやリン及び微量栄養素を基礎とする肥料の
利用を促進し、環境への影響が大きい尿素の利用
を削減するための措置である 33。



目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

政府、ビジネス及びあらゆるレ
ベルの関係者が、持続可能な生
産及び消費のための計画を達成
するための行動を行い、又はそ
のための計画を実施している 3

自然資源の利用の影響を生態学
的限界の十分安全な範囲内に抑
えている

2

目標の重要性
生物多様性への直接的な圧力すべての根底にあ

るのは、現在の財とサービスの生産消費パターン
から生じる自然資源の持続可能でない需要である。
人口と１人当たりの消費量が増加する中、より持
続可能な生産と消費にする決意ある取組を行わな
ければ、圧力は増す一方である。自然資源の利用
の影響を生態学的限界の十分安全な範囲内に抑え
るという目的を達成するには、利用する資源の効
率化に取組み、財とサービスの総需要量を制限す
る行動が必要である。

持続可能な生産と消費目標

遅くとも 2020 年までに、政府、ビジ
ネス及びあらゆるレベルの関係者が、持
続可能な生産及び消費のための計画を達
成するための行動を行い、又はそのため
の計画を実施しており、また自然資源の
利用の影響を生態学的限界の十分安全な
範囲内に抑えている。
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最近の傾向、現状及び将来の予測
財とサービスを生産する際、自然資源が以前よ

りはるかに効率的に利用されるようになっている
が、この進捗は総消費量の大幅な上昇に比べると
小さい。現在の傾向が続けば、短期的には資源利
用強度の更なる低下が予測される。これは、単位
生産量当たりに利用される資源量を減らしながら、
生み出される財とサービスが増えることを意味す
る 34。図 4.1 は、１人当たり、及び経済 1 ドル当
たりの自然資源の利用量が、水利用を除いて、こ
こ数十年で効率化されてきたことを示している。

しかしそうはいっても、現在の消費パターンが
維持されれば、生態系を 2020 年までに生態学的
限界の安全な範囲内に抑えられる可能性は低い。
利用される資源の総量は、絶対量として 2020 年
まで増加し続けると予測されている。人類は地球
全体の植物生産量の 3 ～ 4 割を占有しており、こ
れは 1 世紀前の水準の倍以上にあたる 35。人類社
会のエコロジカル・フットプリントは増大し続け
ており 36、淡水の利用に至っては持続可能でない
かたちで増加している。

都市人口は、人類のエコロジカル・フットプリ
ントの大きな割合を占め、今後さらに増大すると
予測される。地球人口の半数以上が暮らす都市部
は、世界全体の資源消費のうち約4分の3を占める。
2050 年までに都市人口は倍増すると予測されて
いるため、新たに必要とされる都市インフラのた
めの資源需要は莫大になるだろう。このため、地
方政府や都市住民による意思決定は、持続可能な
生産と消費の達成に重大な影響を及ぼす（Box 4.1
参照）。

国連環境計画（UNEP）主導の「持続可能な消
費と生産に関する 10 年枠組みプログラム」が近年
採択されたことは、本目標に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つ可能性がある 37。さらに約 70％の
国々が第 5 回国別報告書の中で本目標に関する進
捗を報告している。これまでに講じられた措置は
おしなべて、持続可能な生産を促す環境醸成に重
点を置く傾向にあった。異なる種類の行動として
は、環境影響評価に関する法の策定（モンゴル）、
観光に関する「グリーン料金」の設定（パラオ）、
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図 4.1. これらのグラフは、１人当たりの資源利用及び 1 ドル当たり
の資源利用を測定したほとんどの指標で資源利用強度が下がっている

（つまり利用効率が上昇している）にもかかわらず、すべての指標で資
源利用の絶対量が増加していることを示す。ただし水利用は、絶対量も
利用強度も増加している。現在の傾向をもとに推測した A 人口、国内
総生産（GDP）、エコロジカル・フットプリント（カーボン・フットプ
リントの要素を含む及び含まない）、水のフットプリント、純一次生産
量の人間による占有。B １人当たりの GDP（副軸）、エコロジカル・
フットプリント（カーボン・フットプリントの要素を含む及び含まない）、
水のフットプリント、純一次生産量の人間による占有。Cエコロジカル・
フットプリント（カーボン・フットプリントの要素を含む及び含まない）、
水のフットプリント、純一次生産量の人間による占有（単位 GDP 当た
りの資源利用量）38。
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様々な部門を対象とするガイドラインの作成（ベ
ルギー、日本、南アフリカ、ウガンダ）等がある。
自然資源の利用の影響を生態学的限界の安全な範
囲内に抑えることや、消費に関わる事項に関して、
進捗又は行動について言及した国はほとんどない。

本目標のより持続可能な生産及び消費のための
計画という要素について、2020 年までに目標が
達成できるような規模ではないものの、計画を実
施するために多くの分野で措置がとられているこ
とから（例えば Box 4.2 及び目標 7 の認証制度に
関する記述を参照）、本目標の一部における進捗を

GBO-4 は報告できる。しかし、自然資源の利用の
影響を生態学的限界の安全な範囲内に抑えるとい
う目標については、特に水の利用において、誤っ
た方向に現在進んでいることを示す多くの証拠が
ある。

Box 4.1. 都市と生物多様性

地方政府は、CBD の履行に影響を与える大きな潜在性を有している。2007 年以降、世界人口の過半数が都市
部に住んでおり 43、世界の資源消費の約 4 分の 3 を占める 44。「上位 600」都市だけで世界の GDP の半分以上
を占め、都市が世界の生産に占める割合は今後さらに増加すると予想される 45。世界の総都市人口はさらに増加
すると予測され、2010 年の 35 億人から 2050 年には 63 億人になると見込まれる 46。この未曾有の増加に対
応するための都市インフラは現在の世界の都市インフラの倍以上であり、そのためには人類が過去 4,000 年の間
に築いたインフラと同じ量を建設しなければならない 47。このため、ますます多くの組織、政府やその他の機関は、
都市化のあり方が都市だけでなく地球全体の持続可能性を決定するであろうと認識するようになっている 48。

これらは持続可能性と生物多様性における厄介な挑戦だが、機会も存在する。都市には富、知的機関、コミュ
ニケーション・ネットワーク、市民との直接の交流機会の大部分が存在するため、市庁は急速な変化をもたらす
ことができる。地方政府による環境影響評価や類似の研究が、生物多様性の損失が最も深刻である場所において、
高解像度のデータを生み出せることが多々ある。ブラジルのサンパウロ州・市等いくつかの地方政府は、地球環
境に与える地方の影響の大きさを確認しその低減策を特定するため、エコロジカル・フットプリントの定量化を
行っている 49。



47目標4 持続可能な生産と消費

目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 4 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 生物多様性に係る持続可能な慣行を推進するた
め、説明責任と透明性がある形で、企業や業界
団体、市民社会及び政府機関の間のパートナー
シップを強化する。

 • 持続可能な生産と消費の分野における事業展開
を促すため、奨励措置や規制、ガイドラインを
策定する（目標 3）39。

 • 環境影響に関する意識向上を通じて、需要側の
行動を促す（目標 1）40。

 • 企業や地方当局に対して、影響を低減する上で
の優先事項を特定できるように、環境や生物多
様性に関する外部性（フットプリント）を計算
し公開するよう働きかける。

 • 生物多様性条約の目的に沿って、政府の持続可
能な調達政策を定める。

 • 各部門に特化した持続可能な生産及び消費のた
めの計画を策定する（目標 6、7）41。

 • 持続可能な消費と生産に関する政策について、
その有効性を評価し進捗を追跡するため、デー
タをさらに収集し調和のとれた指標を開発する

（目標 19）42。

 • 持続可能性に関する企業の計画に、保全と持続
可能な利用を含めるよう促す。

Box 4.2. EU による持続可能な木材の
ための行動（STA）プログラム

2013 年 3 月から EU 木材規則（EUTR）により、
EU では世界のいかなる場所でも違法に伐採された
木材は、輸入することが非合法化されている。こ
の STA プログラムの目的は、途上国の森林減少や
劣化によって引き起こされる人間と環境の問題や、
森林製品の持続可能でない消費と生産が気候変動
や生物多様性、森林に依存する人々に及ぼす影響
に関する意識の向上に、公共調達を利用すること
である。STA は持続可能な木材調達のためのツー
ルキットを開発し、公共調達を活用して持続可能
な熱帯木材の市場を支援しようとする欧州の地方
自治体による「欧州持続可能な熱帯木材連合」の
設置を実現した 50。



生物多様性への直接的な圧力を減少させ、
持続可能な利用を促進する。

戦略目標B

愛知目標



生物多様性の損失を減少あるいは食い止めることは、その要因及び生物多様性への圧力そのものを減
少させるか排除することによってのみ可能となる。GBO-4 は、生物多様性への直接的な圧力の減少とい
う目標の達成に向けて、非常に限定的な進捗しか報告できない。熱帯地域の一部で、かつて高かった森林
減少率を低下させることに大きく成功したが、世界の生息地では破壊、劣化、及び分断が続いている。よ
り持続可能な管理に向けて動いている漁場は特に先進国で増加しつつあるものの、過剰漁獲は依然として
海洋生態系への大きな脅威となっている。一部の地域は栄養塩類の過剰使用による汚染の制限に成功して
いるが、現在は一部途上国における富栄養化の増加の方が上回っている。侵略的な外来種とその拡大経路
の特定では重要な進捗が見られたが、実際の侵入数を減少させるほどの効果は出ていない。本戦略目標中、
達成期限が 2015 年に設定された唯一の目標「サンゴ礁への複合的な圧力の減少」を達成できないことは
確実である。



目標の重要性
自然生息地の破壊及び劣化は、生物多様性の損

失を引き起こす唯一重要な要因である 51。経済、
人口動態及び社会による圧力が生息地の転換の継
続につながる可能性が高いが、その損失速度を減
少させることは、戦略計画の実施において極めて
重要である。また、種の個体群の孤立を回避し、
複数の景観や水域環境にまたがる必要不可欠な移
動ができるようにするために、更なる生息地の分
断化を防ぐことも必要不可欠である。これは、気
候変動に直面する現状で、とりわけ重要である。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

森林の損失の速度が少なくとも
半減し、また可能な場合にはゼ
ロに近づく

3

すべての自然生息地の損失の速
度が少なくとも半減し、また可
能な場合にはゼロに近づく

2

劣化と分断が顕著に減少する
1

生息地損失の半減又は減少目標

2020 年までに、森林を含むすべての
自然生息地の損失の速度が少なくとも半
減し、また可能な場合にはゼロに近づき、
また、それらの生息地の劣化と分断が顕
著に減少する。



51目標5 生息地損失の半減又は減少

最近の傾向、現状及び将来の予測
地球全体では森林減少率は低下しつつあるもの

の、依然として驚くほどの速度である。ブラジル
のアマゾン等の一部地域では近年、森林減少の複
数の要因に取り組む政策の組み合わせにより、森
林生息地の損失速度が大きく鈍化した（Box 5.1
参照）。一部の地域では森林面積の著しい増加も報
告されており、特に中国やベトナムの増加速度は
速い 52。しかしながら、世界の他の多くの熱帯地
域では依然として森林伐採が増加している 53。東
南アジアの森林減少は、主に大規模農産業、特に
油ヤシのプランテーションに起因している。他の
地域では、地元で消費する食料生産のための土地
需要の拡大が主な要因である 54。

その他の陸域生息地に関するデータは少ないも
のの、草地及びサバンナは、集約農業やその他の
利用目的への大規模な転換が継続している 55。沿
岸・淡水湿地の面積について世界的に合意された
測定法は存在しないが、関連研究の大多数は世界
の湿地面積が急速に減少していることを示唆して
いる 56。自然又は半自然の状態で残っている土地
の総面積は過去数十年にわたって減少傾向にあり、
最近の傾向が継続すれば 2020 年までにさらに減
少するだろう 57。水産養殖業、埋め立て、都市開
発等の活動により、マングローブ等の沿岸生息地
の損失は継続しているが、データが様々で、地球
レベルでの傾向を読み取るのは難しい 58。

森林、草地、湿地、河川系を含むあらゆる種類
の生息地の分断化や劣化は、引き続き進行してい
る（図 5.1 参照）59。生息地の劣化に関する地球

規模のデータは入手できないものの、北米や欧州
のもっぱら草地や森林といった生息地に生息する
野鳥の個体数は、1980 年以降約 2 割減少し、長
期的な劣化を示す指標となっている 60。現在の傾
向に基づく推測からは、この減少は継続するもの
の、その速度は 2020 年までに鈍化することがわ
かる 61。先進工業国の一部では小規模ダムの撤去
に向けた動きがある一方で、南米、アジア及びア
フリカでは、大規模ダムの新規建設が急激に速度
を増しており、淡水生息地をさらに分断化させる
脅威となっている 62。

ほとんどの国が生息地の損失に関する国内目標
を設定しているが、どの程度損失を減少させるか
について言及している国はほとんどない。GBO-4
のために分析された国別報告書の約 60％は、生息
地の損失の減少において進捗があったことを示唆
している。分断化及び劣化を減少させるための各
国の行動に関する情報は少ない 63。

全体として、GBO-4 は一部地域の熱帯林に関し
て本目標の限定的な進捗を報告できるが、多くの
種類の生態系についてデータは依然少なく、地域
やバイオーム（生物群系）によって進捗に大きな
差があることが、各指標から示唆される。

森林の状況
手付かずの森林

管理された森林  

劣化（一部伐採）

伐採

図 5.1. 世界的な森林伐採・劣化の範囲
69。手付かずの森林とは、自然生態系が
5 万 ha 以上連続して広がっているとこ
ろを指す。管理された森林は、道路で分
断された森林や、木材生産のために管理
されている森林を指す。劣化又は一部伐
採は、樹冠疎密度が著しく低下した景観
を指す。伐採は、非森林に転換された過
去の森林景観を指す。



Box 5.1. 生息地の損失の減少に向けた道筋

20 世紀末から 2004 年まで、ブラジルのアマゾン及び大西洋岸森林の減少率は非常に高く、急速に上昇して
いた。しかし、愛知目標と戦略目標に対応して様々な活動を用いたことで、森林減少率は大きく減少した（図
5.2 参照）。

ブラジルのアマゾンにおける森林伐採の急速な減少は、2004 年開始の「アマゾンにおける森林伐採の防止と
管理のための行動計画」を通じて調整された、相互に関連する広範な官民の政策のイニシアティブの成果であ
る 71。同行動計画は大統領府が調整を行う省庁横断的なイニシアティブで、すべての戦略目標にまたがり多く
の愛知目標に関連する以下のような幅広い活動を含んでいる。

 • 土地被覆のモニタリング（目標 19）。人口衛星によるほぼリアルタイムの粗い解像度及び年次の高解像度のモ
ニタリング。モニタリングにより生成された情報は公開された。

 • ブラジル環境省による、ほぼリアルタイムのモニタリングで情報を得た措置を伴う、違法な森林伐採と木材搬
出を取り締まる強化キャンペーン。企業やステークホルダーも森林伐採を安全な範囲内にまで減少させる計画
を実施している。

 • 奨励措置（目標 3）。森林減少率が最も高い地元地権者に対する信用を制限する等。

 • 保護地域の拡大と、先住民の土地の境界設定 72, 73（目標 11、18）。公園や先住民保護地域により、自然植生
の約 40％を法的に保護する。2002 年から 2009 年までに、ブラジル・アマゾンの保護地域ネットワークが
60％拡大し、その新規保護地域の大部分は、土地紛争が激しい地域で森林伐採に対する緑の防壁として設置
されたもので、新しい保護地域のパラダイムを確立した 74。

また、人々の生物多様性の価値への意識が高まり（目標 1）、NGO や企業のイニシアティブで、最近伐採さ
れた土地で生産された大豆及び食肉の一時停止を実施した。検察も業界に対し、サプライチェーンからの森林伐
採者の排除を要求した（目標 4）。
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図 5.2. ブラジルの主要なバイオームにおける森林伐採の軌跡。近年の努力により、2013 年のアマゾンでの森林伐採は、1996 ～
2005 年の歴史的基準値（年間 1 万 9,600km2）の 7 割減となった。セラードでの森林伐採は高止まりし、大西洋岸森林の伐採は 2013
年にわずかに増加したものの着実に減少してきた 70。



 

 

 

 

  

森林伐採を抑制し、またその回復を要求する行動は、かつてブラジル森林法として知られていた在来
植生保護法（LNVP）の枠組みの中で起こっている。同法は河岸、丘の頂上、傾斜地といった脆弱な場所や、
在来植生を有する私有地の一部について、その維持を求めている。

これらの様々なアプローチを組み合わせることにより、ブラジル政府は、生息地の損失に係る間接要
因と直接要因の両方に対処し、前向きな変化をもたらすことができた。しかしながら、ブラジルのアマ
ゾンと大西洋岸森林で森林伐採を減らす点ではこれまでに進展が見られたものの、農業生産の拡大と森
林保全の実施という競合する要求のバランスをとること等の課題は残る。特に、アマゾンや大西洋岸森
林と違って、森林減少率が依然として高いセラードのバイオームでそれがいえる 75。セラードでは、バ
イオームの 50％以上で植生が転換され、現在も年 5,000km2（2003 ～ 2013 年平均）の速度で転換
が続いている 76。しかしながら、予測されるブラジルの農業生産量の増加は、既存の農地及び牧草地内
での妥当な生産性の改善によって容易に対応でき、森林の再生も可能であることが示されている 77。



54 戦略目標B

目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 5 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 生息地の損失を減少させる政策措置に情報を提
供するため、生物多様性に最大の影響を与えて
いる生息地損失の直接及び間接の要因を国レベ
ルで特定する。

 • 生物多様性の国家目標を反映した、土地利用又
は空間計画に関する明確な法的又は政策的な枠
組みを策定する（目標 2）。

 • 既存の奨励措置を土地利用や空間計画に関する
国家目標に沿ったものにすることと、適宜生態
系サービスへの支払いや REDD+ メカニズム等、
生息地の損失・劣化・分断化を減らすため更な
る奨励措置を活用する（目標 3）64。

 • 自然生息地の転換需要を低減させるために、肉
類の消費抑制や食料システムでの無駄の削減と
組み合わせ、土地利用又は空間計画の枠組みの
中で、既存の農地・放牧地の生産性の持続可能
な向上又は強化を促す（目標 7）65。

 • 商品サプライチェーンに関する問題に対処する
等によって、生物多様性を保全し、違法で無計
画な土地利用変化を減らし、違法な材料や違法
伐採地に由来する商品へのアクセスを防止する
活動において先住民及び地域社会、土地所有者、
他のステークホルダー、一般市民と協力し支援
する（目標 1、4、18）66。

 • 森林及び他の生息地を保全する最も効果的な手
段の一つであることが判明している、効果的に
管理された保護地域ネットワーク及び地域ベー
スの他の保全措置の策定を行う（目標 11）67。

 • 土地利用や土地被覆の変化の定期的な包括的評
価のほか、可能な場合には執行措置に情報を提
供するリアルタイムに近いモニタリングも含め、
土地利用や土地被覆の変化のモニタリングを行
う（目標 19）。

 • 生息地の保護や保全に関わる法規制の執行活動
を実施する 68。





目標の重要性
魚類及び他の海洋及び陸水の生物の過剰利用は、

生物多様性に対する重大な圧力である。持続可能
でない収穫は海洋や陸水の生態系だけでなく、世
界の漁業従事者の収益性や海洋や陸水の資源に依
存する何百万もの人々の生計をも脅かす。このた
め、持続可能でない漁業を防ぎ漁業資源の回復を
可能にするような管理手法を発見し適用すること
は、生物多様性の保全及び持続可能な利用のため
の戦略において必要不可欠な要素である。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

すべての魚類と無脊椎動物の資源
及び水生植物が持続的かつ合法的
かつ生態系を基盤とするアプロー
チを適用して管理、収穫される

3

枯渇したすべての種に対して回復
計画や対策が実施される

3

絶滅危惧種や脆弱な生態系に対す
る漁業の深刻な影響をなくす

2

過剰漁獲を避け、資源、種、生態
系への漁業の影響が生態学的に安
全な範囲内に抑えられる

2

水生生物資源の持続可能な管理目標

2020 年までに、すべての魚類と無脊
椎動物の資源及び水生植物が持続的かつ
合法的かつ生態系を基盤とするアプロー
チを適用して管理、収穫され、それによ
って過剰漁獲を避け、枯渇したすべての
種に対して回復計画や対策が実施され、
絶滅危惧種や脆弱な生態系に対する漁業
の深刻な影響をなくし、資源、種、生態
系への漁業の影響が生態学的に安全な範
囲内に抑えられる。



57目標6 水生生物資源の持続可能な管理

最近の傾向、現状及び将来の予測
地球規模では、水生の無脊椎動物及び植物の管

理や収穫に関する情報は比較的少なく、内水面漁
業に関する世界的に整合性のとれた情報も少ない。
このため、本評価のほとんどは海洋漁業に重点を
置いたものとなる。

過剰漁獲は引き続き大きな問題であり、約 30
％の漁業資源が乱獲されていると定義されている。
FAO の統計によれば、乱獲されている漁業資源の
割合は 2008 年（32.5％）に比べ、2011 年（28.8
％）は若干改善した（図 6.1 参照）78。しかしながら、
生物学的に持続可能な水準内での漁業は、ここ数
十年で全体的に減少傾向を示している（図 6.1、
6.2 参照）。

近年の研究で世界の海洋漁業の状況と傾向につ
いて様々な推定が出されているが、全体的な結
論は大まかには似通っている。例えば Worm et 
al.（2009）により、評価対象となった 166 の
漁業資源（その大多数が良好に管理された先進国
の漁業）のうち、63％のバイオマス水準は、最
大持続生産量（MSY）を得るために必要とされ
る水準より低いことが示されている 79。しかしな
がら、まだ漁業資源の再構築が全体的なバイオマ
スの回復にはつながっておらず、個々の漁業資源
の多くに関して枯渇が進む一般的傾向を逆転させ
てもいないものの、漁獲率が低く維持されている
ところでは、評価対象となった漁業資源が回復す
る可能性があることがわかっている。Branch et 
al.（2011）によれば、評価対象となった漁業資
源のうち、崩壊した 7 ～ 13％を含め 28 ～ 33％

が乱獲されているという。また、乱獲又は崩壊し
た漁業資源の割合は近年安定しており、これらの
漁業資源を再構築する取組が漁獲率を低下させた
としている 80。これまで評価対象となっていなか
った 1,793 を超える漁業資源に関する最近の研究
で、Costello et al. （2012）は崩壊した 18％を
含む 64％の漁業資源は MSY の維持に必要なバイ
オマス量に満たなかったとしている。すべての評
価対象資源が減少傾向にあったものの、そのうち
64％については再構築に至れば持続可能な収穫量
を増加させることも可能であるとしている 81。

乱獲の継続は海洋生物多様性に深刻な影響をも
たらしており、複数の種の崩壊と地域絶滅を引き
起こして、1970 年から 2000 年の間に捕食魚種
の総バイオマス量が半分以下（52％減）になっ
た 82。脆弱な生息地におけるダイナマイト漁や底
引き網漁等の破壊的な漁業慣行は、サンゴ礁、海草、
冷水サンゴ、海綿生息地を損傷し続けている 83。 
非選択的な漁具の使用は大量の非漁業対象種の捕
獲（混獲）につながり、世界全体の漁獲量の推定
約 4 割を占め、年間 60 万頭超の海洋哺乳類及び 8
万 5,000 匹超のカメ類も含まれ、海鳥等一部の種
の保全に深刻な影響を与えている 84。

プラスの側面として、北東大西洋の事例のよう
に、漁獲率が顕著に減少し、枯渇していた漁業資源
の回復が見られた地域がある（Box 6.1、図 6.4 参
照）。また持続可能な形で管理された漁業の認証に
ついて、特筆すべき傾向が見られる。海洋管理協
議会（MSC）により認証された漁業の数は 2008
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～ 2013 年に 400％以上増加し、今や天然漁業の
約 9％を占めている 85。しかしながら、MSC 認証
漁業は先進国に集中している（図 6.3 参照）。

漁業資源の長期的な健全性について漁業従事者
に利害関係を持たせる「譲渡可能個別漁獲割当

（ITQ）」等の管理制度は、漁獲傾向の改善に有効と
なりうるが、望ましくない社会経済的影響を回避
するために、慎重な制度設計が必要である 86。地
域社会が参加する共同漁業管理は、特に途上国の
小規模漁業において漁業規制を正当化するのに役
立ち、良い成果を上げることができる（Box 6.2
参照）。

漁業改善のための世界的な政策の確立やガイダ
ンスの策定については、過去 10 年の間に世界レベ
ルでいくらか進展があったものの、これらの措置
の実施に関する包括的な情報は比較的少ない。例
えば、国連総会決議 61/105 や 64/72 は公海上
で漁業を行う国々に対し、脆弱な海洋生態系への
深刻な悪影響を回避するための具体的な措置を講
じるよう義務付けている 87, 88。持続可能な漁業に
関するガイドラインとしては、FAO の「責任ある
漁業のための行動規範」や「混獲の管理と投棄の
減少に関する国際ガイドライン」89, 90、2013 年に
見直されたばかりの EU の「共通漁業政策（CFP）」
等がある 91。一部の地域漁業管理機関も混獲と投
棄に対処する措置を講じているが、この分野にお
ける進捗は広がりに欠けている 92。

最新の国別報告書に含まれる各国の行動として
は、淡水漁業の定期的な禁漁（中国、モンゴル）、
漁業管理計画（ニウエ）、持続可能な海産物イニシ
アティブ（南アフリカ）等がある。国別報告書の
約 60％が、本目標の達成に向けて一定の進捗を示
唆する情報を掲載している 93。

全体としては、現在の傾向に基づけば、正確な
軌道は不明であるものの、生態学的に安全な範囲
内にある漁業資源の割合は少なくとも 2020 年ま
で若干減少すると予測される。一部地域で持続可
能な管理と資源の回復に向けてある程度の進捗が
見られたが、世界中で継続される持続可能でない
漁業慣行はそれを上回る。従って、本目標の達成
のためには、政策及び慣行の大幅な変革が必要で
ある。
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図 6.2. FAO のデータに基づく、生物学的に安全な範囲内にある漁業
資源の割合。2020 年までの推測は、根本的なプロセスが不変であるこ
とを前提としている。実線はデータ取得期間に対応するモデルと推測（外
挿）、点はデータポイント、白い帯は 95％信頼区間を表す 96。

図 6.3. MSC 認証取得漁業の推移 100。認証漁業による漁獲量は著しく
増加しており、MSC 認証されている漁業が約 10％を占める。
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Box 6.1. 北東大西洋漁業における持続可能性に向けた動き 97

19 世紀末から、英国は産業化された漁業の発
展を牽引し、そのため 20 世紀末までにはブリテ
ン諸島周辺の漁場で深刻な乱獲が行われるように
なった。この状況は英国周辺を含む北東大西洋全
体で変化しつつあり、完全な再生産能力を残して
持続可能な形で収穫されている漁業資源の割合は、
1990 年以降増加傾向を示している（図 6.4 参照）。
この持続可能性の指標は 2011 年に最大値となり、
資源評価報告書で正確な時系列データが確認でき
る 15 種の漁業資源のうち、47％を占めるに至っ
た。これらの指標資源の多くは、長期的な MSY
をもたらす量又はそれ以下で漁獲されている。持
続可能性に向けた努力の成果は、MSY 原則に基づ
く長期的な管理計画が適用された資源に見られる。
例えば北海のコダラ、ニシン、ノルウェーロブス
ターは、水揚げ量や漁師・沿岸社会の収入が増加
している。EU の CFP が改革されて 2014 年 1 月
に発効し、可能なところでは 2015 年、遅くとも 2020 年までには MSY を達成すべく、持続可能な水準で漁業
を行う法的拘束力のあるコミットメントが導入されたのを受けて、持続可能な形で収穫される漁業資源の割合は
さらに増加する可能性がある。これらの措置は、海洋生態系及び漁業コミュニティーにおいて、気候変動による
悪影響の緩和と、回復力の増進に役立つ可能性がある。
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目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 6 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 漁業コミュニティー、保全コミュニティー、該
当する国の機関や団体の間で、対話や協力強化、
情報交換を促進、実現する。

 • 漁業資源の長期的な健全性について漁業者や地
域社会により大きな利害関係を持たせる、コミ
ュニティーの共同管理等の革新的な漁業管理制
度をさらに活用する（目標 18）。

 • 過剰な漁獲能力に関与する補助金を撤廃、改革、
又は段階的に廃止すること（目標 3）。

 • 各国において、自国籍船による違法・無報告・
無規制（IUU）漁業を防止するために、モニタリ
ングと規制の施行を強化する。

 • 海底又は非漁業対象種に深刻な悪影響をもたら
す漁業慣行や漁具を段階的に廃止する（目標 5、
12）。

 • 産卵場や脆弱な海域といった漁業にとって特に
重要な地域の保護を含め、海洋保護区ネットワ
ーク及び地域ベースの他の効果的な保全措置を
さらに形成する（目標 10、11）。

Box 6.2. コミュニティーによる漁業のガバナンス及び運営

漁業規制への支援と遵守を得るためには、ステークホルダーにそれが合理的であると見なされる必要がある。
先住民及び地域社会へのガバナンスに関する権限の移譲、ガバナンスの共有、及び共同管理体制は、この合理性
を達成する手段であり、特に途上国の小規模漁業における漁業管理の成功に寄与してきた。例えば南太平洋の沿
岸社会は、数百の地域主導型管理海域（LMMA）のネットワークを介して、責任をもって海洋生態系の世話役
を務めて管理する能力を示しており、同様のイニシアティブはマダガスカル、ケニア、スペイン、日本等にも見
られる 98。このようなイニシアティブは、目標 11 や 18 といった多くの愛知目標に向けた進捗にも役立つ。

コミュニティーによる漁業管理の具体的な例としては、セネガルのカザマンス川河口の地域社会で保全する地
域が挙げられる 99。8 つの村の漁師が参加する組合が「カワワナ」（「我々みんなが守るべき我々の財産」を意味
するジョラ族の言葉の略語）と呼ばれる場所を設置した。この場所の目的は、地元の漁獲の質と量を改善するこ
とである。漁師たちは、伝統的な漁場の境界を定め、ゾーニング制度や管理計画、監視システム、管理構造を考
案した。これらはすべて、伝統的な要素と最新の要素の両方を組み合わせたものである。例えば監視は、物神を
置くことと、違反者の船や漁具の合法的な押収が認められる巡視を行うことの二つで構成される。地方及び地域
政府の承認を受け、カワワナは完全にボランティアベースで約 5 年間運営されてきた。その成果としては、漁
業と生物多様性（20 の沿岸性魚類、希少なウスイロイルカ、マナティー等）の回復、村落の団結の強化、地元
の食事や収入の向上等がある。ゾーニング制度には、古来の聖域と一致する厳格な禁漁区や、エンジンのない船
なら誰でも利用してよい持続可能な利用のための水域、地元住民の手漕ぎのカヌーだけが利用できる持続可能な
利用のための水域等がある。





目標の重要性
食料、繊維及び燃料への増大し続ける需要が、

生態系及び生物多様性に対し今までにない程の大
きな圧力をかけている。この圧力の軽減を助ける
ために、農業、水産養殖業、林業の主要部門は、
負の影響を最小化するような慣行を採択し、長期
的にその活動をより持続可能なものとする必要が
ある。創意工夫や科学技術の進歩を活用する等し
て、生産と環境への影響とを切り離す必要がある。
本目標は、政府及び企業に対し、持続可能な慣行
を定義し、それらを可能な限り広範に適用するよ
うに求めるものである。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

農業が行われる地域が、生物多
様性の保全を確保するよう持続
的に管理される

3

水産養殖業が行われる地域が、
生物多様性の保全を確保するよ
う持続的に管理される

3

林業が行われる地域が、生物多
様性の保全を確保するよう持続
的に管理される

3

持続可能な農業、養殖業、林業目標

2020 年までに、農業、養殖業、林業
が行われる地域が、生物多様性の保全を
確保するよう持続的に管理される。



63目標7 持続可能な農業、養殖業、林業

最近の傾向、現状及び将来の予測
農業、水産養殖業、林業における持続可能でな

い慣行は、生物多様性の損失等、重大な環境の劣
化に関与し続けている 101。環境への悪影響を回避
しながら、増大する一方の資源需要を満たす方法
を見いだす必要があり、国際社会にとって難題で
ある。

農業では、肥料として使用される栄養塩類に由
来する汚染の影響が依然として大きいが、一部の
地域では安定化しているようである（目標 8 参照）。
欧州の農地に生息する鳥類の個体数の状況等、農
地の生物多様性の指標は引き続き低下しているが、
予測を見ると低下速度は鈍化しているかもしれな
い（図 7.1 参照）。

有機農業や保全農業といった農業認証を受けた
土地の面積は増加しつつあるが、農地全体に占め
る割合はまだわずかである（図 7.2 参照）102。認
証制度の基準に基づいて持続可能な形で林業が実
施されている面積は増加し続けているものの、依
然として温帯及び寒帯地域に大きく集中している

（図 7.3 参照）103。

水産養殖業は急速に拡大しており、環境に及ぼ
す影響も大きいが、持続可能性基準を採用した活
動の割合はまだ小さいものの増加傾向にある（Box 
7.1 参照）104。

GBO-4 のために検討されたほとんどの生物多様
性国家戦略及び行動計画が、農林業の持続可能な
管理に関する目標又はコミットメントに言及して
いたものの、定量的な目標はほとんどなかった 105。
分析した第 5 回国別報告書の約 60％には、本目標
の達成に向けて一定の進捗が見られていることを
示す情報が掲載されていた。講じられている措置
の例としては、認証事業に対する支援の強化（日本、
ミャンマー）、参加型の森林資源管理の開発と支援

（ネパール）、持続可能な農業慣行と有機農業の推
進（ニウエ）等がある 106。

シナリオ分析（第三部参照）や多くの研究 107 に
より、気候の緩和やその他の社会経済目標にも対
応しつつ、生物多様性の保護と食料安全保障を同
時に達成することは実現可能と示唆されている。

全体として、農業、水産養殖業、林業が行われ
る地域への持続可能な管理の導入において進捗が
あることを GBO-4 は報告できるが、現在の傾向に
基づけば、2020 年までに本目標を達成するには不
十分である。
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図 7.1. 欧州の農地で見られる普通種に関する野生鳥類指数の推移
（1980 ～ 2011 年）。2011 ～ 2020 年の統計的な推測は、根本的な圧
力が不変であることを前提としている。これらの種の個体数の減少は継
続するものの、減少速度は鈍化しているかもしれないことが示唆されて
いる。実線はデータ取得期間に対応するモデルと推測（外挿）、点はデ
ータポイント、白い帯は 95％信頼区間を表す 108。
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目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 7 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 肥料、農薬及び水利用の使用目的の改善と効率
化（目標 8）や、多様でよく適応した作物品種の
利用（目標 13）、化学物質の投入を代替し水の
消費量を減らすため景観レベルでの生態学的プ
ロセスの一層の活用と修復（生態学的集約化）（目
標 5、14、15）等を通じて、農業をさらに効率
化する。

 • 収穫後の損失の削減や食品廃棄物の最小限化を
含め、生産及び消費のあらゆる段階で無駄を削
減する（目標 4）112。

 • 持続可能な食文化の促進等を通じて、適切なカ
ロリーと栄養を摂取する持続可能な食習慣を推
進する（目標 4）。

 • 持続可能な形で生産された商品に関する既存の
認証制度を一層活用し、現在の欠落を満たすた
め認証制度をさらに開発する 113。

 • 教育や、適切な場合には、土地管理のガバナン
スと責任を先住民及び地域社会に必要に応じて
委任すること等を通じて、持続可能な利用慣行
を促進する（目標 18）。

 • 農業生産を依存している生物多様性及び生態系
の状況に関し、地元の農業者や漁業者の理解を
高め、計画プロセスへの参加を得る（目標 1）。

 • 授粉、病害虫防除、水の供給や浸食の防止とい
った農業生産に寄与する生態系サービスの提供
において生物多様性が果たす役割を考慮して、
景観レベルでの統合的計画を推進する（目標 5、
14）。
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図 7.3. 寒帯、温帯、熱帯地域で森林管理協議会（FSC）と森林認証プ
ログラム（PEFC）の認証を受けている森林の総面積 111。

図 7.2 A 有機栽培 109 及びB 保全農業 110 が行われている農地の面積。



65目標7 持続可能な農業、養殖業、林業

Box 7.1. 水産養殖業の負の影響の最小化 114

水産養殖業（魚類やその他の水生種の養殖）が今後数十年間で食料生産に占める割合は増加すると予測されて
いる。以下のような持続可能性に係るガイドラインにより、生物多様性に対する負の影響を大幅に減少させるこ
とが可能である。

 • 在来種（外来種が逸出して在来生息地に侵入する可能性を避けるため）及び食物連鎖の下位の種（肉食魚より
も草食魚等）の養殖を優先すること。規制と、消費者の嗜好の変化の促進を組み合わせることで、達成可能で
ある。

 • 給餌のやり過ぎを減らす等管理方法の改善により汚染を最小化すること。

 • 食用・魚の餌用・薬用に海藻を生産する「多栄養段階養殖」等を採用し、飼料需要と汚染を削減すること。

 • ある種に由来する廃棄物が別の種によってタンパク質へ転換されることを活用し、富栄養化を削減すること。

 • 閉鎖システムとより優れた廃棄物処理を採択し、汚染を削減すること。

 • 特にマングローブ林で生息地の改変を最小化し、生態系サービスを維持し、多くの商業的に重要な野生海洋種
の成長・生育環境を保護すること。



目標の重要性
汚染、特に環境中の反応性の窒素及びリン等の

栄養塩類の蓄積は、生物多様性の損失及び私たち
が依存する生態系の破壊の最も重大な原因の一つ
である。湿地、沿岸域、海洋及び乾燥地は特に脆
弱で、藻の増殖・枯死・分解により広域にわたっ
て酸素が欠乏して生じる海洋の「デッドゾーン（貧
酸素水域）」を含め、様々な影響を受ける。本目標
は、意思決定者に対し、栄養塩類及び他の汚染物
質の排出を最小化するために必要な措置をとるよ
う促す。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

（あらゆる種類の）汚染が、生態
系機能と生物多様性に有害とな
らない水準まで抑えられる

明確な評価なし。
汚染物質によって
大きく異なる

過剰栄養による汚染が、生態系
機能と生物多様性に有害となら
ない水準まで抑えられる 1

汚染の減少目標

2020 年までに、過剰栄養等による汚
染が、生態系機能と生物多様性に有害と
ならない水準まで抑えられる。



67目標8 汚染の減少

最近の傾向、現状及び将来の予測
窒素及びリン汚染は、生物多様性及び生態系サ

ービスに対し、地球規模で非常に重大な脅威とな
り続けている 115。一部地域、特に欧州と北米では、
栄養塩類の環境中への放出制限措置により富栄養
化は安定化したものの、依然として生物多様性に
有害な水準にある（Box8.1 参照）。地球全体で、
環境中の余剰な窒素及びリンは 2020 年以降も増
加し続け、アジア、中南米、及びアフリカ（サハ
ラ以南）で集中的に増加することが予測される（図
8.1、8.2 参照）116。

国際的な使用制限措置が成功したこともあって、
野生生物に有毒ないくつかの汚染物質は減少して
いるが、他の既存及び新規開発の汚染物質は現在
も幅広く使用されている（Box8.2 参照）117。懸念
が続くあるいは増している他の汚染物質としては、
特に海洋生態系への影響が懸念されるプラスチッ
ク 118、重金属、内分泌かく乱物質 119、一部の研究
により花粉媒介昆虫及び鳥類の個体群への被害が
示唆されている農薬 120 等がある。

全体的には、タンカー設計や航法の改善により
海洋への油流出による被害は減少したが、主に陸
地に設置されているパイプライン施設の老朽化に
起因する汚染は増加した 121。

GBO-4 のために分析された国別報告書の 60％
以上において、各国が本目標の達成に向けて進捗
していることが示されており、農薬の使用削減（ベ
ルギー）、一部の有害製品の使用の段階的廃止（モ
ンゴル）、汚染に関するモニタリング制度の導入（ミ
ャンマー）等の措置がとられている 122。しかしな
がら全体的な評価としては、現在の傾向では、過
剰栄養が生態系機能と生物多様性に有害とならな
い水準まで抑えられるという目標から遠ざかって
いる。他の汚染物質に関する全体的な傾向は、情
報量が限られるため評価できなかった。
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応性窒素の環境中への１人当たりの平均流出量 124。



68 戦略目標B

目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 8 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 燃焼単位当たりの排出量の水準を下げる等、国
の水質と大気に関するガイドラインや様々な汚
染物質濃度の閾値を設定し、施行する 125。

 • 農牧システムの組み合わせや、畜舎や飼養場から
の排出削減等により、環境への流出を削減するた
め栄養塩の利用効率を改善する（目標 7）126。

 • 水域への栄養塩流出を削減するため、洗剤から
リン酸を除去する 127。

 • 下水及び産業排水の処理と再利用を強化する 128。

 • 環境への栄養塩流出を削減するため、栄養塩循環
に不可欠な役割を果たす湿地やその他の生態系を
保全し、再生する（目標 5、11、14、15）129。

 • プラスチックの再使用と再生利用、及び海洋ご
みを減らすため生分解性のある代替物の使用を
促進する。

Box 8.1. 欧州の窒素に関する法律

窒素負荷量を減らすための EU の法律は、栄養塩類の大気からの沈着や水環境への溶脱を削減する行動で構成
される。生態系への窒素負荷を減らすために最も重要な EU 指令は以下の 3 つである。

 • 硝酸塩指令：家畜糞堆肥に由来する窒素の年間施肥量の上限を 170 kg N/ha とし、窒素の流出リスクが高い
状況での有機肥料及び無機肥料の使用を制限する。

 • 国別排出上限指令（NECD）：酸性化や富栄養化を低減するため、アンモニア及び一酸化窒素の排出量の上限
を国別に設定する。アンモニアの揮散を削減するための管理の優良事例も明示する。

 • 都市廃水処理指令――効率の良い窒素の除去に関する目標を設定する。

上記及びその他の規制により、EU におけるアンモニアの排出量は 1980 年から 2011 年の間に 30％減少した。
平均して、総窒素バランス（環境への流出の指標）は 1980 年から 2005 年の間に 36％減少した。2000 年以
降の NECD 及び硝酸塩指令による排出の減少の効果は小さかった。しかし、デンマーク、ベルギー、オランダ等、
厳格な硝酸塩及びアンモニアの政策を有する EU 各国は、生態系への負荷を大幅に減少させた。とはいえ、ライ
ン川等一部河川で大きな改善が見られるものの、全体でみると、依然として生態系に被害を与える水準を大きく
上回っており、EU の河川への窒素負荷総量も 1990 年以降比較的高い状態のままである 130。



Box 8.2. 北極圏の生物多様性における汚染物質

ある種の「残存する」化学物質（legacy chemicals）が北極圏の一部の野生生物の個体群から減る等、有害
物質に関する国際的な合意は、一部の汚染物質の削減に大きく寄与してきた。残留性有機汚染物質（POPs）に
関するストックホルム条約はしばしば、残存している POPs の生物種における濃度水準を引き下げた原動力とし
て賞賛される。しかし、ホッキョクグマや海鳥等一部の種については、依然として野生生物及び人間の健康に影
響を与えるほどの高水準にある可能性がある。

既存及び新規開発の汚染物質の使用を継続することは、海流や気流によって物質が世界の中でも高濃度に堆積・
蓄積する北極圏の種にとって複雑な問題を惹起する。ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDEs）等、近年生まれ
たがほとんど研究されていない様々な汚染物質が増加している。加えて、水銀の濃度が、カナダやグリーンラン
ドを含め北極圏の一部で上昇しており、特に上位捕食者種について懸念が残る。さらに問題を複雑にするのが、
汚染物質と気候変動の間の相互作用が予測できないことと、北極圏の種の汚染物質に対する感受性がほとんどわ
かっていないことである 131。



目標の重要性
動植物及びその他の生物の地球をめぐる移動は、

生物多様性に対する最大の脅威の一つである。意
図的であったか偶然であったかにかかわらず、理
由がわかっている動物の絶滅の半分以上に、新し
い環境に導入された種が関与している 132。また種
の侵入に伴って多大な経済的コストも発生する 133。
本目標を通じ、各国政府は、侵略的な外来種の防止、
制御及び根絶により、社会及び生物多様性に生じ
るこうしたコストの低減を目指す。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

侵略的な外来種が特定され、優
先順位付けられる

3

定着経路が特定され、優先順位
付けられる

3

優先度の高い種が制御又は根絶
される

3

侵略的な外来種の導入及び定着
が防止される

2

侵略的な外来種の防止と制御目標

2020 年までに、侵略的な外来種及び
その定着経路が特定され、優先順位付け
られ、優先度の高い種が制御又は根絶さ
れる。また、侵略的な外来種の導入及び
定着を防止するために、定着経路を管理
するための対策が講じられる。



71目標9 侵略的な外来種の防止と制御

最近の傾向、現状及び将来の予測
侵略的な外来種の数は地球規模で増加し続けて

おり、生物多様性への影響も増し続けている（図
9.1 参照）。しかし、侵略的な外来種に対処する措
置が実施されているところでは、しばしば著しい
成果が見られており、その一例として何世紀にも
及ぶ種の侵入の流れを政策により一変させ始めて
いるニュージーランドが挙げられる（Box9.1 参
照）。地球規模で、島嶼部における侵略的な脊椎動
物の根絶事業は特に成功しており、実施事業の 87
％がその目標を達成している。他方、本土におけ
る侵略的な外来種の根絶事業の成功事例はほとん
どない 134。

陸生生物種及び水生生物種の双方について、異
なる環境に入り侵略的になる定着経路の特定に進
捗が見られた（図 9.2 参照）135, 136。しかしながら、
多くの国では国境管理が弱いため、このような知
識を活用した行動が妨げられている。

各国政府は、外来種の侵入の防止、制御及び根
絶のための措置を一層強化している。現在、締約
国の半数以上（55％）で、生物多様性に対するこ
の大きな脅威に取り組むための国内政策を策定し
ている 137。本書のために分析された国別報告書の
約 60％が、本目標に向けて進捗があることを示し
ている。これまでに講じられている措置の中には
様々な侵略的な外来種の根絶に向けた取組があり、
その例としてはホテイアオイ（ルワンダ）、マング
ース（日本）、ブラックリストの作成（ベルギー、
ノルウェー）、侵略的な外来種に関する情報収集（イ
ラク）等がある。国別報告書は概して、取組の多
くが制御及び根絶に集中しており、導入の経路の
特定、優先順位付け、及び管理を行う行動の事例
は比較的少ないことを示唆している 138。
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表す 141。



72 戦略目標B

侵略的な外来種の制御と根絶の優先順位を設定
するため、費用対効果の高い戦略が実施され始め
ている。とはいえ、これまでに行われた取組は、
地球全体の外来種の導入速度に比べると小さく、
その速度の鈍化の兆しはまったく見えない 139。よ
り長期的には、気候変動は様々な地域における侵
略的な外来種の分布に重大な影響を及ぼす可能性
がある（図 9.3 参照）140。

全体として、目標 9 の達成に向けていくらかの
進捗は見られたものの、2020 年の期限までに達成
するには追加的な行動が必要である。
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73目標9 侵略的な外来種の防止と制御

目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 9 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 国内的に関係性の高い事例研究の公開等を通じ
て、政策立案者・一般市民・外来種の潜在的な
輸入者の間で、社会経済的コストや導入防止策
又は影響緩和策がもたらす利益を含め、侵略的
な外来種の影響に関する意識を向上させる（目
標 1）144。

 •「世界の侵略的な外来種情報パートナーシップ
（GIASP）」等を通じて、侵略的であるとわかっ
ている外来種のリストを作成（又は既存リスト
の完全性と正確性を評価）し、幅広く活用する（目
標 19）。

 • 侵略的な外来種となりうる種が導入される可能
性を低減させるための国境管理又は検疫措置の
策定等により、外来種の導入の原因となってい
る主要経路の特定及び制御を行う取組を強化す
ることと、リスク分析と既存の関連の国際基準
を完全に活用する 145。

 • 種の侵入の早期発見と迅速な対応のための措置
を導入する 146。

 • 国内に定着しており生物多様性に悪影響を及ぼ
す最大の可能性を有する侵略的な外来種を特定
して優先順位付け、保護地域や、根絶又は制御
措置をとるにあたって生物多様性の価値が高い
他の地域を優先しながら、それらの種の根絶又
は制御のための計画を策定し実施する。

2014～2060年に適切な状態にあると予測された
侵略的な外来種の分布数予測
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適切な状態にあると予測された侵略的な外来種の分布数の、
2014～2060年と1950～2000年との差異

図 9.3. 気候変動による侵略的な外来種の発生の変化予測（種分布モデル、気候及び土地利用変化の将来予測に基づく）143。
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Box 9.1. 何世紀にも及ぶ種の侵入の流れを変える：ニュージーランドの事例

ニュージーランドは最も侵略的な外来種の影響を受けている国の一つである。欧州からの入植者が見慣れた景
観と生活様式の再構築を意図したため、何世紀も前に遡る種の導入の遺産が定着した 147。今日、同国は主要貿
易相手国から遠く離れた島国としての隔絶性を利用して、望ましくない種の侵入の流れを変えている（図 9.4 参
照）148。同国の強固な国境保護政策は、農業を病害虫から保護したいという願いに端を発したものである 149。
同国はまた、固有種の多様性が豊富な国でもある。侵略的な外来種の負の影響が認識されて、農業のための国境
保護措置は、保全のための措置に容易に移行した。

このような国境管理措置にも関わらず、数多くの外来種の導入がすでに行われ、また継続しており、一部の種
が侵略的になっている。同国は、外来種が国内に入ると直ちに侵入に対応するツールを開発した 150。同国の規
模の小ささと統治構造のおかげで、侵略的な外来種の拡散と定着を防止するツールの実施は成功している。同国
では 2 つの強力な法的枠組みが実施されている（有害物質及び新生物法、バイオセキュリティ法）。

侵略的な外来種の影響から生物多様性を保護するため、ニュージーランドでは絶滅危惧種を再導入できる「方
舟」として島々を活用することに着目してきた 151。また、病害虫のいない土地を増やすため、島に導入された
特に哺乳類等の種を根絶する方法も開拓してきた 152。非在来の哺乳類の根絶を達成した島の数は 100 以上に達
する。

小さい島々での成功に続いて、「本土内の島（mainland islands）」を設定し、小さい島での侵略的な外来種
の根絶のために開発された技術を、大規模な景観レベルで応用できるようにした。このような技術の中には、大
規模な景観内で囲い込みを行うための哺乳類防止柵を用いるものや、農業又は生物多様性の利益となるように病
害虫の密度をゼロに近いレベルに維持するための持続的な病害虫防除手法を用いるものがある 153。現在ニュー
ジーランド全体で「本土内の島」は、柵で囲まれたものが 25 超、囲まれていないものが 100 存在する。これ
らの場所における病害虫防除措置の間のつながりを高めることで、適切な管理指導により病害虫防除が国全体に
拡大すると期待されている 154。
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図 9.4 ニュージーランドの非在来哺乳類の種数（1876 ～ 2005 年）。点はデータポイント、白い帯は 95％信頼区間を表す 155。





目標の重要性
気候変動と海洋酸性化（空気中の二酸化炭素の増

加に起因）は、生態系及び生態系サービスに対する
一層重大な脅威になってきている。サンゴ礁、山地、
河川等一部の生息地は、これらの圧力の一つ又は双
方に対し特に脆弱である。気候変動の緩和は明らか
に長期的な重要優先課題であるが、その他の圧力を
軽減するための緊急的な措置をとることで、このよ
うな生態系の回復力を高め、生物多様性、及び生態
系に依存する何百万もの人々の生計を保護すること
ができる。これは喫緊の課題であり、本目標の期限
が他のほとんどの目標における 2020 年ではなく
2015 年に決定されたのはそのためである。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

サンゴ礁への複合的な人為的圧
力が最小化され、その健全性と
機能が維持される 1

気候変動又は海洋酸性化により
影響を受けるその他の脆弱な生
態系への複合的な人為的圧力が
最小化され、その健全性と機能
が維持される

未評価
海草生息地、マングローブ、
山地等の脆弱な生態系につ
いての評価に必要な情報が
不十分

気候変動に脆弱な生態系目標

2015 年までに、気候変動又は海洋酸
性化により影響を受けるサンゴ礁その他
の脆弱な生態系について、その生態系を
悪化させる複合的な人為的圧力が最小化
され、その健全性と機能が維持される。
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最近の傾向、現状及び将来の予測
サンゴ礁を悪化させる複合的な圧力は、陸域の

活動に由来するものも海域の活動に由来するもの
も増大し続けていることから、締約国が合意した
2015 年までに本目標が達成されると考えるのは
非現実的である。脅威にさらされていると分類さ
れたサンゴ礁の割合は、最新データがある 2007
年までの 10 年間で 30％増加した。過剰漁獲及び
破壊的な漁法が最も広がっている脅威で、サンゴ
礁の約 55％に影響を及ぼしている。沿岸域の開発、
また農業や下水に由来する栄養塩類等陸域由来の
汚染は、それぞれサンゴ礁の 4 分の 1 に影響を
与え、海洋由来の汚染は約 1 割のサンゴ礁に影響
を及ぼしている。局地的な圧力は東南アジアで最
もひどく、95％近くのサンゴ礁が脅威にさらさ
れている 156。

既存又は設置予定の大型の海洋保護区（MPA）
は、サンゴ礁のよりよい保護の機会を提供する。
よく遵守され、陸域での保護措置も組み合わせら
れた MPA は、サンゴ礁における漁業資源の再構築、
さらにはサンゴの白化からの回復にも貢献してき
た 157。しかしながら、一部の MPA ではこれまで
のところ、漁業由来の脅威をほんの 15％程度しか
軽減できず、サンゴ礁への圧力の緩和効果に乏し
かった 158。

カリブ海の最近の研究において、過剰漁獲や水質
汚染といった局地的な脅威の管理と組み合わせて、
温室効果ガスの効果的な排出削減措置をとれば、
サンゴ礁が今世紀末まで再生され、海洋酸性化に
よる影響を切り抜ける好ましい環境が創り出され
るであろうことが示唆された（図 10.1 参照）159。

GBO-4 のための評価はサンゴ礁に重点を置いて
行われたが、特に気候変動に脆弱なその他の生態
系としては、雲霧林やパラモス（熱帯アメリカ地
域の高地ツンドラ）等の山地生態系や、海面上昇
に脆弱な低地生態系等がある。

気候変動に脆弱なサンゴ礁及びその他の生態系
への複合的な圧力を低減するような、特定の措置
を取り上げている生物多様性国家戦略及び行動計
画（NBSAP）又は国別報告書はほとんどない。例
外はブラジル、フィンランド、日本で、これらの国々
はすべて脆弱な生態系への人為的圧力低減のため
の目標を設定している 160。

Box 10.1. 民間によるサンゴ礁の管理を通じた局地的な脅威の軽減

人為による局地的な脅威は、東南アジアのサンゴ礁にとって最大のリスクとなっている。しかし、地域におけ
るサンゴ礁の管理は、資源不足により制限されることが多い。この問題の克服に向けた一つの手法として、民間
部門の資源をサンゴ礁保全のために活用することが挙げられる。マレーシア・サバ州におけるスグド島海洋保全
区（SIMCA）の設置は、地域のサンゴ礁と海洋環境を保護するため、SIMCA 内の唯一のダイビングリゾートの
所有者達が開始した。リーフガーディアンという保全組織が、SIMCA 内のサンゴ礁に対する局地的な脅威を軽
減するための保全活動を管理する。保全活動には、違法漁業を規制する執行パトロールの強化、カメのモニタリ
ングと保全、サンゴ礁と環境のモニタリング、下水及び廃水の処理、サンゴの捕食者（オニヒトデ）の除去、海
洋保全に関する意識啓発のための児童向け教育プログラムの実施等がある。リーフガーディアンの保全活動は、
寄付金及び助成金に加え、ダイビングリゾートの利用者に課す保全料で賄われている。SIMCA 内のサンゴ被度
や魚類の豊富さは漁業海域を上回っているほか、カメの産卵場所も時を経て増加傾向を示している 161。
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図 10.1. 早めの行動が、いかにサンゴ礁に時間を与えるか。温室効果ガス排出量が多く、過剰漁獲の制御に失敗したシナリオでは、カリブ海のサ
ンゴは海洋酸性化のために 2020 年代までにその骨格を維持できなくなる。他方、植食性のブダイ等を保護すると、そのような状況を 10 年程度遅
らせることができる。温室効果ガス排出量を抑制する行動を強制した場合でも、過剰漁獲への対処がなければサンゴは 2030 年代までに脆弱な状
況におかれる。しかるに、カリブ海のサンゴ礁が今世紀末まで再生されるよう、よい状況を与えるためには、排出と過剰漁獲への取組を組み合わせ
ることが重要である 162。



目標に向けて進捗を促す行動
すでに述べたように、本目標が 2015 年の期限

に達成されることはないであろう。従って、各国
や関連機関が 2020 年までのできる限り早い時期
に本目標を達成するための行動をとることは、特
に急を要する。GBO-4 で用いられた様々な根拠資
料に基づくと、以下のような行動が効果的であり、
より広範に適用された場合、目標 10 に向けた進捗
を加速させるのに役立つであろう。そのような措
置がとられれば、生態系に基づく適応を通じてサ
ンゴ礁や密接に関連する生態系の回復力が高まり、
財やサービスの提供の継続が可能になる。他の愛
知目標にも寄与する場合はカッコ内に記す。

 • 地元の漁業に関わる先住民及び地域社会と個人
の権限の強化等を通じて、サンゴ礁や密接に関
連する生態系（マングローブ林、海草系等）に
おける漁業を持続可能な形で管理する（目標 6）。

 • サンゴ礁の脅威となる汚染やその他の陸域の活
動を低減するために、沿岸域及び陸域の流域を
統合的に管理する（目標 8）。

 • サンゴ礁や密接に関連する生態系における、海
洋・沿岸の保護区や管理水域の空間的範囲と有
効性を増大させる（目標 11）。

 • サンゴ礁生態系の健全性と回復力が悪影響を受
けないように沿岸開発を管理し、観光客及び旅
行業者向けのガイドラインの活用等を通じて、
持続可能なサンゴ礁観光を促進する。

 • サンゴ礁に依存する沿岸社会で持続可能な生計
と食料安全保障を維持し、適切な場合には、実
行可能な代替生計手段を提供する（目標 14）。

 • 国レベルで、気候変動や関連する影響に脆弱な
他の生態系を特定し、これらの生態系の回復力
を高める措置を実施し、その有効性のモニタリ
ングを実施する。



生態系、種及び遺伝子の多様性を保護することにより、
生物多様性の状況を改善する。

戦略目標C

愛知目標



これまでのセクションで取り上げた生物多様性損失の根本要因とその圧力に対処するための長期的な行動
とともに、生態系、種及び遺伝的多様性を保護するための直接的な介入は、生物多様性の損失を回避するた
めに必要とされるポリシー・ミックスに不可欠な要素である。本戦略目標下の各個別目標の進捗には相反す
る傾向が見られる。新たな保護地域のための現在のコミットメントが目標の期日の 2020 年までに実現すれ
ば、生物多様性のために保護されている陸地及び沿岸域の面積は、2010 年に各国政府によって設定された
閾値に到達する可能性がある。しかしながら、これらの保護地域が、エコリージョン（Ecological Regions）
を代表し、生物多様性にとって特別に重要な地域となり、十分なつながりを有し、適切に管理され、地域住
民の支持を得られるようになるには、大幅な追加的措置が必要である。特定の絶滅危惧種を支えるための行
動が絶滅の回避に有効であることが証明されているものの、多くの種群が絶滅へ向かう全体的な傾向を反転
させるには不十分である。その成功は、根本的な要因と直接的な圧力への対処がさらに進展するかどうかに
大きくかかってくるだろう。遺伝資源の生息域外での収集を通じた植物の遺伝的多様性の保全行動が、この
目標のある側面を推し進めてきたが、栽培植物、家畜及びこれらの野生近縁種の遺伝的多様性にとっての脅
威は依然として大きい。



目標の重要性
人間活動による地球上の陸地や水面の占有がか

つてないほど拡大するにつれ、各国政府は、開発
と生物多様性保全を調和させる手段として、保護
地域のネットワークやその他の効果的な地域をベ
ースとする手段を拡大する必要性を認識するよう
になった。本目標は、陸地の保護地域の割合をわ
ずかに増加させ、現在は陸域に比べはるかに低い
海洋の保護地域の割合をより意欲的に増加させる
ことを示すものである。また、本目標は、単に保
護地域を増やせば生物多様性が保護されるわけで
はないことを認識している。保護地域は地球のエ
コリージョンの多様性を代表し、絶滅危惧種にと
って最も重要な生息地を含む必要があり、また連
結され、効率的に管理され、地域住民の支持を得
るものである必要がある。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

少なくとも陸域及び陸水域の
17％が保全される

4

少なくとも沿岸域及び海域の
10％が保全される

3

生物多様性と生態系サービスに
とって特別に重要な地域が保全
される

保護地域が生態学的な代表性を
示す

保護地域が効果的、衡平に管理
される

3

保護地域が良く連結され、より
広域の陸上景観や海洋景観に統
合される

3

3

生物多様性
生態系サービス

3

陸域・海域
陸水域

保護地域目標

2020 年までに、少なくとも陸域及び
内陸水域の 17％、また沿岸域及び海域の
10％、特に、生物多様性と生態系サービ
スに特別に重要な地域が、効果的、衡平
に管理され、かつ生態学的な代表性を示
し、良く連結された保護地域システムや
その他の効果的な地域をベースとする手
段を通じて保全され、また、より広域の
陸上景観や海洋景観に統合される。
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最近の傾向、現状及び将来の予測
生物多様性のために保護される地球上の陸域は

着実に増加しており、海洋保護区の指定も加速度
的に進んでいる（図 11.1、A 及び B 参照）。締約
国の 4 分の 1 近くが、すでにその陸域面積の 17％
を保護するという目標を達成している 163。現在の
ペースで増加すれば、陸域については 2020 年ま
でにこの 17％という目標を達成することが可能で
あろうし、これは陸域の保護地域を追加指定する
という既存のコミットメントによって補強される
164。全体としては、海洋に関する目標は達成に向
けた軌道には乗っていないと推測される。沿岸域
ではより大きな進展がみられているが、その一方
で、公海を含む外洋や深海の保護区指定ははるか
に少ない 165。

保護地域のネットワークは世界の多様なエコリ
ージョンをより代表するものになってきているが、
陸域のエコリージョンの約 4 分の１及び海域の半
分以上については、保護されている面積が 5％未満
となっている（図 11.1、C ～ E 参照）166。また、
現在の保護地域は、気候変動によって将来分布域
が移動することになる多くの種を保全するのに十
分ではないだろう 167。

2010 年時点では世界の河川流路の 17％が保
護地域内にあったものの、上流及び下流域の影響
のため、その保護の有効性は不確かである（Box 
11.1 参照）168。

入手できる限られた情報によれば、状況は改善
傾向にあると思われるものの、効果的に管理され
ている保護地域は少数であった 169。保護地域の効
果的かつ衡平な管理が確実に行われるようにする
ためには、更なる行動が必要である 170。

最新の生物多様性国家戦略及び行動計画を見る
と、生態学的な代表性、連結性、管理の有効性の
問題に対処している国は比較的少ないが、大部分
の国が保護地域の指定範囲拡大に関する目標を設
定していることがわかる 171。GBO-4 に向けて評
価した第 5 回国別報告書のほぼすべてで、本目標
の達成に向けてある程度進展していることが示唆
されている。各国が講じている措置の例としては、
新たな保護地域の設立計画（アゼルバイジャン、
ネパール、ニュージーランド、パキスタン）、既存
の保護地域の脆弱性評価の実施（ドミニカ）等が
ある 172。

Box 11.1. 陸水生態系の保護：特別な課題

陸水域を対象とした保護地域は少なく、保護地域が存在する場合もその多くのケース（例えば、ラムサール条
約湿地）では、脅威を効果的に緩和するような形で上流の保護または管理が行われていない。さらに、ダム等の
障害物の普及が保護地域を出入りする魚類の移動を妨げる可能性がある。保護地域の範囲と有効性についての地
域規模の評価によって、淡水生息地の保護が十分でないだけでなく、その範囲も、こうした生息地やそこに生存・
生育する種を保全するためには効果的ではないことが示されている。陸水域では、気候変動によって、多くの一
時的な河川系で現在普通にみられる、乾燥状態による負の影響が悪化する可能性がある。季節的もしくは長期的
な干ばつの後でより好ましい条件が再生されたときに、様々な環境で再び生息できる個体を維持するためには、
レフュージア（環境省注：生物の避難場所・環境）を保護することが不可欠である。また、人の土地利用の変化
やダム及び取水の拡大による河川の上下流域からの脅威を最小化し、管理することも、保護地域が陸水域及びそ
れが支える種にとって効果的であるためにはきわめて重要になるだろう 173。
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図 11.1. 世界全体における累積的な保護地域指定面積の割合の近年の傾向と 2020 年までの予測（根本的なプロセスは一定と想定）
A：陸域、B：海域における保護地域指定面積。どちらも基本的な傾向としては、継続的かつ大幅な増加がみられ、海域は加速度的に増加している。 
C：陸域、D：海域、E：淡水域における保護地域の割合の閾値（陸域 17％、海域及び淡水域 10％）に対する達成率については、すべてで大幅
な増加を示している。F：鳥類、哺乳類、両性類の分布域における保護地域指定面積の割合も増加しているが、そのペースは鈍化。
実線はデータ取得期間に対応するモデルと推測（外挿）、点はデータポイント、白い帯は 95％信頼区間を表す。
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目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 11 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 地球のエコリージョン、海洋沿岸地域（深海及
び外洋の生息地を含む）、陸水及び生物多様性に
とって特に重要な地域をより代表するため、保
護地域ネットワークやその他の地域ベースの保
全措置を拡大する。

 • 保護地域やその他の地域ベースの保全措置の管
理の有効性及び衡平性を改善し、定期的に評価
する。

 • 既存の陸域保護地域の上流及び下流にある河川
の保護と、流域内での移動を可能にする連結性
を維持するための追加的措置により、陸水環境
の十分な保護を実施する。

 • 保護地域の創設、規制、管理における、先住民
及び地域社会との協力を強化する（目標 18）

（Box11.2 参照）。

 • 気候変動が種分布の移行に与える影響への対処
を視野に入れた、保護地域及び保護地域間の連
結を設計し、管理する。

Box 11.2. タイにおける国立公園の共同管理

タイ北部のオブルアン国立公園では、先住民のコミュニティーと公園当局がより衡平で効果的な保護地域の管
理（目標 11 の要素）を達成するためのプロセスに取り組んでいる。1991 年に設立されたこの公園は、先住民
であるカレン族及びモン族の先祖代々の土地と一部が重複していた。2007 年タイ王国憲法が先住民及び地域社
会がその自然資源を管理することを認めている一方で、彼らは保護地域内に居住することを法的に許されていな
い。公園内での慣習的な農業用地の利用を制限されたことで、1990 年代後半には当局と地域社会の間の深刻な
衝突が起きた。

こうした緊張状態や懸念に対処するため、2005 年に、オブルアン国立公園の共同管理に向けたパイロット・
プロジェクトが策定され、2009 年以降、制約のない自発的な共同管理プロセスが実施されてきた。このプロセ
スは、対立地域の農地の地図化と境界策定、紛争地域の調査、村民が直面している問題についての議論、及び先
住民による実際の土地利用の慣行に対する共同のモニタリング等である。また、先住民は、公園の管理委員会の
会合への参加が認められ、作業計画に関する情報提供や相談を受けている。

共同管理という手法には、政府とコミュニティーの間の緊張状態の緩和、森林及び河川流域の保護の増加、先
住民及び地域社会にとっての生計の確保の改善等、目に見えるプラスの効果が明らかにあった。オブルアンでの
有意義な経験に基づき、公園の当局と地域社会は、共同管理の手法をタイの他の保護地域に拡大する道を探るこ
とに関心を寄せている。対立から協力への移行という点において大きな進展が遂げられ、生物多様性と人々の双
方にとっての利益となった。更なる重要なステップは、目標 11 の効果的な実施のためには、保護地域の革新的
な共同管理を支援するため、関連国内法を修正することである 174。



目標の重要性
人為的な原因による絶滅を減少させるためには、

変化の直接・間接的要因に対処する行動が必要で
ある。このため、本目標の達成は他の大部分の愛
知目標の達成状況によって大きく変わってくる。
しかしながら、既知の絶滅危惧種の差し迫った絶
滅は、多くの場合、そのような絶滅危惧種の生息
域保護、特定の脅威への対抗、生息域外保全によ
って、防ぐことができる。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

既知の絶滅危惧種の絶滅が防止
される

2

最も減少している種の保全状況
が改善され、維持される

1

絶滅リスクの減少目標

2020 年までに、既知の絶滅危惧種の
絶滅が防止され、また、それらのうち、
特に最も減少している種の保全状況が改
善され、維持される。
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最近の傾向、現状及び将来の予測
複数の分類群の絶滅リスクが高まる傾向は 2010

年以降減速していない等、多くの証拠から、現在
の軌道のままでは 2020 年までには本目標は達成
されないだろうとの高い確信が得られる。個々の
成功事例にもかかわらず、鳥類、哺乳類、両生類
及びサンゴ類の平均的な絶滅リスクは減少する兆
しがない（図 12.1 参照）。しかし、献身的な保全
の取組によって、この分類群のいくつかの種が絶
滅を回避できたことが実証されており、更なる行
動を取ることで、2020 年までに生じかねない絶滅
を防ぐ可能性がある 175。

鳥類及び哺乳類の観測された絶滅の増加速度は、
過去 50 年間で明らかに遅くなったが、報告までの
時間差により最近の絶滅が過小に見積もられてい
る可能性はある。淡水魚類等いくつかの群につい
ては、過去 1 世紀の間、絶滅の勢いは依然として
衰えていない 176。

予測されている生息地喪失の結果として、種の
絶滅リスクは、概して短期的には悪化すると予測
される。しかし、自然生息地が保護・再生され、

温室効果ガスの排出が削減されるという複数のシ
ナリオの下では、世界全体でもそれぞれの地域に
おいても、長期的に絶滅が大きく減少する可能性
がある 177。

本目標に関するプラスの傾向の一つとして、絶
滅危惧種の存続に極めて重要な場所が保護地域に
含まれる割合が増加していることが挙げられる。
しかしながら、そのような場所の 75％は依然とし
て十分に保護地域に指定されていない（図 12.1、
D 及び E 参照）。

GBO-4 に向けて評価された国別報告書の約 3 分
の 2 で、本目標の達成に向けて進展していること
が示されている。報告されている行動としては、
密猟による脅威の減少（南アフリカ）、特定の種の
繁殖計画（日本）、複数の種の保護指定（モンゴル、
ネパール）、レッドリストの作成（モロッコ）等が
ある 178。

Box 12.1. 南アジアにおけるハゲワシの絶滅の阻止

ハゲワシはかつて、インド、パキスタン、ブータン、ネパール、バングラデシュにまたがって数千万羽以上
が生息していたが、現在、絶滅寸前の危機にある。1990 年代以降、ハゲワシは野生生物種として人類史上最
大級の激減を経験した。インド亜大陸全土において、ベンガルハゲワシ (Gyps bengalensis)、インドハゲワシ
(Gyps indicus)、ハシボソハゲワシ (Gyps tenuirostris) という、かつては普通に見られたハゲワシ 3 種の個体
数が急激に減少した。大々的な調査の結果、個体数減少の原因はジクロフェナクという家畜の治療に使われてい
る抗炎症剤であると特定された。この薬は、ハゲワシにとって非常に有害で、腎不全を発症して死に至らしめる。
この危機に対し、インド政府は、ハゲワシにとって安全なメロキシカムという代替薬を承認し、規定の期間内に
ジクロフェナクを段階的に廃止する指令を制定し、まずは 2006 年に獣医療での使用を禁止した。しかしながら、
ジクロフェナクが引き続き入手可能であり獣医療に使用されていることを示す証拠が数多くあり、この地域にお
けるハゲワシの死と貴重な生態系サービスの損失が継続する結果となっている 181。
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図 12.1. 種の絶滅、絶滅リスク及び保全状況の主要評価基準の近年の傾向と 2020 年までの予測（根本的なプロセスは一定と想定）
A 観測された鳥類及び哺乳類の絶滅数：増加傾向 179 B 鳥類、哺乳類、両生類及びサンゴ類の統合レッドリスト指数：絶滅に向かう動きの継続を
示唆する大幅な減少 C 生きている地球指数：種の個体数の減少を反映した大幅な減少 D その保護によって既知の絶滅危惧種の絶滅が回避されう
る絶滅ゼロ同盟サイト（AZEs）の保護地域に指定されている場所の割合 E 重要野鳥生息地（IBA）：IBA の 75％は依然として十分に保護地域に指
定されていないものの、将来の絶滅の回避に向けた進展を示唆する大幅な増加 180 F 種の保護のための資金：2010 年から 2020 年にかけての根
本的な傾向に顕著な変化なし。実線はデータ取得期間に対応するモデルと推測（外挿）、点はデータポイント、白い帯は 95％信頼区間を表す。
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目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 12 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。種の絶滅リスクの減少
は、いくつかの他の目標の達成に直接関連する行
動の実施に大きく依存する。他の愛知目標にも寄
与する場合はカッコ内に記す。

 • 種の保全状況の評価に基づく、保全活動の対象
とする種の特定と優先順位を設定する（目標
19）。

 • 国、地域、世界における既存の種の保全状況評
価における差異を解消する（目標 19）。

 • 取引規制、飼育下繁殖、再導入等を介した、特
定の絶滅危惧種を直接の対象とする具体的な保
全活動を含む、種の行動計画を策定し、実施する。

 • 絶滅危惧種の唯一の個体群が生息する場所とい
った、生物多様性にとって特に重要な場所に高
い優先度を与える、より代表的でより良好に管
理された保護地域システムを確立する（目標
11）。

 • 生息地の喪失・劣化・分断化を減らし（目標 5）、
劣化した生息地を積極的に回復させる（目標
15）。

 • 漁業が海洋生態系及び非対象種に与える影響を
考慮した漁業慣行を推進する（目標 6）。

 • 特に、島嶼の生息種や世界的に分布域が狭い種
の絶滅回避にとって重要である、侵略的な外来
種や病原体を防除もしくは根絶する（目標 9）。

 • 持続可能な土地利用慣行を通じて、生息地への
負荷を軽減する（目標７）。

 • ワシントン条約（絶滅のおそれのある野生動植
物の種の国際取引に関する条約、CITES）の下で
合意された活動等によって、国内取引または国
際取引のために種が持続不可能な形で利用され
ることがないようにする、そして違法な殺害や
取引を防止し、これらに由来する製品の需要を
削減するための措置を講じる（目標４）。



目標の重要性
遺伝的多様性は、農業システムの回復力を高め、

気候変動による影響の増大等変化する環境に適応
するための方法を提供する。遺伝的多様性はまた、
文化遺産の重要な構成要素でもある。この多様性
を維持するためには、何千年もの間にわたり農業
従事者によって育種されてきた多くの栽培植物や
家畜の品種保全と、その形質が将来的な植物の品
種改良に必要不可欠であり、ひいては食料安全保
障を支えることになる作物の野生近縁種の保全が
必要である。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

栽培植物の遺伝的多様性が維持
される

3

家畜動物の遺伝的多様性が維持
される

3

野生近縁種の遺伝的多様性が維
持される

2

社会経済的、文化的に貴重な種
の遺伝的多様性が維持される

この要素の評価に必要な
情報が不十分

遺伝的侵食を最小化し、遺伝的
多様性を保護するための戦略が
策定され、実施される

3

遺伝的多様性の保護目標

2020 年までに、社会経済的、文化的
に貴重な種を含む栽培植物、家畜動物及
びその野生近縁種の遺伝的多様性が維持
され、また、その遺伝的侵食を最小化し、
遺伝的多様性を保護するための戦略が策
定され、実施される。
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最近の傾向、現状及び将来の予測
特に植物の遺伝資源の生息域外での収集は向上

され続けており、また生産環境における遺伝資源
の保全活動も強化されている 182。生育域外保全に
関する主要な取組には、2014 年に 4700 種を超
える植物の種 82 万 4,000 粒以上を貯蔵したスヴ
ァールバル世界種子貯蔵庫及び、現在 3 万 3,000
種を超える植物の種 20 億粒近くを貯蔵するミレニ
アム・シードバンク・パートナーシップ等がある。

分析した第 5 回国別報告書の約 3 分の 2 が、本
目標の達成に向けて一定の進捗があったことを示
している。CBD への報告書に書かれている各国の
行動は、栽培植物の遺伝的多様性の保全に集中し
ており、家畜または作物の野生近縁種の遺伝的多
様性を保全するための措置に関する報告はわずか
であった。各国が講じた措置の例としては、42 万
3,000 が収蔵された中国の国立作物遺伝資源バン
クや、1 万 2,800 の野生種から 10 万 8,000 が収
蔵された同国の南西部野生種遺伝資源バンク等が
ある 185。

多くの作物の遺伝的多様性が、伝統的な作物品
種という形で農業の現場で維持され続けている。
しかしながら、一般に遺伝子プールの縮小を促す
ような農業慣行及び市場の嗜好の変化に直面し、
地域固有の品種の長期的保全を確実にできるよう
にするための支援は現在限られている。作物の野
生近縁種は生育地の喪失や分断化及び気候変動に
よっていっそう脅かされているが、これら脅威に
対処する保護地域や管理計画はほとんどない 186。
伝統的な作物及びその野生近縁種の遺伝的侵食の
程度は穀類が最大で、野菜、果物、ナッツ類、食
用豆類がそれに続く 187。

家畜の遺伝的多様性も失われており、これまで
に評価された 8,200 種の 6 分の 1（16％）以上が
絶滅の危機にある 188。近年の傾向に基づき、また
現在の圧力が継続すると仮定すると、2020 年まで
にこの割合はさらに大きくなると予測される（図
13.1 参照）。

遺伝的侵食や脆弱性の最小化と遺伝的多様性の
保護のための国レベル及び国際レベルでの戦略や
行動計画の策定に関しては、植物及び動物の遺伝
資源のための FAO の世界行動計画が、その枠組み
を提供している 189。しかしながら、既存の保全措
置には重大な欠落がある。
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図 13.1.
A：FAO に報告された世界の陸生動物品種のリスク状況毎の割合 190

と、B：絶滅の危機にあると分類される品種の割合（％）の推移と
2020 年までの予測（根本的なプロセスは一定と想定）。実線はデータ
取得期間に対応するモデルと推測（外挿）、点はデータポイント、白い
帯は 95％信頼区間を表す。
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目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 13 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 生息域内での遺伝的多様性の維持における、先
住民及び地域社会、並びに農業従事者の役割認
識と協力強化等を通じた、生産システムにおい
て栽培植物や家畜動物の地方品種や在来品種を
維持するための公共政策と奨励措置を推進する

（目標 2、3、7）（Box13.1 参照）。

 • 動植物の育種作業計画における、遺伝的多様性
の活用と維持を強化し、遺伝的多様性の重要性

と食料安全保障への寄与についての意識向上を
図る（目標 1、7）。

 • 作物と家畜の野生近縁種保全を保護地域管理計
画へ組み込み、野生近縁種の分布調査を実施し、
保護地域ネットワークの拡大もしくは形成のた
めの計画に当該情報を盛り込む（目標 11）。

 • 試験管内保存を含む、動植物の遺伝資源のジー
ンバンク等、国及び国際レベルの生息域外保全
に対する支援を維持する。

Box 13.1. 家族経営の小規模農場における伝統的な作物の多様性の維持

ある調査で、5 大陸の 27 の作物種のデータが集められ、農場での作物品種の多様性の全体的な傾向が確認さ
れた。多様性、均質性、及び相違の測定の結果、農場では、伝統的な品種という形で、作物の遺伝的多様性が相
当維持されていることが明らかになった。この調査は、一部の例では、将来の環境の変化や社会・経済的なニー
ズに対応するための保険として、多様性が維持されるかもしれないことを示唆していた。それ以外では、農業経
営者は明らかに、現在の多様なニーズや目的に応える品種を選択していた。これは、小規模農場の多くが、農場
において作物の遺伝的多様性を維持する主要な原動力として、作物品種について多様な戦略を採択することの重
要性を浮き彫りにしている 191。





生物多様性及び生態系サービスから得られる
すべての人のための恩恵を強化する。

戦略目標D

愛知目標



生物多様性は、食料、清浄な水、廃棄物の除去、極端な事象の影響の緩和といった、人間にとって不可欠
な生態系サービスを支えるものである。生物多様性戦略計画は、生態系が人々にもたらす恩恵にかんがみ、
人間の福利にとって特に重要なこれらの生態系を保護・回復する必要性について特別な関心が必要であると
認めている。特に貧困層や弱者に対して様々なサービスを提供する多くの生態系が減少し続けていることか
ら、この戦略目標を達成するためにはかなりの追加的行動が必要であることが示唆される。一方で、劣化し
た生態系を回復するために大きな前進がすでに実施されたり、計画されたりしており、遺伝資源へのアクセ
スから生じる利益のより衡平な配分を目指す名古屋議定書が、2014 年 10 月 12 日に発効する。



目標の重要性
陸域、淡水及び海洋の生態系のすべてが様々な

生態系サービスを提供している。しかしながら、
一部の生態系は、毎日の物理的・物質的・文化的・
精神的な需要を満たすための財とサービスを提供
することで人の健康や福利に直接寄与するサービ
スを提供することから、特に重要である。本目標は、
そのような生態系の回復や保護に特に焦点を当て
た政策の必要性に注意を向けるものであり、生物
多様性の保全と、持続可能な開発に関する目標や、
貧困層・女性・先住民及び地域社会のニーズとを
結びつけるものである。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

水に関連するサービス等、不可
欠なサービスを提供し、人の健
康、生活、福利に貢献する生態
系が回復され、保護される

2

女性、先住民及び地域社会、貧
困層及び弱者のニーズが考慮さ
れる 1

生態系サービス目標

2020 年までに、水に関連するサービ
ス等、不可欠なサービスを提供し、人の
健康、生活、福利に貢献する生態系が、
回復及び保護され、その際には女性、先
住民及び地域社会、貧困層及び弱者のニ
ーズが考慮される。
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最近の傾向、現状及び将来の予測
湿地や森林といった、生態系サービスにとって

重要な生息地の損失と劣化は継続している。最近
の準世界的な評価からは、生態系が人に提供する
サービスが世界的に減少する傾向にあることが確
認されている。たとえば、英国全国生態系評価

（2011 年）は、このようなサービスを提供する生
態系の面積や状態の縮小・悪化を主因として、生
態系サービスの 30％が低下していると結論づけて
いる。しかしながら、そのような評価では、長期
的には生態系サービスが改善するシナリオも特定
されている 192。

海洋健全度指数（OHI）によって測定された海
洋生態系の状態は、食料の供給、娯楽、沿岸保護、
炭素貯蔵といった幅広いサービスによって人々の
ニーズに応えるその潜在能力に対して大幅に劣っ
ている（Box 14.1 参照）193。気候変動と関連する
北極圏の海氷の減少は、北方の先住民及び地域社
会にとって特別な課題となっている（Box 14.2 参
照）。

多くの国が、都市部住民への水の供給といった
不可欠なサービスを提供する生態系を保護するた
めの行動を実施している（Box 14.3 参照）。しか
しながら、この世界的な目標に明確に対処するた
めの国内目標を設定している国はほとんどない。
GBO-4 に向けて分析した最新の国別報告書の約 3
分の 2 では、本目標の達成に向けた一定の進展が
あったことが示されている。取られている措置と
しては、生態系に関する管理計画の策定、重要な
流域の維持もしくはその管理計画の策定等がある。
国別報告書では、女性、先住民及び地域社会、貧
困層や弱者のニーズの考慮についての言及はほと
んどなかった 194。

全体として、入手可能な証拠からは、この目標
を 2020 年までに達成するための進展を示す兆候
はほとんど見られない。先住民及び地域社会、女性、
貧困層及び弱者にとって特に重要なサービスにつ
いては、間違った方向に進んでいるようだ。

Box 14.1. 海洋健全度指数（OHI）

海洋健全度指数は、10 の公共の目標（伝統的
な零細漁業の機会、生物多様性、沿岸保護、炭素
貯蔵、清浄な水、食料供給、沿岸域の生計と経済、
天然の産物、場所の感覚、観光・娯楽）のポート
フォリオを用いて、排他的経済水域（EEZ）内の
海域の海洋生態系の全体的な状況を測定するもの
である 195。各目標は現状や傾向、それらへの圧力
とそれらがもつ回復力について検討することで評
価される。こうして得られた得点を平均化するこ
とで全体的な指数が決まる（各目標の重みは同じ）。
2013 年の EEZ 内における海洋の指数は 100 点満
点中 65 であり、重要なベンチマークとなっている
ほか、各目標について改善の余地が大いに残され
ていることが示唆された。指数は 41 から 94 まで、
国によって大きく異なる。
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図 14.1. 海洋健全度指数のスコア（内円）と、個別の目標について
のスコア（色分けされた部分）。
すべての国について世界的な分野別加重平均として示されている 196。



98 戦略目標D

目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 14 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 社会的弱者がその健康や栄養、福利及び生計全
般において直接依存している生態系や、災害リ
スクの低減に役立つ生態系に特に注意を払いつ
つ、生態系サービスの提供にとって特に重要な
生態系を、関連ステークホルダーの関与を得て、
必要に応じて総合的な評価手法や参加型の評価
手法を用いて国レベルで特定する（目標 19）。

 • 目標に向けた行動を促進するために、特に重要
な生態系の状態や、生態系が提供する不可欠な
サービスの状態のモニタリングを改善する（目
標 19）。

 • 生態系を破壊・分断・劣化させるようなインフ
ラに対する有害な補助金やその他の形態の公的
な支援を撤廃する（目標 2、3）。

 • 不可欠なサービスを提供する生態系（湿地、サ
ンゴ礁、河川、「給水塔」としての森林や山地等）
に対する圧力を低減させるとともに、必要なと
ころでは、その保護や回復を強化する（目標 5、6、
7、8、9、10、15）。

 • 先住民及び地域社会が保持している生態学的な
システム、プロセス及び利用に関する伝統的知
識へ投資し、またそれらを活用し、持続可能な
慣習的利用を促進する（目標 18）。

Box 14.2. 北極の海氷の減少と生態系サービスに与える影響

海氷の消失は、食物網全体にもたらす変化により、北極海における生物の構成要素に影響を与える。この変化
は、海氷に依存する藻類から、鳥類、魚類、海生哺乳類のほか、移動、食料、経済的な機会や文化的な活動につ
いて海氷に依存する人間社会まで、あらゆるものに影響を及ぼす。

環境及び野生生物におけるこのような変化は、北方の人々の食の安全保障や野生動物と生息地の管理にも関係
する。すでに、先住民が猟期を調整するといった適応が起こっている。しかし、先住民及び地域の人々が保有す
る環境に対する知識や信頼性は、急速な変化が進行している自然によって試されている。

海氷生息地と関連する生物多様性の保護は気候変動と関係している。北極圏の生物多様性が直面する保全上の
課題に十分に対処するために、国際協力がますます必要になっている 197。
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Box 14.3. 南アフリカにおける都市部の水供給を守るための河川の再生

南アフリカで 2 番目に大きい都市であるダーバン（環境省注：ズール語で eThekwini）は水の安全保障
の大きな課題に直面している。ダーバンの水は主に、ウムゲニ川の集水域から来ているが、そこでは、工業
及び集約農業が、廃水処理の失敗や水を大量に必要とする侵略性の植物と相まって、ダーバンに送られる水
の量と質を危うくしている。同市の水・衛生局は、水施策局の KZN 地域事務所やウムゲニ・ウォーター社、
uMgungundlovu 地区当局、Msunduzi 地方当局、南アフリカ国立生物多様性研究所（SANBI）等と共に、ウ
ムゲニ川の集水流域における水の安全保障の改善を目的とした生態系に配慮したインフラ投資にむけた連携・調
整を促進するためのパートナーシップの設立を主導した。2013 年に発足したウムゲニ・エコロジカル・インフ
ラストラクチャ・パートナーシップは、36 の政府や市民社会組織から構成され、そのうち 17 の団体が覚書に
署名した。覚書に署名したのと同じ日、生態系に配慮したインフラを修復する 3 つの試験事業が開始された（パ
ルミエット河川回復計画、ベインズ・スプルート * 回復計画、セイブ・ミッドマー・ダム計画）。このパートナ
ーシップから得られた教訓が、南アフリカの他の場所において、景観レベルでのパートナーシップを通じた、生
態系に配慮したインフラの維持及び修復への投資への情報提供に役立っている 198。

注：スプルートとは、アフリカ南部で通例雨期だけ出現する小川。



目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

保全と回復を通じて、生態系の
回復力と炭素貯蔵に対する生物
多様性の貢献が強化される

2

劣化した生態系の少なくとも 15
％が回復され、気候変動の緩和と
適応及び砂漠化対処に貢献する

3

目標の重要性
生息地の消失、分断化及び劣化を、生態系の回

復を通じて反転させることは、生物多様性の回復
と炭素隔離の双方にとって絶好の機会となる。再
生された景観や海観は、生態系や社会の順応能力
等、回復力を高めることができ、気候変動への適
応に貢献し、生態系サービスと人々への恩恵、特
に先住民及び地域社会や農村の貧困層への恩恵を
創出する。

生態系の回復と回復力（レジリエンス）目標

2020 年までに、劣化した生態系の少
なくとも 15％の回復を含む生態系の保全
と回復を通じ、生態系の回復力及び炭素
貯蔵に対する生物多様性の貢献が強化さ
れ、それが気候変動の緩和と適応及び砂
漠化対処に貢献する。



101目標15 生態系の回復と回復力（レジリエンス）

最近の傾向、現状及び将来の予測
生態系の回復に関する科学と実践はここ数十年

で大幅に前進し、例えば播く種子の選択や放牧管
理、水、火災及び侵略的な外来種の管理における
成功の可能性を大幅に高める様々なツールや技術
が提供されている 199。

一部の枯渇もしくは劣化した生態系（とくに湿
地や森林）の回復の取組が、時には、中国で見ら
れるように非常に大がかりな規模で進行中である

（Box 15.1 参照）200。多くの国や組織、企業が、
広大な面積の再生を約束している（図 15.1 参照）
201。欧州、北米、東アジア等の地域における耕作
地の放棄は、大規模な「受動的な自然再生」を可
能にしつつある（Box 15.2 参照）。

多くの国が生態系の回復に関する目標を設定し
ている。たとえば、ベルギー、ベラルーシ、ブラジル、
ドミニカ、日本、マルタ、英国及び EU が、劣化し
た土地の少なくとも 15％を回復させるという目標

を設定した。一方で、オーストラリアは 2015 年
までに、イラクは 2020 年までにそれぞれ 10 万
ha を回復させるという目標を掲げている。ナミビ
アは、2022 年までに優先地域の 15％を回復させ
ることを目指している 202。GBO-4 に向けて評価
した国別報告書の約 4 分の 3 が、本目標の達成に
向けてある程度進展していることを示している 203。

現在実施または計画されている様々な取組を組
み合わせることで、私たちは劣化した生態系の 15
％の回復に向けた軌道に乗ることができるかもし
れないが、現在の軌道のままで 2020 年までに本
目標が達成できるかどうかは、評価が難しく、確
信は持てない。回復や保全のための取組にもかか
わらず、世界の主要な炭素貯蔵源である森林は依
然として純減を示しており、本目標のこの要素に
ついては、全体として進展しているとは言えない。
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図 15.1. 
A：世界回復ネットワークのデータベースに
おける活動中の回復プロジェクト（2014 年
2 月現在）。点の大きさが回復プロジェクトの
面積を示す。B：劣化の種類別に見た回復プ
ロジェクト 204
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目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 15 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 脆弱な場所（河道、沿岸、傾斜地、丘の頂上等）
における在来の植生の保護及び必要な場合には
回復を提供し、生態学的なつながりを強め、さ
らに必要に応じ、最小限の在来植生地域を指定
することができる、土地利用の地図作成や計画
のための包括的な手法を策定する（目標 5、目標
11）。

 • 先住民及び地域社会等による現在の土地利用を
十分に考慮した上で、劣化の激しい生態系、生
態系サービスや生態学的つながりにとって特に
重要な場所、農地利用やその他の人的利用の放
棄が進んでいる場所等を含め、自然回復のため
の機会や優先地域を特定する（目標 14）。

 • 環境に関する許可手続きや、湿地ミティゲーシ
ョン・バンク等の市場手段、生態系サービスへ
の支払い制度、市場に基づかない適切なメカニ
ズム（目標 2、目標 3）。

 • REDD+ メカニズム等の、国または民間の支援を
受けた受動的及び能動的な植林プログラムを通
じた、炭素隔離への生物多様性の寄与を増加さ
せる

 • 可能な場合には、所得創出と再生活動を結び付
けることで、再生活動を経済的に存続可能なも
のにする（目標 2、目標 3）。

 • たとえば近隣地域における農地や放牧地の生産
性の持続可能な増加のための支援を提供したり、
雇用を創出したりすることによって、大規模な
自然再生の推進と地域社会の長期的な社会経済
的ニーズの充足とを同時に達成することを目的
とした、ステークホルダーの関与を伴う統合的
な景観手法を推進する（目標 7）。

Box 15.1. 中国における生態系の再生

中国における砂漠化、砂嵐及び洪水は、中国の 2 大河川である長江及び黄河の上流部を含む中国の広範囲な
土地の劣化によって引き起こされてきた 205。パイロット事業は 1999 年に開始され、その後、自然林資源保全
計画や農地の森林への復元計画等に拡大された。これらの重要な生態学的プロジェクトには 800 億米ドル以上
が投入されてきた。自然林の大部分で伐採が禁止されたほか、25 度以上の傾斜がある耕作地については、階段
状にするか浸食から守る植生で回復させることが義務付けられている 206。農地の損失に対する補償として、農
業従事者は助成金と穀物を受け取るほか、回復された森林や牧草地から生じる利益をすべて受け取ることができ
る 207。

2001 年以降、主要プロジェクト地域の生態学的な状況は改善した。全国の森林資源は、48 万 2,000km2 の
森林再生に伴って増加の一途をたどり、森林被覆も 10 年前に比べて 23％増加した。現在の森林被覆率は 20.4
％に達しており、10 年前から 4％ポイント増加している。森林保護区は 137 億 2,000 万 m3 に達し、10 年前
より 20％以上増加している。これらのプロジェクトは、生息地の回復を強化したほか、野生種の個体数の増加
にも寄与した 208。

しかしながら、地域住民は環境再生の必要性を認識しているものの 209、同国の補助金が撤廃されれば一部の
生息地は劣化する可能性があるという兆候がある。



103目標15 生態系の回復と回復力（レジリエンス）

Box 15.2. 欧州における耕作地放棄及び再自然化 210

欧州の景観には数千年にわたって人間が圧力を
かけてきた跡がある。過去数十年間に、世界規模
で市場の競争が激化するにつれ、生産性が低く耕
作が難しい地域の欧州の農業経営者にとって、農
業は採算の合わないものになった。これが 20 世
紀半ば以降の農村の大幅な過疎化につながり、人
里離れた地域における「人口減少の輪」を加速させ、
これを抑制したのは欧州農業共通政策の補助金シ
ステムのみであった。1990 年から 2000 年の間
に、50 万ヘクタール近くが農地から（半）自然地
へと転換された。将来のシナリオでは、人里離れ
た地域の高齢化する農村人口は置換されないので、
欧州の半自然な草原及び山間地にある農地の縮小
が進むと予測されている。2030 年までに 27 の
EU 加盟国の農地全体の最大 15％がさらに減少す
ると予測するシナリオもあり、先進国で 2050 年
までに主要食用作物栽培用地の最大 20％が失われ
るとする予測と一致する。放棄が予測される場所
は主に山間地であるが、より一般的には、欧州中部、
ポルトガル北部及びスカンジナビア半島南部にお
いても予測される（図 15.2 参照）。

再自然化は、自然な生態学的遷移を回復させ、
自立的な生態系と生態的過程につながることを目指すものであり、自然のプロセスに基づく保全手法を重視する。
欧州の耕作地のほとんどは、放棄されてから（半）自然な状態に移行するまでに 12 ～ 20 年を要するが、40
年以上を要する場合もある。森林が優占するまでには、それからさらに 15 年、ときには 50 年以上が必要となる。
さらに、農業の撤退により、種の侵略や火災に対して土地が脆弱になる可能性がある。こうした「受動的な再生」
についての制約は、その土地に特化した種子バンクの設立、もしくは草食動物や計画的な火入れ等の攪乱因子の
再補強もしくは再導入等、積極的な措置を放棄後の早い段階に実施することで克服できる。

近年のレビューでは、土地の放棄及び再自然化の恩恵を受ける動物として鳥類 60 種、哺乳類 24 種、及び無
脊椎動物 26 種が特定される一方、101 種の不利益を被る種も特定された。欧州では現在、野生動物が戻って
きており、多くの地域で局所的に絶滅しているスペインアイベックス、ヘラジカ、ノロジカ、アカシカ、イノシシ、
キンイロジャッカル、ハイイロオオオカミのような欧州の大型動物種が確認されている。しかしながら、土地
の放棄はカオジロガン、シュバシコウ、ヒメチョウゲンボウ、セーカーハヤブサ、ヒゲワシ、カタシロワシの
ような鳥類にとって脅威であること確認されている。それでも、農地に関係する種に再自然化が及ぼす影響は、
これらの種の代替生息地への適応及び地域規模での生息地のモザイクの維持によって緩和される可能性が高い
だろう。

< 2%
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6 12%

12 25%

25 50%

> 50% データなし

図 15.2. 2000 ～ 2030 年に農地から森林もしくは半自然生息地に移行
すると予測される地域。数字は 100 ㎢のグリッドセル毎の割合（％）211



戦略計画の実施と条約の 3 つ目の目的の達成にと
って重要な目標である。

目標の重要性
遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平

な配分は、生物多様性条約の 3 つの目的の 1 つで
ある。2010 年に採択された名古屋議定書は、こ
の目的を履行するための透明性のある法的な枠組
みを提供する。名古屋議定書は、締約国に対して
アクセス、利益配分及びコンプライアンスに関す
る措置を義務づけることによって、遺伝資源と遺
伝資源に関係する伝統的知識のほか、遺伝資源の
利用から生じる利益を対象としている。名古屋議
定書の発効と各国によるその運用は、生物多様性

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

名古屋議定書が施行される

55

名古屋議定書が国内法制度に従
って運用される

4

遺伝資源へのアクセスと
遺伝資源から生じる利益の配分目標

2015 年までに、遺伝資源の取得の機
会（アクセス）及びその利用から生ずる
利益の公正かつ衡平な配分に関する名古
屋議定書が、国内法制度に従って施行さ
れ、運用される。



105目標16 遺伝資源へのアクセスと遺伝資源から生じる利益の配分

最近の傾向、現状及び将来の予測
遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる

利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
は、生物多様性条約の 51 の締約国 212 による批
准を受け、2014 年 10 月 12 日に発効する（図
16.1 参照）。このため、本目標の構成要素は期日
に先立ち達成された。名古屋議定書の発効は、遺
伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配
分のための新たな機会となる。

名古屋議定書の原則に従った合意についての例
はすでに存在しており、そこでは、遺伝資源の提
供者が遺伝資源の利用から生じた利益を享受して
いる。他にも、地元の動植物種に関する伝統的な
知識の利用に由来する製品やサービスの開発から
生じる利益を先住民及び地域社会に提供する、ア
クセス及び利益の配分に関する合意の事例が存在
する（Box 16.1 参照）。

図 16.1 2014 年 7 月 14 日までに名古屋議定書を批准、承認、もしくは加盟したことで発効を可能にした生物多様性条約締約国（深緑）もしく
は署名した締約国（薄緑）。
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目標に向けて進捗を促す行動
以下のような行動が、目標 16 の完全な達成を支

援するであろう。

 • 名古屋議定書への完全な参加を確実に実現する
ため、議定書の批准・受諾・承認・加盟の文書
をまだ寄託していない国が、できるだけ早く寄
託する。

 • 2015 年までに、名古屋議定書を実施するための
法的、行政的もしくは政策上の措置や制度的組
織を導入する。

 • ABS クリアリングハウスを通じて各国の情報を
提供する（Box16.2 参照）。

 • 先住民及び地域社会並びに民間セクターとの協
働等により、啓発や能力構築の活動を実施する。

Box 16.2. アクセスと利益配分（ABS）クリアリングハウス

名古屋議定書の 14 条は、条約のクリアリングハウス・メカニズムの一部として ABS クリアリングハウスを
設置する。条約事務局は現在、ABS クリアリングハウスの試験段階を実施中である。ABS クリアリングハウスは、
ひとたび完全に運用されるようになると、締約国が、関連する法的、行政的及び政策上の措置、各国の政府窓口
及び国内の権限のある当局、許可書もしくはそれに相当するもの等といったアクセスと利益配分に関する情報を
共有するための手段となる。ABS クリアリングハウスは、法的な確実性と透明性を強化し、遵守を促進する上
で鍵となる役割を果たすであろう。名古屋議定書の発効までに ABS クリアリングハウスが完全に機能すること
が、議定書の運用に不可欠であり、愛知目標 16 の達成に大きく寄与するだろう 215。

Box 16.1. アクセスと利益配分の実例―クック諸島における
伝統的な骨折治癒法の研究

クック諸島出身の医学研究者であるグラハム・マシーソン博士は、同氏のコミュニティーの人々や友人及び家
族が、骨折の治療に伝統的に植物由来抽出物を塗布したり、その他の医療・治療を行ったりしていることを観察
した。2003 年、マシーソンは、これらの植物抽出物をベースにした医療・治療法、化粧品への応用に関する調
査及び商業化の可能性のための提案を作成し、先住民を代表する公認の団体 Koutu Nui と利益配分に関する合
意を締結した。これが Koutu Nui も株主である CIMTECH 社の設立につながった 213。

Koutu Nui の株式保有の価値は少なくとも 15 万ドルと見積もられる。CIMTECH 社の研究収益はオーストラ
リア政府からの助成金 26 万 4,000 ドル、ニューサウスウェールズ大学からの奨励金 7 万 4,000 ドル等である。
また、クック諸島における 12 名のパートタイム従業員の雇用、56 万ドルという初期投資（2010 年）、さらに
研究開発のための 80 万ドル（2011 年）もある。このプロジェクトはラロトンガにある実験・処理施設や、販売、
マーケティング、及びスパやホテルでの製品の利用を含む観光を通じ、地元経済に貢献することが期待されている。

マシーソン氏及び CIMTECH 社は、骨及び軟骨の治療、外傷の治療、及びスキンケアという 3 つの別個の分
野を対象とした多くの特許を申請している。精油溶液の予備的な生産と加工が開始されており、Te Tika と呼ば
れるスキンケア商品ブランドが発売された 214。





参加型計画立案、知識管理及び能力構築を通じて
実施を強化する。

戦略目標E

愛知目標



戦略計画 2011-2020 のこの目標は、他の愛知目標に効果的に取り組めるようにする環境の醸成を
目的とする。この点において、重要かつ必要なステップは、生物多様性国家戦略及び行動計画（NBSAP）
の策定と改定であり、大部分の国が目標期日である 2015 年までに完了予定である。しかしながら、
この計画の実施の程度については今後の検証を待つ必要があり、愛知目標を国家レベルで現実のもの
とするための手段として NBSAP を利用することが極めて重要になるだろう。伝統的知識の尊重や生
物多様性に関する行動への取り入れの状況についても、依然として変動があり、一部の指標では先住
民言語の消滅によって文化的多様性の侵食が継続していることが示唆されている。生物多様性に関す
るデータや情報、知識の共有や利用においては重要な進展があったが、このような知識を共有し利用
するための能力が依然として障害となっている。戦略計画全体に関して最も懸念されることは、その
実施のために充てられる資金が増加する兆候が全く見られないことである。



目標の重要性
NBSAP は、生物多様性条約とその締約国会議に

おける決定を各国での行動に移すためのカギとな
る手段である。そのため、この目標の達成は、すべ
ての愛知目標の達成を促進することになるだろう。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

2015 年末までに事務局へ
NBSAP が提出されている

4

効果的な政策手段として
NBSAP が採用されている

3

NBSAP が実施されている

3

生物多様性戦略と行動計画目標

2015 年までに、各締約国が、効果的
で参加型の改定生物多様性国家戦略及び
行動計画を策定し、政策手段として採用
し、実施している。



111目標17 生物多様性戦略と行動計画

最近の傾向、現状及び将来の予測
194 の生物多様性条約締約国のうち、179 カ国

は NBSAP を策定しており、そのうち少なくとも
57 カ国が現在まだ策定中である。締約国は現在、
生物多様性戦略計画 2011-2020 に沿って、自国
の NBSAP を改定中である。2014 年 8 月 1 日ま
でに 26 カ国が改定を完了した。情報が入手可能
なその他の締約国については、その 40％以上が
2014 年 10 月までに NBSAP の策定を完了すると
見込まれており、2015 年末までには約 90％に達
する見込みである。したがって、本目標のこの要
素については、期日までにほぼ達成される見込み
である。

しかしながら、改定された NBSAP のうち入手可
能なものが締約国会議（COP）で定められたガイ
ダンスに十分に則っているかという点については
ばらつきがある。各国による改定 NBSAP の実施状
況にも同様にばらつきがあり、目標中のこれらの
構成要素については、進展しているという報告は
できるものの、2015 年までには目標達成できない
と思われる。

Box 17.1. NBSAP 改定プロセスの例

日本 2012 年 9 月に第 5 次 NBSAP が閣議決定された。省庁間の委員会が改定 NBSAP の案を作成し、中央環
境審議会が NGO、企業及び地方自治体を含む各部門にインタビューを実施したほか、案についての地方説明会
も開催された。最終化に先立ち、案に対するパブリック・コメント募集が行われた。

スリナム 2013 年 2 月に改定 NBSAP が最終決定されたが、これは 6 年前に策定された生物多様性国家戦略が
ベースになっている。労働・技術開発・環境省、施設計画・土地森林管理省、農業・畜産・漁業省を含む様々な
省庁が策定に関わった。提案されている行動の妥当性及び実行可能性について様々な部門の専門家と協議が行わ
れた。最終決定に先立ち、検証のためのワークショップが開催された。

カメルーン NBSAP 改定プロセスの一部として、同国は、とりわけ前回の NBSAP と現在の国内の状況の間の
ギャップの分析、カメルーンにおける生物多様性の喪失の原因と結果の特定、生物多様性に対する NGO の具体
的な貢献に関する調査を行う研究及び現状調査を行った 218。



112 戦略目標E

目標に向けて進捗を促す行動
以下の行動が、目標 17 の完全な達成を可能にす

ると考えられる。

 • NBSAP が、先住民や地域社会を含む国じゅうの
幅広い権利者及びステークホルダーの関与を得
て、開かれた協議的かつ参加的なプロセスを通
じて策定されるようにする。

 • NBSAP が、政府全体に認められた効果的な政策
手段として確実に採用されるようにする。

 • すべてのステークホルダーの参加を得て、対応
する指標やモニタリングのためのメカニズムと
ともに国内目標を設定したり、NBSAP がひとた
び策定されて実施されている間にも常に見直し
を行ったりすることにより、NBSAP が確実に最
新かつ生物多様性戦略計画 2011-2020 及び愛
知目標に沿ったものであるようにする。

 • 省庁間や部門間の調整のためのメカニズムや、
必要な人的資源と財源を確保するためのメカニ
ズム等、NBSAP を実施するために必要な制度的
な機構が確実に整備されるようにする。

表 17.1. ANBSAP を策定及び改定した国の数と B 改定された NBSAP の有効性（2014 年 7 月 27 日現在）

n=194 NBSAP

NBSAP を 1 回以上策定したことがある締約国 179

NBSAP を策定したことがない締約国 15

NBSAP を 1 回以上改定したことがある締約国 45

現在、NBSAP で 2014 年もしくはそれ以降までの目標を掲げている締約国 216 57

2010 年以降に採択された NBSAP をもつ締約国 26

n=26
NBSAPの
有効性

国別目標を含むよう NBSAP を改定した
はい 22

いいえ 4

国別目標と愛知目標とを明確に関連づけるよう NBSAP を改定した 8

指標を含むよう NBSAP を改定した 217
はい 10

いいえ 10

NBSAP がモニタリング制度によって支えられている（あるいは支えられる予定） 21

A

B





目標の重要性
伝統的知識は生物多様性の保全及び持続可能な

利用の双方に寄与する。この目標は、伝統的知識
や持続可能な慣習的利用が、先住民及び地域社会
の効果的な参加を得て、尊重され、保護され、奨
励されるようにすること、そしてそれが条約の実
施に反映されるようにすることを目指す。本目標
が有する横断的な性質から、その達成のための行
動は、他の複数の愛知目標にも寄与する。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

先住民及び地域社会の伝統的知
識、工夫、慣行が尊重される

3

伝統的知識、工夫、慣行が条約の
実施に完全に組み入れられ、反映
される

3

先住民及び地域社会の完全かつ
効果的な参加を得る

3

伝統的知識目標

2020 年までに、生物多様性の保全及
び持続可能な利用に関連する先住民及び
地域社会の伝統的知識、工夫、慣行及び
これらの社会の生物資源の利用慣行が、
国内法制度及び関連する国際的義務に従
って尊重され、これらの社会の完全かつ
効果的な参加のもとに、あらゆる関連す
るレベルにおいて、条約の実施に完全に
組み入れられ、反映される。
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最近の傾向、現状及び将来の予測
伝統的知識や持続可能な慣習的利用に対する敬

意や認識、及びその推進を強化するためのプロセ
スが、国際的にも、多くの国においても進んでいる。
先住民及び地域社会が地域、国及び国際レベルで
関連するプロセスに有意義に参加するための能力
を強化するための取組も進んでいるが、支援、認
知度、能力上の制約が依然として障害になってい
る。

全般的な状況としては、言語の多様性の消滅（図
18.1 及び Box 18.1 参照）や先住民及び地域社会
の大規模な移動によって示されているように、伝
統的知識の減少は続いている 219。しかしながら、
この傾向は、伝統的な文化に対する関心の増大や
保護地域の管理における地域社会の関与やコミュ
ニティーよる保全地域の重要性に関する認識の高
まりを通じ、一部の場所では反転している 220。

GBO-4 のために評価された国別報告書の 60％
以上が、伝統的な自然資源管理への支援（日本、
ミャンマー、南アフリカ）や森林及び保護地域の

参加型管理（ネパール）等の行動を伴う、本目標
に向けた進展を示唆している 221。

本目標のすべての構成要素において進展がみら
れるが、評価しうる限りの現在の傾向からは、こ
れまでとられた行動は、2020 年までの目標達成に
は不十分であることを示している。

57%
安全または情報不足
（Safe or data-
 deficient）

11% 
危険
（Definitely
 endangered）

10%
極めて深刻
（Critically endangered）

10%
脆弱

（Vulnerable）4%
1950年以降消滅

（Extinct since 1950）
9%

重大な危険
（Severely 
endangered）

図 18.1. 世界の様々な言語にとっての脅威の程度
UNESCO の世界消滅危機言語地図によれば、世代間の伝達状況か
ら、少なくとも 43％の言語が消滅の危機に瀕している 222。

目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 18 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 生物多様性条約の下の、先住民及び地域社会の
知識に対する権利の認識と保護に関連する指針
に沿った国内ガイドラインあるいは行動計画を
策定する。

 • 先住民の言語を学び話す機会や、伝統的な手法
に基づいた研究プロジェクトやデータ収集を強
化し、生物多様性に関する伝統的知識や地域の
知識を支援し、持続可能な慣習的利用を推進す
るような、伝統的な健康管理の取組等の地域の
取組を推進する（目標 19）、及び、保護地域の

創設、管理、ガバナンス及び運営に先住民及び
地域社会を関与させる（目標 11）。

 • 生物多様性の保全と持続可能な利用に対する伝
統的知識の重要性に対する認識を向上させる（目
標 1）。

 • 先住民及び地域社会に向けて、文化的認識向上
プログラムと同様、生物多様性条約の下で関連
する課題に関する能力構築の活動の組織化を支
援し、それに協力する。

 • 先住民及び地域社会が、生物多様性に関する問
題や人々にとって関心のある問題にあらゆるレ
ベルで効果的に参加するよう推進する。
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Box 18.1. 北極圏における先住民の言語の危機

1800 年代以降に 21 の北方言語が消滅したが、そのうち 10 の言語は 1990 年以降に消滅しており、言語消
滅のペースが速まっていることが示唆されている。消滅したこれらの言語の１つはフィンランドで、もう１つは
アラスカ、さらに１つがカナダで、残りの 18 がロシア連邦のものだった。極めて深刻な危機にあると分類され
た 28 の言語には、永久に失われてしまう前に直ちに注目する必要がある。

様々な再活性化に向けた取組が色々な地域で行われており、これらは自分たちの言語と文化の再活性化と推進
に対する先住民の関心を強く証明するものである。再活性化のためのプログラムは主に、夏期集中プログラム、
地元の学校での当該言語の使用、及び大人向けの特別講座等様々な活動を伴った草の根の活動である。

言語の状況
 脆弱（Vulnerable）
 危険（Definitely endangered）
 重大な危険（Severely endangered）
 極めて深刻（Critically endangered）
 消滅（Extinct）

図 18.2. 北極圏における語族間での言語の状況 223
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Box 18.2. フィリピンにおける伝統的知識のモニタリング

フィリピンのイフガオ州ティノックの先住民であるカラングヤ族は、その文化的定義による生態系に基づく手
法を利用した慣習的な土地利用と領土管理を再活性化してきた。ティノックはフィリピン伝統的知識ネットワー
ク（PTKN）の実験コミュニティーであり、コミュニティー・ベースの伝統的知識についてのモニタリングが、
言語の多様性、伝統的な職業、土地保有及び土地利用変化といった様々な指標を用いて行われている。

生成されたデータは、土地及び森林の複合的利用の地図作成、習慣的な土地保有制度の文書化、伝統的な職業、
伝統的知識の保有者と文化の伝達の状況について等である。動植物相の状況、主要作物の生産性や土壌の肥沃度
も調査された。得られた知見としては、野菜栽培への転換により流域の森林面積が 1970 年当時の 60％に減少
したこと、土壌強化のための実践に関する伝統的知識の弱体化や、同時作といった伝統的な病害虫防除手法を実
践しなくなったことによる病害虫被害の増加により、米の収穫高が 30 ～ 50％減少したこと等がある。

プロジェクトを通じて収集された情報は、土地・森林・水の保全と、それらの持続可能な利用及び慣習的なガ
バナンスについてのコミュニティーの活動を活性化するために活用されている。伝統的知識を再活性化し、慣習
的慣行を強化し、保護された流域の生物多様性管理計画及び境界設定等、コミュニティーの福利と生物多様性に
不可欠な共有地の私有化を厳重に規制するための法を強化するための計画が策定された。それが、先住民の知識
慣行と領土管理制度の復活を通じて環境の劣化を防ぎ、カラングヤ族の福利を推進するための（地域社会及び地
方政府による）契約の締結につながった 224。



目標の重要性
生物多様性に関連する情報は、生物多様性に対

する脅威を特定し、保全や持続可能な利用のため
の優先事項を決定し、目標を明確に掲げた費用対
効果の高い行動を可能にするために不可欠なもの
である。このため、本目標に向けた進展は他の愛
知目標の達成に寄与することができる。本目標は、
生物多様性に関する情報や利用可能な技術の量と
質を増加させ、こうした情報や技術を意思決定に
おいてよりよく活用し、そして、可能な限り広く
共有するという総合的なコミットメントである。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

生物多様性とその価値、機能、状
況や傾向、その損失による影響に
関する知識、科学的基盤及び技術
が向上する

4

生物多様性に関する知識、科学的
基盤及び技術が広く共有され、移
転され、適用される

3

情報と知識の共有目標

2020 年までに、生物多様性とその価
値、機能、状況や傾向、その損失による
影響に関する知識、科学的基盤及び技術
が向上し、広く共有され、移転され、適
用される。
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最近の傾向、現状及び将来の予測
生物多様性に関するデータや情報は、各国や地

域及び世界的な取組を通じて以前よりもずっと広
範に共有されるようになっている。こうした動き
には、市民科学の取組等を通じた、自然史収集物
や観測のデジタル記録への自由で開かれたアクセ
スを普及し促進するネットワーク、世界の生物種
の完全な目録を作成するための協働、種を同定す
るための手段としての「DNA バーコーディング」
の開発等があげられる（図 19.1 参照）225。しかし、
依然として多くのデータや情報はアクセス不能で、
多くの国ではこうしたデータや情報を活用に向け
て準備するための能力が不足している。

標準的もしくは協調的なプロトコルを用いた、
生物多様性をモニタリングする、より連携の取れ
た取組が必要であることは、生息域内の情報とリ
モートセンシングによる情報をつなぐための地球
規模のネットワークをめざす地球観測に関する政
府間会合の生物多様性観測ネットワーク（GEO 
BON）により認識されている。GEO BON は、少
ない数の主要属性に注目することでモニタリング
の効率性を向上させるべく、一連の重要生物多様
性変数（EBVs）を開発している 226。

生物多様性に関する知識は過去 20 年で大きく
前進したほか、DIVERSITAS 等のネットワークが、
科学者たちが社会及び意思決定への関連性に関す
る研究について協力するために結集することを手
助けしてきた。このプロセスは生物多様性及び生
態系サービスに関する政府間科学政策プラットフ
ォーム（IPBES）の設置によりさらに強化されてい
る。評価、知識の生成、能力構築及び政策ツール
に関する IPBES のプログラムは、あらゆる規模で、
より十分な情報を得た上での意思決定を可能にす
ることを目指している。

各国は、生物多様性に関する自国の情報・モニ
タリング制度の改善及び地球規模生物多様性情報
機構（GBIF）（Box 19.1 参照）等の国際的なデー
タ共有インフラとその国内ノードや地域的なイニ
シアティブ（Box 19.2 参照）を通じて相当な投資
を行ってきた。

生物多様性に関するデータ、情報及び知識を共
有するための体制の構築における前進から、本目
標についてはかなりの要素について順調であると
判断される。しかしながら、目標のすべての要素
を達成するためには、データの準備、意思決定に
容易に適用できるモデルや技術の調整への投資に
関するさらなる取組が必要である。
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図 19.1. AGBIF を通じて公開された種の出現記録数 227、BCatalogue 
of Life（CoL）の年次チェックリストの対象となっている種 228、C世界
的な参考図書館である Barcode of Life のデータシステムに含まれる動
物種数 229 の推移



Box 19.1. 地球規模生物多様性情報概況（GBIO）:
情報時代における生物多様性に関する知識の伝達 230

地球規模生物多様性情報パートナーシップは、一次データ及び政策関連情報の準備、アクセス、利用、解析を
促進するための枠組み及び概念として、地球規模生物多様性情報概況（GBIO）を策定した。GBIO は、以下の
４つの重点分野について組織的な行動の必要性を特定している。

 • 専門的な知見の共有、しっかりしたデータの共通基準、データ共有のための政策及び奨励措置、データの永続
的な保管・収蔵のシステムに関する文化を創造する。

 • 入手可能なあらゆる情報源から生物多様性関連データを準備し、迅速かつ日常的に利用可能にする。データは
一度の収集で何度も利用されるべきである。これには、これまでの文献や収集物から市民科学者による観測デ
ータまで、そして自動センサーによる読み取りから微生物群集の遺伝子特性の解析までのあらゆる形態のデー
タが含まれる。

 • データの発見を可能にし、前後関係や意味をわかるよう整理することにより、データを証拠に変換するツール
を提供する。これは、研究及び政策において利用されるデータの正確性や適合性を改善し、分類学的な枠組み
を提供し、種の形質とその相互関係についての情報を整理するための大規模な連携の取組等である。

 • モデルや可視化ツールにおける証拠を適用し、将来のデータ収集の優先順位を設定するための様々な欠落を特
定することによって、生物多様性と私たちが生物多様性に与える影響についての理解を醸成する。
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目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 19 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 知識格差の特定や研究の優先順位の決定を行い、
これらに対処する既存の各国及び国際的な研究
ネットワークをさらに活用するための手段とし
て、生物多様性に関する既存情報のインベント
リを作成する。

 • 共通の情報科学の基準やプロトコルの使用を奨
励したり、データ共有の文化を促進したり（例
えば、公的資金を受けた研究の要求や、データ
セットの公表に対する評価）、自然史収集物のデ
ジタル化に投資したり、生物多様性観測主体に
対する市民科学者の貢献を推進したりすること
等によって、データの更なる準備と取得の機会
を強化・促進する。

 • 国及び地方レベルで、意思決定者による生物多
様性関連情報の活用を促進する。

 • 特に生物多様性の変化の「ホットスポット」に
ついて、可能なところではほぼリアルタイムの
情報を提供するような、土地利用の変化のモニ
タリングを含むモニタリング事業を確立もしく
は強化する。

 • コミュニティー・ベースのモニタリングや情報
制度への支援等を通じて、先住民及び地域社会、
並びに関連するステークホルダーを情報収集と
その利用に参画させる（目標 18）。

 • 関連する技術分野の実践コミュニティーやステ
ークホルダーを支援し、関連する国の施設、生
物多様性に関する国や地域の専門機関及びその
他の関連ステークホルダーやイニシアティブの
間の協力を強化する。

 • 生物多様性関連情報を簡単にアクセスできる方
法で入手可能になるようにし、世界規模での生
物多様性に関する知識のネットワークの発展に
寄与するために、国、地域、国際的なクリアリ
ングハウス・メカニズムを改善し、課題別の情
報サービスを強化し、相互連携を確立する。

Box 19.2. コンゴ盆地の森林における情報の共有：中央アフリカ森林観測（OFAC）

アフリカ中部では、森林及び森林の生物多様性の状況に関するデータの入手可能性は常に重大な課題となって
きた。中央アフリカ森林委員会（COMIFAC）の下、中央アフリカ森林観測所（OFAC）は森林資源（10 ヵ国、
1 億 8,700 万ヘクタールにわたる熱帯雨林）を観測する唯一の地域的観測主体である。OFAC は毎年、パート
ナーのネットワークを通じて森林に関する全般的なデータを収集・検証・協調化し、ウェブ上の情報システムを
通じて情報を広めている。これらのデータは専門家により分析され、森林被覆面積、生物多様性等の問題を含む

「コンゴ盆地の森林状況」報告書が作成されている。最近 OFAC は世界保護地域デジタル観測所（DOPA）の一
部となった。DOPA は、公園管理者、意思決定者及び観測者等の利用者に対し、世界規模で保護地域の状況や
保護地域への圧力についての評価、モニタリング及び予測を行うための手段を提供する「非常に重要な生物多様
性に関する情報科学インフラ」と考えられている 231。



目標の重要性
本目標の全体的な目的は、生物多様性戦略計画

の実施のために利用できる資源の量を増やすこと
である。本目的の成否は、戦略計画に含まれる他
の 19 の愛知目標の実現可能性に影響する。

目標に向けた進捗の概要
目標の要素（2020年まで） 状況

戦略計画 2011-2020 実施のため
に、あらゆる資金源からの資金の
動員が、2010 年の水準から著し
く増加している

3

資源動員目標

遅くとも 2020 年までに、戦略計画
2011-2020 の効果的な実施に向けて、
あらゆる資金源からの、また資源動員戦
略において統合、合意されたプロセスに
基づく資金の動員が、現在の水準から著
しく増加すべきである。この目標は、締
約国により策定、報告される資源のニー
ズアセスメントによって変更される可能
性がある。
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最近の傾向、現状及び将来の予測
生物多様性戦略計画 2011-2020 の実施のため

の世界的な資源評価に関するハイレベルパネルは、
その第一次評価において、20 の愛知目標の達成の
ためには年間 1,500 ～ 4,400 億米ドル程度が必要
であると結論づけているが 232、同パネルは、この
数字は正確な推定というよりは、目標達成のため
に必要な資源の大まかな概算として考えるべきで
あるとも述べている。ハイレベルパネルの第二次
評価では、入手可能な証拠は上記の推定をおおむ
ね支持しているが、いくつかの目標についての推
定は控えめなものになっている可能性があると結
論している 233。どちらの評価も、目標達成のため
に必要とされる投資の大部分は、複合的な利益を
もたらすものであり、生物多様性分野の予算のみ
から支出されるべきではなく、多くの活動につい
ては、その恩恵が生物多様性にも及ぶと思われる
ので、農林水産業、水資源、汚染管理や気候に関
する行動のための予算からも共同で支出すること
ができると結論づけている。

資金については、このほかにも国レベル（Box 
20.1 参照）や特定の愛知目標（Box 20.2 参照）
に関する推定が行われている。これらの推定も、
戦略計画の実施については現時点で多大な資金調
達上のギャップがあるとの結論を概して支持して
いる。

生物多様性を支えるための国内資金に関する情
報は限られているが、世界全体としては年間約
200 億米ドル以上であるとの推定がある 234。生物
多様性条約の下で設置された暫定的な報告の枠組
みを通じて、30 以上の締約国が国内の生物多様性
資金について報告している 235。この情報から国内
の生物多様性資金について包括的な世界規模の評
価を行うことは現段階ではできないが、これらの
国の大部分が、近年の国内資金水準について、安
定しているか若干増加していると報告している（例
えば Box 20.3 参照）。民間部門や非政府組織、さ
らには革新的資金メカニズム等他の経路を通じて
提供される資金に関する情報も限られている。

生物多様性に関する二国間 ODA は、2006 年～
2010 年の基準値に対して全般的に増加している。
生物多様性を主要目的とする活動に充てられた資
金額は、2006 年から 2012 年にかけて大きな変
化はない。この期間の生物多様性に関する二国間
ODA における全般的な増加は、主に、生物多様性
を「重要」目的とする ODA の増加によるもので
ある（図 20.1 参照）。2012 年に生物多様性に関
連する援助は微減しているが、2013 年における途
上国に対する支援は全体として史上最高の水準に
達していた。

多国間 ODA も生物多様性の重要な資金源であ
るが、この経路を介して提供される資金の総額に
関する情報は限られている。多国間 ODA の一例と
しては、地球環境ファシリティ（GEF）を通じて
提供される資金がある。GEF に充てられる資金額
は、時の経過とともに増加してきており、GEF-4
と GEF-5 の間に特に大きく増加した。しかしなが
ら、生物多様性重点分野に特定して提供される資金
額は、GEF-3 以降大きく変化していない（図 20.2
参照）。GEF-6 増資会合において、ドナー諸国は今
後 4 年間で生物多様性向けの 13 億米ドルを含め、
途上国の地球環境の劣化の回避支援に 44.3 億米ド
ルの拠出を表明した 236。

近年の傾向や入手可能な限定的情報からは、本
目標に向けた一定の進捗はあったものの、これま
での進捗は 2020 年までに本目標を達成するには
不十分であることが示唆される。
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図 20.1. 2006 年から 2012 年の生物多様性分野の政府開発援助
（ODA）（単位：10 億米ドル。2012 年の実質価格）の金額と ODA の
全体額に占める割合（％）237。主要な ODA：生物多様性に関連する問
題への対処のために特化したものを指す。重要な ODA：他に主要な目
的があるかもしれないが生物多様性に関連している資金を指す。

図 20.2. GEF 資金の総額と、生物多様性重点分野のための資金（パイ
ロットフェーズから GEF-5 まで。2013 年 9 月現在。単位：百万ドル）。
複数分野を対象とする資金について、可能な場合は、分解して生物多様
性重点分野に割り振っている 238。
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Box 20.1. 英国における資金調達上のギャップの証拠 239

「生物多様性、景観、気候変動緩和、洪水リスク管理、歴史的な農業用地環境、土壌の質、水の質、資源の保
護及び公共アクセス」 に関する英国の環境目標を達成するための費用が、同国の 1,620 万ヘクタールの農地及
び森林を管理することを前提として、現在の農業環境分野への支払い率等に基づいて推定された。費用の総額は
年額 19.86 億ポンド（29.06 億米ドル）に達すると推定されており、従来の農業環境分野の年間予算の 3 倍で
ある。しかもこの金額はおそらく大きく過小評価されているとされる。
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目標に向けて進捗を促す行動
GBO-4 で用いられた様々な根拠資料に基づく

と、以下のような行動が効果的であり、より広範
に適用された場合、目標 20 に向けた進捗を加速さ
せるのに役立つであろう。他の愛知目標にも寄与
する場合はカッコ内に記す。

 • 国及び適当な場合には地方レベルでの評価を通
じての、経済や社会にとっての生物多様性の様々
な価値の明確化（目標 1、2）。これには、生物
多様性への投資がもたらす相乗便益や、何もし
ない場合の長期的コストに関する評価を含むべ
きである。

 • NBSAP の一環として、生物多様性に関する国
の資金計画を策定すること（目標 17）。その際、

可能であれば、国の単年度及び複数年度の財政
計画周期に合わせて策定する。この財政計画で
は、より具体的な資源の利用を可能にするため
に、資金の需要、不足、優先度を明確に示す必
要がある

 • 国家開発計画及び／あるいは国家開発協力計画
に生物多様性を統合する（目標 2）。

 • どの資金源でも、単一ではニーズを完全に満た
すには不十分であるとの認識に立ち、補助金の
改革や生態系サービスへの支払い制度といった
革新的資金メカニズム（目標 3）を追求すること
等により、生物多様性に関する資金源を拡大す
る（Box 20.4 参照）。

Box 20.2. 鳥類の絶滅リスクを低減するために必要な資金 240

絶滅が危惧される鳥類種の保全状況の改善（具体的には、IUCN の脅威カテゴリを一段階ずつ下げる）に必要
なコストを検討した評価によると、世界で絶滅が危惧される 1,115 種について、今後 10 年間に 8.75 ～ 12.3
億米ドルが必要だろうと推定された。現在そのうちの 12％に資金が割り当てられている。鳥類の他 IUCN のレ
ッドリストに掲載されている世界の絶滅危惧種について考えた場合、必要と推定されるコストは今後 10 年の間、
年間 34.1 ～ 47.6 億米ドルにまで増加すると推定される。重要鳥類生息地（IBA）のすべてを効果的に保護する
ために必要なコストは、年間 651 億米ドルと考えられる。また、他の分類群にとって重要な場所も保護すると
なると、その額は年間 761 億ドルに増加すると考えられる。こうした推定は、資金を 1 桁増やす必要があると
する一般的な結論を支持するものである。
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Box 20.4. 環境支払いを通じた資金調達：
コロンビア南西部のカウカ渓谷における水基金

カウカ渓谷は、生産性が高い肥沃な地域であり、輸出用及び国内用の双方にとって重要な作物であるサトウキ
ビ生産者が非常に多い。この地域は、首都カリを含む都市部に居住する 90 万人の人々に水を供給する重要な流
域を含む非常に豊かな水文学的システムの中にある。この地域は、夏期に水不足を引き起こす気候の要因に非常
に敏感である。水基金は、とくに堆積物の削減や水流の維持といった、生物多様性及び水に関連するサービスの
恩恵を確保するために実施された。基金による投資によって実行された活動には、自然生態系の少なくとも 12
万 5,000ha の保全、景観管理の改善等がある。これらの活動は下流域に居住する 92 万人の人々及びサトウキ
ビ生産に恩恵をもたらすだろう 242。

Box 20.3. インドにおける生物多様性分野の資金

インドは、生物多様性を保全するために支出してい
る資金額について詳細な評価を実施した。評価は、環
境森林省からの直接的な中核的及び非中核的な支出
や、生物多様性の保全に影響を与える他の省庁の間接
的な支出を対象とした。間接的な資金源を通じて提供
される資金の計算には、生物多様性保全との関係性の
深さをあらわす乗数が用いられた。州政府が支出した
資金についても検討された。

評価の結果、2013 年から 2014 年の期間に、14.8
億米ドル以上が生物多様性保全に支出され、そのうち
55％が州レベルでの支出であり、20％が環境森林省、
25％が国の他の 24 省庁を通じたものであった（図
20.3 参照）。中央政府からの中核的な政府資金は 2006 年から 2013 年にかけて増加し、2010 年以降の資金は
2006 ～ 2010 年の基準値と比較して約 30％増加している 241。

55%
州

3% 
環境森林省
（非中核的な政府資金）

25%
国（他の省庁）

17%
環境森林省

（中核的な政府資金）

図 20.3. 2013 年から 2014 年にかけて様々な経路を通じて生物
多様性保全のために提供された資金（生物多様性に関する資金全
体に占める割合）



第三部
まとめ

本書のこの最終部では、2020 年に向けた、各愛
知目標の進捗を総括し、2050 年までの戦略計画の
ビジョン達成に向けた展望やより広範な持続可能な
開発アジェンダに対する貢献について探求する。
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戦略計画の目標及び愛知目標に向けた進捗の概要
ここでは、戦略計画 2011-2020 の目標と愛知

目標の実施に向けた進捗を、2 つの具体的な情報源
（①戦略計画の 5 つの戦略目標に向けた現在の傾向
の、一連の指標群に基づく推測、②第 5 回国別報
告書によって生物多様性条約締約国が提供した情
報）に基づいて概観する。

これらの情報は、第二部で取り上げた全愛知目
標の個々の構成要素に向けた進捗評価の一部を構
成するものであり、本書 18 ページの目標「ダッシ
ュボード」に並べられている。専門家による目標
ごとの評価を補完するものとして、複合指標、外
挿による推測、国別報告書が、戦略計画とその戦
略目標及び愛知目標の実施に向けた進捗の総括に
役立つ。

現在の傾向の外挿による推測
本概況第二部の目標評価のいくつかやその基に

なっている技術報告書 243 には、過去のデータを基
に、多くの愛知目標の達成期限である 2020 年に
向けて予想する統計技術も利用して、2020 年まで
の指標の傾向を外挿して推測したグラフが含まれ
ている。これらはすべての要因が不変であると仮
定しているほか、政策や行動の変化の可能性も考
慮できないため、予測ではない。しかし、近年の
要因や行動が変わらずに続いたとして、ある傾向
がどうなる可能性が高いかについての示唆が得ら
れる。

20 の愛知目標に関係する指標が全部で 55 選定
された。図 21.1 は、それらの指標すべてを戦略目
標毎に、そして、生物多様性、生物多様性への圧
力及び政策対応の実情を代表しているかどうかに
よってまとめたものである。これらの指標から導
きだされる全体としてのメッセージは GBO-3 が分
析した状況と同様である。すなわち、概して、生
物多様性問題に対する前向きな対策は増加してい
るものの（32 の対策指標のうち 19 指標）、生物
多様性に対する圧力に関する指標の増加が推測さ
れ（7 指標のうち 6 指標）、生物多様性の状態が
2010 年から 2020 年の間に深刻に劣化すると推
測されている（16 の状況指標うち 13 指標）。これ
らはすべて現在の要因が不変であるとの仮定に基
づくものである。5つの戦略目標すべてにわたって、
こうした推測から得られるメッセージは以下の通
りにまとめることができる。
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戦略目標 A（根本原因への対処）

本戦略目標に含まれる愛知目標は、主に生物多
様性の損失の根本原因への対応に焦点を当ててい
る。戦略目標 A に関連する対策指標（持続可能な
生産と消費を促進するための施策等）は前向きな
傾向を示しているが、本戦略目標に関係するすべ
ての圧力の指標は、引き続き増加すると推測され

る（エコロジカル・フットプリント、ウォーター・
フットプリント、純一次生産中の人間が利用する
割合〈人間が利用する陸上植生の割合〉）。このよ
うに相反する傾向は、前向きな変化に伴う影響が
発現するまでの時間的遅れがあるか、持続可能な
行為が依然として圧力に凌駕されていることを示
唆している。
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戦略目標A （根本原因への対処）

戦略目標B （直接的な圧力の削減）

戦略目標C （状況の改善）

戦略目標D （恩恵の強化）

戦略目標E （実施の強化）

図 21.1. 戦略計画 2011-2020 の 5 つの戦略目標に関する、2000 年以降の指標の推移と 2020 年までの推測を示す指標の傾向。左は状況の測定
値（オレンジ色）、中央は圧力の測定値（赤色）、右は対策の測定値（緑色）。状況と対策の指標（オレンジ、緑）については、時間の経過とともに
減少しているのは好ましくない傾向（生物多様性の減少、対策の減少）であり、一方、圧力の指標については時間の経過とともに減少するのは好ま
しい傾向であることを意味する。点線は有意でない傾向を、実線は予測される有意な 2010 ～ 2020 年の間の変化を表す。これらのグラフは概して、
生物多様性の保全及び持続可能な利用のためにとられている対策が好ましい傾向であるにもかかわらず、生物多様性の状況と圧力に関する傾向が好
ましくないことを示唆している。外挿できる指標がないところでは、グラフは空白となっている 244。
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戦略目標 B（直接的な圧力の削減）

本戦略目標に関する指標もまた、改善している
対策と、圧力の増加及び生物多様性の状況の悪化
との間の対比を示している。林産品や漁業に対し
て持続可能性に関する認証制度がますます用いら
れるようになっている一方で、漁獲努力、窒素の
使用や侵略的な外来種の圧力は全て 2020 年まで
増大すると推測されている。本目標に関連する生
息地や種の状況に関する 11 の別個の指標が、状況
の悪化が継続していることを示している。

戦略目標 C（生物多様性の状況の改善）

本戦略目標に関する、生物多様性の状況につい
ての 2 つの指標（生きている地球指数とレッド・
リスト指数）は、現在の悪化傾向を示しており、
現在の原因を基に外挿して推測すると 2020 年ま
で悪化傾向が継続すると推測される。一方、好ま
しい傾向を伴っている対策としては、保護地域の
面積がある（保護地域の有効性や生態学的な代表
性、生物多様性にとって重要な場所の保護の程度
を含む）。

戦略目標 D（恩恵の強化）

本戦略目標に関する目標を直接的に対象とする
定量的な指標はほとんどない。この評価に利用で
きた、戦略目標 D に直接関連する唯一の指標は、
花粉媒介者に関するレッドリスト指数で、その指
数は、これらの種がおしなべて絶滅に近付いてい
ることを示しており、この生態系サービスが減少
していることを示唆している。だが、他の戦略目
標に関連する指標の中に、本戦略目標下の愛知目
標に向けた進展を示すものがいくつかある。生息
地の広がりや漁業や他の圧力に関する指標等だ。
これらの指標の現在の状態から、生態系とそのサ
ービスが減少していること、2020 年まで減少が続
くことが予想される。

戦略目標 E（実施の強化）

本戦略目標に用いられた指標はすべて、対策に
関連するものであり、データや知識の利用可能性、
保全への資金提供と開発援助に関する指標を含む。

それらはすべて、近年増加しており（目標に向け
た好ましい行動がとられていることを示す）2020
年まで増加が続くと予想される。

結 論

これらの指標は、第二部にまとめられている、
より包括的な評価を補完するものである。今回の
指標群は GBO-3 に利用されたものよりも包括的だ
が、愛知目標に向けた進展の一部を示しているに
すぎない。指標と指標を用いた統計的外挿による
2020 年までの推測が示唆するのは、生物多様性の
保全と持続可能な利用を支援するような対策の効
果を、圧力の減少や生物多様性の状況改善といっ
た形でまだ認識できないということである。これ
については、講じられた行動とそれが最終的には
もたらすであろう肯定的な成果の間に時間のずれ
が生じたことによるものとして説明できる部分も
あるかもしれないが、戦略計画の目標の達成には
行動の強化と加速が必要であることを示唆する。

第 5 回国別報告書からの情報
GBO-4 のために評価された第 5 回国別報告書

（2014 年 7 月までに合計 64）は、愛知目標の達
成に向けた進捗を示す新たな証拠を加えるもので
ある。これらの国別報告書は、すべての目標達成
に向けて進展している一方で、2015 年及び 2020
年の期限までに目標を達成するには、現在の軌道
上をこのまま進むのでは不十分だという全体的な
評価を補強するものである（図 21.2 参照）。また、
この国別報告書の情報は、指標から得られた結果
と一致しており、愛知目標の目標 11（保護地域）、
目標 16（名古屋議定書）、目標 17（NBSAP）に
関して最も大きな進展があり、目標 3（奨励措置の
改革）と目標 10（気候変動や海洋酸性化に対して
脆弱な生態系への圧力）については進展が特に限
定的であることを示唆している。
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図 21.2. 64 の第 5 回国別報告書にあった情報に基づく愛知目標達成に向けた進捗の評価 245。60％近くの国別報告書が愛知目標に向けた国内の
進捗を明確に評価した。その場合には、この報告書の 18 ページにある目標「ダッシュボード」に用いられているのと同じ 5 段階評価にその国の評
価を当てはめた。それ以外の場合には、国別報告書中の情報から評価値を推定した。進捗を評価できる情報が含まれていない国別報告書が数多くあ
った。その場合には、「情報なし」と記載。
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愛知目標間の相互作用
愛知目標は相互に深く連関しているが、目標間

の関係性は、その強さに差があり、しばしば非対
称的である（図 21.3 参照）。目標間の相互作用は
各国の状況によっても変化するほか、講じられる
行動の種類によって、生物多様性にとってプラス
にもマイナスにもなりうる。このため、各国が戦
略計画 2011-2020 を実施するための国内行動を
設計する際には、こうした相互作用を考慮するこ
とが有用である。目標間のプラスの相互作用を最
大化するような連携の取れた行動は、NBSAP 実施
の全体的なコストを削減し、実施及び履行時間を
最適化できる可能性がある。

主に他の目標に影響を及ぼす目標もあれば（能
動的相互作用）、主に他の目標から影響を受ける目
標がある（受動的相互作用）。特に、目標 2（生物
多様性の価値）、目標 3（奨励措置）、目標 4（生
産と消費）、目標 17（NBSAP の採用）、目標 19

（知識の基盤）、目標 20（資金）を達成するために
取られる行動は、他の目標に大きな影響を与える
可能性がある。このため、これらの目標は、幅広
い愛知目標と戦略目標の達成に影響することから、
戦略的な重要性があると考えるべきである。

他方で、生息地損失を減少させることに関する
愛知目標 5 を達成し、それによって陸域の生物多
様性損失に対する現在の最大の圧力に対処するた
めには、他の多くの愛知目標に重点を置いた様々
な行動を生かした協調的な手法が必要となるだろ
う。例えば、目標 5 に関するまとめで示された通り、
森林伐採やその他の土地利用の変化を削減する戦
略には、人々の意識と参画（目標 1）、土地利用や
空間計画のための法的・政策的な枠組み（目標 2）、
正負の奨励措置（目標 3）、非合法もしくは持続可
能でない供給源に由来する製品を制限するための
商品サプライチェーンへの対処（目標 4）、既存の
農地・放牧地の生産性の持続可能な向上の促進（目
標 7）、保護区ネットワークの確立（目標 11）、先
住民及び地域社会との協力（目標 18）、土地利用
と土地被覆のモニタリング（目標 19）、資源の動
員（目標 20）が必要となる可能性がある。
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ほかにも、主に他の目標から影響を受ける目標
がいくつかある。例えば、目標 12（種の保全）、
目標 13（遺伝的多様性）、目標 10（脆弱な生態系）、
目標 15（生態系の再生と回復力）は、他の目標に
焦点を当てた行動の影響を強く受けるので、間接
的とはいえ、他のすべての目標に向けて進展があ
れば、その大部分から恩恵を得る。しかしながら、

ある特定の目標に直接関係する行動（例えば、家
畜の遺伝的多様性を維持する政策の実施や、更な
る種の絶滅防止）の実施こそ、これらの目標に向
けた進展を得るために第一に、かつ緊急に取るべ
き措置であり、生物多様性に最も迅速にプラスの
効果をもたらす。

図 21.3. 専門家の意見に基づく、世界レベルでの愛知目標間の相互作用の強さ。ある目標（行）が他の目標（列）に与える影響を表している。色
の濃さが関係の強さを表す（淡：弱、中間：中、濃：強）。例：目標 2（T2）が目標 10（T10）に及ぼす影響は強いが、その逆は幾分弱い 246。
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生物多様性に関する 2050 年ビジョンの達成
人間の福利を支えることにおける生物多様性の

役割は、戦略計画 2011-2020 の 2050 年までの
長期目標（ビジョン）の中で、広義に以下の様に
認識されている。「2050 年までに、生物多様性が
評価され、保全され、回復され、そして賢明に利
用され、そのことによって生態系サービスが保持
され、健全な地球が維持され、全ての人々に不可
欠な恩恵が与えられる」。

生物多様性に関連する行動と、人間社会が直面す
るより広範な課題に対する行動との間のより長期
的な依存関係を解析するために、GBO-4 は、「BAU

（何も対策をとらない）」シナリオと、生物多様性、
気候及び貧困削減に関する目標を戦略計画の 2050
年ビジョンに沿って同時に達成するという説得力
のあるシナリオに基づいた傾向を考察した。

「BAU（何も対策をとらない）」
シナリオの課題

基礎となる技術報告書 247 において探求されてい
る複数の将来シナリオによれば、BAU シナリオで
は 2050 年までの期間に 5 つの主要な課題があり、
戦略計画のビジョン達成のためには以下の課題に
対処しなければならない。

 • 2050 年には、気候変動が生物多様性の損失と生
態系の変化の主因になると予想される。世界の
気温が 2055 年までに 0.4 ～ 2.6℃、2090 年
までに 0.3 ～ 4.8℃上昇すると、それに伴って海
面上昇、降雨パターンの変化、夏季における北
極の海氷の著しい消失、海洋酸性化の進行が起
こるだろう。これらの変化は生物多様性に対し
て、種や生態系の分布の変化、種の豊富さの変
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化、絶滅リスクの上昇等、遺伝子、種、生態系
レベルで広範囲な影響を及ぼすことになるだろ
う。気候変動緩和のための取組も、生物多様性
にとって正負両面で非常に大きな影響を及ぼす
可能性がある。

 • 2050 年には、肥沃な土地に対する需要が大きく
高まることが予想される。BAU シナリオでは農
業及びバイオエネルギーの拡大が相まって、陸
域の自然生息地を保全する余地が十分になくな
り、生物多様性の大幅な減少を招き、世界的な
土地不足となる可能性がある。

 • 2050 年には、多くの天然漁場が崩壊する可能性
が高く、養殖が漁業生産の大部分を占めること
が予想される。有害な補助金が削減されず、領
海域及び領海でない海域生態系の管理が改善さ
れなければ、2050 年までに、乱獲された魚類の
個体群の崩壊を含め、多くの地域で天然海洋漁
業による負の影響が大幅に増大すると予測され
る。このため、2050 年について予見される世界
の漁業生産高の大幅な上昇は、主として養殖に
由来するものになると予測される。養殖の急速
な拡大は、汚染や高タンパク飼料に対する需要
増加、陸地や沿岸域での場の獲得をめぐる競争
といった様々な懸念を引き起こす。

 • 2050 年には、世界の多くの地域で水不足が増
加すると予想される。大部分の BAU シナリオで
は、世界全体で淡水系からの取水量が 2050 年
には二倍近くになると見込まれている。このた
め、生物多様性と生態系機能の維持を流水量に
大きく依存している淡水生態系では、流水量が
減少することになるだろう。現在、食料生産の
ために使用される水の量は、世界の水の消費量
の 84％を占めており、将来には世界の水消費量
の大部分を占めることになると予想されている。

 • 2050 年には、要因が複合することで、一部の
系が地域規模で転換点（tipping point）を超
える可能性がある。すでに複数の大規模なレジ
ームシフトが始まっていることを示す証拠があ
り、シナリオによれば、それらが社会生態学的
システムに大きな混乱をもたらすおそれがある。
最も良く理解されている事例としては、（1）汚
染、破壊的な漁業、侵略的な外来種、海洋酸性

化と地球温暖化の複合によるサンゴ礁の劣化と、
（2）地球温暖化による夏季における北極圏の海
氷の消失の二つがある。より不確実なレジーム
シフトとしては、森林伐採、火の使用、地球温
暖化の複合によるアマゾンの熱帯湿潤林の劣化、
そして、乱獲、汚染、海面上昇と地球温暖化の
複合による一部の熱帯水圏における漁場の崩壊
等がある。地域規模での生態系の構造や機能に
おけるこうした比較的急速かつ大規模な変化は、
回避されなければ、生物多様性、生態系サービス、
そして人間の福利に大きな悪影響を及ぼすと推
測される 248。

2050 年ビジョンに向けた代替的な道筋
2050 年までのシナリオからは、前のセクション

で浮き彫りにされた課題に対処し、3 つの主要な世
界的な目標（生物多様性の損失を鈍化させ、その
後停止させる、世界の平均気温の上昇を 2℃未満に
抑える、他の人間開発の目標を達成する）を達成
するためには、これまで通りの傾向から非常に大
きく変化する必要があることがわかる。環境分野
での最近の多くの成功事例が示すように、持続可
能な未来に向けた解決を実現するためには、幅広
い根本的な社会変革が必要であり、これらの課題
のすべてに単独で対処できるような単純な政策ツ
ールは存在しない。

「リオ +20」国連持続可能な開発会議との関連で
作成されたグローバル・シナリオが、持続可能な
未来に向けた道筋の多様性、複雑性、実現可能性
を示す助けとなる 249（Box 21.1 参照）。これらの
シナリオは 2050 年に向けた 3 つの目標すべてを
達成するために必要な、開発の道筋における大き
な変革についての洞察を提供する。そして、上記
の目標を達成するためには、社会や技術の移行や、
地球の生物、気候、海洋の各システムに内在する
時間的遅れは大きいので、この 10 年間にわたって
最大限の取組を行う必要がある。
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シナリオは、より広範な社会経済的な目標（気
候の強力な緩和、食生活の改善、飢餓の撲滅）に
到達すると同時に、生物多様性に関するこれらの
目標も達成することが可能であることを示唆して
いる。代替シナリオにおいては、生物多様性に関
するいくつかの指標（個体群の豊かさ、絶滅危惧
種の状況、平均生物種豊富度、海洋漁業資源の状況）
が改善する（図 21.4 参照）。このような成果は政
策の様々な組み合わせによって得られる。シナリ
オ分析で探求された 3 つの道筋は、（代替的なシナ
リオ間で異なる各要素を強調しつつ）共通するい
くつかの要素を指し示している（Box 21.1 参照）。

長期的な持続可能性に向けた道筋に最も大きく
貢献する行動は、活動と意思決定の 2 つの主要分
野に該当する。

 • 気候変動とエネルギー制度
森林伐採を止め、森林再生を適切に実施するこ
とで、気候の緩和と生物多様性の保護に重要な
貢献を行える可能性がある。地球温暖化を 2℃未
満に抑えると同時に人間開発の目標を達成する
ためには、温室効果ガス排出量の大幅な削減と
エネルギー効率の改善が必要である。生物多様
性関連の目標は、バイオ燃料の大々的な普及が
回避された場合にのみ実現可能である。地球の
気候システムに内在する時間的遅れが大きいた
め、2050 年までとそれ以降に著しい気候の変動
が生じることは確実であることから、生物多様
性のための適応計画が必要となっている。例え
ば、適応には、保護地域制度の設計において気
候変動を想定することが必要になる。
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予想は、基準値（つまり「何も対策をとらない」場合の傾向）に対し、A 海洋の生物多様性（過剰漁獲される漁業資源の割合で示される）と B 陸
域の生物多様性（4 つの指標に基づく）における大幅な改善と同時に、C 温室効果ガス排出量の削減と、D 食料生産量の向上を達成できることを
示している。
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 • 食料システム
食料システムの大きな変革は、持続可能性達成
のための最も重要な行動分野である。第一に、
食品廃棄物を削減する必要がある。収穫された
食料の約 3 分の 1 が、輸送・加工チェーンの中

（主に開発途上国）、もしくは家庭内（主に先進
国）で失われている。第二に、世界全体がカロ
リーと肉の節度ある消費レベルに収れんすると
同時に食生活が多様になることで、多くの地域
で健康及び食料安全保障が改善し、生物多様性
への影響も大きく減少するだろう。第三に、農業、
水産養殖業及び天然漁場での漁業の管理を改善
する必要がある。作物及び家畜の管理に実現可
能な変更を加えることで、水の消費量と汚染を
大幅に減少させることができる。大部分の海洋
漁場において漁業による圧力を大幅に削減し漁

獲技術を変化させることが、今後 10 ～ 20 年で
漁場が復元されることにつながるだろう。

この分析は、人間の願望と地球が人間に与える
能力との間の関係をよりバランスのとれた持続
可能なものにするためには、食料の生産・流通・
消費のシステムやエネルギー利用を大きく変化
させることが極めて重要だと強調している。し
たがって、これらの根本的な変化を成し遂げ
るには、主要経済部門の関与が必要であろう 

（Box 21.2 参照）。

目標

基準値

荒地の回復

窒素排出量の削減

気候変動の緩和

自然の分断化の減少

インフラ拡張の減少

保護地域の拡大

消費と廃棄の減少

農業の生産性の向上

消費量の変化分散的解決世界的技術

61%

59%

63%

65%

67%

69%

20502040203020202010

図 21.5. リオ +20 の社会経済的シナリオを用いた、持続可能性に向けた 3 つの道筋の対比。ここに示すシナリオはいずれも、生物多様性の損失
を鈍化させ、最終的には止めるという目標を 2050 年までに達成すると同時に、世界の平均気温の上昇も 2℃未満に抑える、飢餓を撲滅する、安
全な飲料水、基本的な衛生や近代的なエネルギー源を誰もが入手できるようにする等の社会経済的開発目標も達成するだろう。目標は 3 つの異な
る道筋によって達成することができる（Box 21.1 参照）。
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Box 21.1. 2050 年ビジョンに至る多様な道筋：リオ +20 シナリオ

ここで示されている道筋は、環境や開発に関する既存の国際的な合意に基づく様々な目標群を達成するために
設計されたものである。生物多様性に関する包括的な目標は「2050 年までに、生物多様性の更なる損失を回避
すると同時に世界の飢餓を根絶する」と表現されうるかもしれない。この目標は、CBD の 2050 年ビジョン、
愛知目標及びミレニアム開発目標（MDGs）の目標 1C「1990 年から 2015 年までの間に飢餓に苦しむ人々
の割合を半減させる」が基盤になっている。2050 年ビジョンは、「2030 年まで生物多様性の損失速度を鈍化
させ続け、2050 年までには損失をゼロにすること」と解釈される。MDGs の飢餓に関する目標は拡大され、
2050 年までの飢餓根絶となっている。これらの目標には、世界の平均気温の長期的上昇を 2℃未満に抑える、
安全な飲料水、基本的な衛生や近代的エネルギー源を誰もが入手できるようにする、都市の大気汚染や肥料使用
量を削減するといった目的が伴う。このことから、分析の際には他のテーマに関する目標との相乗効果やトレー
ドオフを考慮せざるを得なかった。トレードオフとしては、土地をめぐる争いを回避するために気候を緩和する
ことになるバイオ燃料の使用の制限、農業の集約化に起因する窒素放出量を削減することになる肥料使用効率の
改善等がある。相乗効果としては、近代的なエネルギー源への移行による薪需要の減少が森林伐採の減少をもた
らしたり、食肉消費量の低下によって生物多様性の損失や気候変動を抑制したりする等がある。こうしたシナリ
オは、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 5 次評価報告書の「気候緩和シナリオ」とは対照的である。
IPCC のシナリオでは、主要生息地の大量損失は、気候変動を緩和する手段としてバイオ燃料を大々的に普及さ
せた結果として温室効果ガス排出量が低くなるシナリオに関連し、また、土地被覆の変更を統制するための積極
的な措置が欠如した結果とも関連している 250。

上記の目標をすべて達成する以下の 3 つの道筋は、優れたものである（図 21.5 参照）。

 • 世界の技術 集約的農業や、高い水準での国際協調等、大規模な技術的に最適化された解決策に重点を置くもの。

 • 分散化による解決 自然の回廊と密接につながっている農業や、食料への衡平なアクセスを規制する国の政策
等、分散化の解決策に重点を置くもの。

 • 消費の変革 1 人当たりの食肉摂取量の制限や、食料システムにおける無駄を削減するための野心的な取組等、
人間の消費パターンの変化に重点を置くもの。

これらの道筋は、変化への影響力としての人間の行為にどの程度重点を置いているか、規制と市場に対してど
の程度の割合で重みをかけるか、協調重視か競争重視か、そして技術がもたらす影響の特性や規模が異なっている。



139地球規模生物多様性概況第４版

Box 21.2. 主要な産業部門を通じた持続可能性への取組

上記の分析や GBO-4 と並行して行われた更なる分析から、長期的な持続可能性を実現するためには、世界経
済の複数の主要な産業部門（主に農業、林業、漁業、エネルギー、水、衛生）の活動に根本的な変革が必要とな
ることが明らかである 251。

これらの部門は既に生物多様性にとって大きな直接的圧力を及ぼしている。BAU シナリオに基づけば、人口
の増大は、予想される将来の生物多様性の損失や生態系劣化の主因となるだろう。このため、こうした圧力に対
処するには、世界的な食料システムの運営方法、エネルギーの生産方法、木材の伐採・生産方法、陸水及び海洋
の管理方法について考え直す必要があるだろう。

また、これらの主要な産業部門は天然資源の基盤に依存して機能している。生態系とそのサービスの損失は様々
な形でこれらの部門に悪影響を及ぼし、コストが発生したり、事業運営の変更が必要となったりする。これらの
部門に従事する主体は、自分たちが天然資源に依存していることをいっそう認識するようになっており、天然資
源基盤の変化に対する脆弱性を評価し、その影響や暴露を抑制する方法を探求している。これらの主要な産業部
門を効果的に参加させることは、長期的な持続可能性という目標に向けた歩みを前進させるための決定的に重要
な機会となる。

そのような取組として、部門内に生物多様性の懸念を組み込むこと（主流化）がある。主流化は、生物多様性
が主要産業の生産者やバリューチェーン中のその他の主体の基本的価値観や利益と結び付いたときに成功する可
能性がより高い。それによって、今度はそれらの部門が、魚や木材の利用率の改善や農業生産システムのための
土壌の改善、水管理における費用対効果の高い自然に基礎を置く解決策といった、生物多様性が提供する機会を
認識する必要が出てくる。

４つの主要戦略により、部門内で生物多様性に関する懸念の統合または主流化を改善し、加速させ、規模を拡
大することができる。

 • 景観、陸水及び海洋環境全体から生態系サービスの恩恵を受けるために、部門横断的な課題に対処し、小さな
土地の所有者の利益を保護し、現行の保全の取組を強化するような、統合的な手法を適用する。

 • 国際的なサプライチェーンにおける規格化や認証制度といった、自発的な持続可能性に関する新たな取組にお
ける生物多様性の要素を強化する。

 • 様々な製品が与える影響や、食料安全保障や健康的な食生活における生物多様性の重要性についての認識を高
めることによって、買い手や消費者の生物多様性に対する考え方を強化する。健康の改善やコストの削減とい
った追加的な利益をもたらすと同時に生物多様性に対する圧力を削減するための重要なステップとして、肉中
心の食習慣の改善や、食品の無駄や残渣の削減を奨励することが挙げられる。

 • 生物多様性に関するビジネスの事例を改善したり、グリーン投資を行ったりすることにより、資金を動員する。
そのためには、企業による報告の中に自然資本を定着させ、それによって経営幹部や投資家の意思決定に影響
を及ぼし、さらには生物多様性の保全や持続可能な利用により有益となる方向に産業部門の流れを転換するこ
とが必要となる。

これらの戦略には、様々な政策（普及啓発、生物多様性や生態系サービスに関する価値評価や会計及び報告の
改善、持続可能性に関する新たな規格や認証の可能性についての十分な認識、統合的な土地利用計画、生態系サ
ービスへの支払い、生物多様性の保全や持続可能な利用と産業部門の活動を協調させるための奨励措置、グリー
ン税及び環境に悪影響を及ぼす補助金の改革、生物多様性にとっても有益な選択が健康面・金銭面でも有益であ
ることを強調して消費者の選択力を活用すること等）を通じて産業部門内の生物多様性の主流化に影響を及ぼす
ことができる政府と共に、官民共同で取り組むことが必要である。
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ミレニアム開発目標及び 2015 年以降の開発アジェンダへの貢献
本概況は、生物多様性と人間開発のための長期

的目標との間の重要なつながりを考えるのに適し
たタイミングで発表される。2015 年の目標に向け
たミレニアム開発目標の進捗は現在評価中であり、
2015 年以降の国連の開発アジェンダの策定に向け
た議論が進行中である。

生物多様性、経済開発及び
貧困削減のつながり

生態系サービスは、食料、水、エネルギーやそ
の他の恩恵の提供において、人類の福利にとって
必要不可欠である。これらの生態系サービスはす
べて、生物多様性によって支えられて機能してい
る生態系による生態学的なプロセスに依存してい
る 252。

しかし、生物多様性と生態系サービスの間の関
係性は単純ではなく、どの種類の生態系サービス
かによって大きく変わってくる。調整サービスの
提供において、生物多様性は重要な役割を果たし
ている（例えば、花粉媒介者や農地における害虫
の発生を減らす様々な捕食者種の役割）。さらに、
生物多様性は、特に先住民社会の文化的サービス
にとって、ある程度の重要性を有している。だが、
2 種類のサービスの間でどちらかを選択しなければ
ならないこともしばしばある。例えば、調整サー
ビスの維持を犠牲にして農産物の提供を優先する
といった管理上の決定を行う、といったことであ
る 253。

我々は例外なく様々な形で生物多様性に依存し
ているが、概して貧困層や社会的弱者のほうが、
代替物を購入できる状況にあることが少ないため、
より直接的に生物多様性に依存している 254。多く
の地域で人々は、森林やサンゴ礁といった自然地
域から直接得られる食料、水、エネルギーに依存
している 255。生物多様性は、危機の際には貧困層
にとって、しばしばセーフティネットの役割を果
たすほか、貧困から抜け出す道筋を提供する状況
もあるかもしれない。短期的には、貧困層にとっ
て最も有益なのは、天然資源を利用できることだ
が、栽培品種の多さといった多様性は、リスク管
理の観点からも、衝撃やより長期的な変化に対す
る回復力を確保することによって利益を維持する
ためにも、重要である 256。

マングローブや塩性湿地、藻場やサンゴ礁とい
った沿岸域の生息地は、高潮や洪水からの保護を
提供しており、こうしたリスクにさらされている集
落は、必然的により脆弱な状況に置かれている 257。
インド洋、太平洋、大西洋のサンゴ礁全体でのリ
スク低減と適応に対するサンゴ礁の貢献に関する
世界的な最新の統合報告書とメタ分析から、サン
ゴ礁は、波のエネルギーを平均で 97％減少させる
ことで、自然災害からの保護という点で非常に効果
的であることが明らかになっている。この研究の推
定によると、世界全体で 1 億人を超える人がサン
ゴ礁からリスク削減の恩恵を受けており、もしサン
ゴ礁が劣化すれば災害の緩和と適応のための費用
を負担する可能性があるという 258。
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漁業や農業、観光業といった様々な経済部門は
生物多様性と生態系サービスに依存している。し
かし、貧困も経済開発も、世界の生物多様性や生
態系による重要な財とサービスの提供にマイナス
の影響を及ぼす可能性がある 259。特に世界の貧し
い地域において進行する人口増加を支えるために、
より多くの食料、水、薪が必要であるが、そうし
た地域は必ずしもそうしたものを持続可能な形で
生産するための資源や技術に恵まれているわけで
はない。同時に、中流階級の世界的な増加を含む
経済成長の継続により、肉や材木、バイオエネル
ギーや紙等の製品に対する需要が増大するだろう。
人類が歴史的に発展してきた道筋は、経済成長を
促進するために自然資本を転換し（そして生物多
様性を蝕み）、成り立ってきた。このため、現在支
配的な生産・消費パターンの下では、追加の政策
がなければ、生物多様性の損失と天然資源の劣化
の勢いは継続または加速し、特に貧困層が多大な
影響を被る。利用可能な天然資源が持続可能に管
理されなかったり劣化したりすれば、貧困層への
食料、水、エネルギーの供給はより困難になる。
閾値及び転換点（tipping points）の存在が、社会
的影響を伴う、反転させるのが困難な生物多様性
のマイナスの変化のリスクを増大させている 260。

しかし、前述したように、より希望的な未来に
至る可能性をもった、代替的な開発の道筋が存在
する。さらに、適切に設計されれば、生物多様性
を保全するための行動が、気候変動、食料や水の
安全保障といった様々な社会的課題に対する解決
策を提供し、貧困層に恩恵をもたらす可能性があ
ることを示唆する証拠がある 261。

生物多様性と開発の間の関係性と、生物多様性
と貧困削減の間の関係性は、単純ではなく、相互
の利益となる成果は決して保証されていない。生
物多様性を保全する措置と貧困を削減するための
措置は補完的になりうるが、トレードオフが避け
られない時もある 262。しかし、貧困の継続と生物
多様性の損失の背景にある根本原因の多くは類似
しており、経済成長や開発が進展させてきた方法
に由来する。こうした原因に対処することで、生
物多様性と貧困削減の 2 つのアジェンダに役立ち、
適切で有効な環境においては生物多様性そのもの
が持続可能な開発と貧困削減のための基盤になり
うる。

生物多様性とミレニアム開発目標
ミレニアム開発目標（MDGs）は 2000 年 9 月

に策定された。MDGs は、貧困削減のための世
界的な取組における基本的なニーズの優先順位付
けをしている。MDG1 は貧困と飢餓に、MDG2
と MDG3 は教育とエンパワーメントに、MDG4
～ MDG6 は保健に焦点を当てている。一方で、
MDG7（環境の持続可能性）と MDG8（開発のた
めの世界的なパートナーシップ）は、それらを実
現させる環境に関することを提供している。

前のセクションで述べたように、生物多様性と
貧困の間の関係は 2 つの方向に働く。生物多様性
が貧困削減や経済開発にとって重要な機会を提供
する一方で、生物多様性や天然資源の損失は現在
のリスクを悪化させることになる。例えば、生物
多様性を保全する行動は、MDG1 と MDG6 にプ
ラスに寄与しうる。

MDG1：極度の貧困と飢餓の撲滅
特に農村集落等の貧困層は、代替品を購入でき

る状況にあることが少ないため、他の人々よりも
直接的に生物多様性に依存している。多くの地域
で人々は、森林やサンゴ礁といった自然地域から
直接得られる食料、水、エネルギーに依存している。
生物多様性は、危機の時に貧困層にとってセーフ
ティネットの役割を果たすほか、貧困から抜け出
す道筋を提供する状況もあるかもしれない。短期
的には、貧困層にとって最も有益なのは、天然資
源を利用できることだが、栽培品種の多さといっ
た多様性は、リスク管理の観点からも、衝撃やよ
り長期的な変化に対する回復力を確保することに
よって利益を維持するためにも、重要である。

MDG6：HIV/ エイズ、マラリア、その他の疾病の
蔓延の防止

生物多様性は、開発途上国の大部分の人々が依
存している伝統的な医薬品の源である。特に熱帯
地域等における自然生態系は病原体や病気の媒介
者を支える場合もよくあるが、生態系の劣化や分
断が疾病の伝播リスクの高まりに関係しているこ
とを示す証拠が増えている。生物多様性は、栄養
や関連する人体の微生物相への寄与を通じ、非感
染性疾病という世界的な負担の高まりへの対処に
も貢献できる。
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開発にとっての生物多様性の重要性は、MDG7
（環境の持続可能性の確保）の下で明確に認識され
ており、同目標は「2010 年までに生物多様性の損
失を減らし、損失の速度を大幅に低下させる」と
いう CBD の 2010 年目標を含んでいる。しかしな
がら、MDGs の実施において、そして特に環境問
題についての個別の「独立した」目標の設定によ
って、他の MDGs（貧困、食料、保健等の注目さ
れる目標）の達成のための生物多様性の重要性は
十分に認識・啓発されてこなかった。

2015 年以降の開発アジェンダへの
生物多様性の統合

2012 年 6 月にリオ・デ・ジャネイロで開かれ
た国連持続可能な開発会議（リオ +20）の主要成
果の 1 つは、加盟国が一連の持続可能な開発目標

（SDGs）の策定に向けたプロセスを開始したこと
である。この目標は、少ない数で、意欲的で、伝
わりやすく、持続可能な開発の 3 つの側面（環境
省注：経済、社会、環境）すべてにバランスのと
れた方法で対処するものでなければならなかった。

この課題に関する GBO-4 のための分析から得ら
れる主要メッセージは以下のとおりである。

 • 生物多様性と生態系サービスは、経済成長と貧
困削減に貢献できる。同様に、生物多様性の損
失は社会にとって負の影響を及ぼす。また、生
物多様性への圧力を削減するための行動は、幅
広い社会的利益を支えることができる。

 • 愛知目標の達成は、貧困、飢餓、保健やクリーン
エネルギーや食料、水の持続可能な供給といっ
た、開発に係る世界の他の優先課題に関する目
標を達成する助けとなる。

 • 環境の持続可能性に関するミレニアム開発目標
（MDG7）が他の目標の達成に直接的に貢献する
かは、十分に明らかではなく、生物多様性問題か
ら注意と行動をそらすものだったかもしれない。

 • 現在議論されている持続可能な開発アジェンダ
は、生物多様性をより大きな開発アジェンダの中
で主流化するための機会を提供するものである。

持続可能な開発目標に関する提案を準備するた
めに国連総会によって設置された公開作業部会

（OWG）は、17 の目標を提案しており、そのそ
れぞれが成果と実施手段を特定する下位目標を有
している 263。提案された目標案のうち 2 つは、そ
れぞれ海洋及び陸域の生態系における生物多様性
に関するものであり、下位目標案はいくつかの愛
知目標を大いに利用したものである。また、生物
多様性と生態系は、その他の目標案、特に食料、
栄養、農業、水及び衛生に関する目標においても
反映されている。生物多様性は、貧困撲滅、保健、
居住地、災害リスクの低減や気候変動に関する目
標案にとっても重要であり、それらにおける言及
は強化される可能性がある。持続可能な消費と生
産の必要性も、天然資源へのより衡平なアクセス
についてと同様に、目標案に反映されている。特
に、国や地方の計画や開発プロセス、貧困削減戦略、
及び会計に生物多様性の価値を組み込むことを求
める文章が提案されていることが注目される。さ
らに、その文章は、持続可能な開発に向けた政策
協調の強化や、GDP を補完するような持続可能な
開発に関する進捗を測る手法の開発も求めている。
SDGs は、2015 年以降の開発アジェンダの一部と
して、国連によって 2015 年にまとめられる予定
である。
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結 論
本概況は、私たちの現在の行動、消費、生産及

び経済的奨励措置のパターンにおいて「従来通り
（business as usual）」であり続ければ、人類のニ
ーズを将来にわたって満たすことができる生態系
を伴った世界のビジョンを達成できないだろうと
いうことを、時宜を得た形で思い起こさせるもの
である。

2010 年の戦略計画採択以降、世界中の様々なレ
ベルで生物多様性の損失に取り組むための有望な
対策が取られてきた。しかしながら、本中間評価
から、現在のままでは、それらの対策は約束され
た期限までに大部分の愛知目標を達成するには不
十分であることが明らかになった。

戦略計画と愛知目標は、依然として、自然と共
生する世界に向けて我々を導くための行動を集中
させるべき強固な枠組みである。また、戦略計画
と愛知目標は、持続可能な開発目標（SDGs）の文
脈で議論されている願望を含む、様々な人間社会
のニーズを満たすための多くの行動に向けた道筋
を指し示すものでもある。

本概況のために実施された評価から、全体的な
結論として以下が導き出される。

 • 愛知目標の達成は、2015 年以降の開発アジェン
ダに関する現在の議論で取り上げられている世
界のより広範な優先事項、具体的には、飢餓と
貧困の削減、保健衛生の向上、エネルギー、食料、
清浄な水の持続可能な供給を確保し、気候変動
の緩和と適応に寄与し、砂漠化及び土地の劣化
と闘い、災害に対する脆弱性を減少させること
に大きく貢献する。

 • 様々な愛知目標を達成するための行動は、首尾
一貫した協調的な方法で実施されるべきである。
個々の愛知目標は個別に取り組まれるべきでは
ない。ある目標に向けた行動、特に生物多様性
損失の根本原因に対処するもの、生物多様性国
家戦略及び行動計画（NBSAP）の策定と実施、
情報の更なる開発と共有、資金の動員といった
行動は、他の目標の達成に特に大きな影響を与
えるであろう。

 • 愛知目標の大部分を達成するには、特に、法的・
政策的枠組み、そのような枠組みと協調した社
会経済的な奨励措置、一般の人々やステークホ
ルダーの参画、モニタリング、施行等の一連の
行動を実施する必要があるだろう。一連の行動
を効果的に遂行するには、分野横断的な政策と、
関連する各政府省庁との一貫性が必要である。

 • 戦略計画 2011-2020 と条約の目的に対する政
治及び一般市民の支援を拡大する必要がある。
そのためには、あらゆるレベルの政府や社会の
あらゆるステークホルダーが生物多様性とそれ
に関連する生態系サービスの様々な価値を確実
に認識するよう努力する必要がある。

 • 広範な行動を活用し、政府、社会、経済の各部
門全体にわたって生物多様性の主流化を確保す
るために必要な主体性を持たせ、様々な多国間
環境条約の国内実施における相乗効果の発揮を
可能とするために、戦略計画 2011-2020 を効
果的に実施するには、あらゆるレベルでのパー
トナーシップが必要である。

 • 締約国間での技術・科学協力の強化を通じて戦
略計画の実施を支援する機会が存在する。能力
構築に対するさらなる支援も、特に開発途上国、
中でも後発開発途上国や小島嶼開発途上国、市
場経済移行国において必要とされている。

 • 戦略計画 2011-2020 を実施するには、生物多
様性に関する資金が、全体として著しく増加す
る必要がある。
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